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鳥取大学医学部附属病院

公　　示

日本医師会代議員及び同予備代議員選挙執行について

諸会議報告

令和３年度臨床検査精度管理事業終わる
─結果良好なるも新たな問題提起も─

巻頭言

高額療養費問題と皆保険制度を考える

骨盤臓器脱に対するロボット支援仙骨膣固定術

臨床検査精度管理委員会



医学および医療は、病める人の治療はもとより、
人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、

医師は責任の重大性を認識し、
人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。

医　の　倫　理　綱　領

１．医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、
その進歩・発展に尽くす。

２．医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。
３．医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内

容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
４．医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。
５．医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範

の遵守および法秩序の形成に努める。
６．医師は医業にあたって営利を目的としない。

公益社団法人　日本医師会
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巻　頭　言

　医療改革の議論の中で、保険給付範囲を見直す（縮小する）方向での提案が目立つよ

うになっている。新型コロナウイルス感染症への対応による財政状況の悪化を受けて、

今後、医療費抑制を求める声がますます強まることが懸念される。こうした危機に乗じ

て、財務省主導で急進的な市場原理主義的改革が行われる危険性もある。今年は選挙の

年であり、選挙後に大胆な方策が進められる可能性を認識しておかなければならない。

　保険給付範囲のあり方については、「必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により

確保する」という我が国の国民皆保険制度の基本的理念に照らして考える必要があり、

「必要かつ適切な医療」を保険給付範囲から除外するような見直しは決して認めるべき

ではない。財務省は最近しばしば「医療保険制度の基本は自助努力では対応しきれない

大きなリスクへの備えである」とし、「大きなリスクは共助、小さなリスクは自助」で

対応すべきであるとの考えを示している。（財政制度等審議会「令和２年度予算の編成

等に関する建議」）同様な見解は、健康保険組合連合会と全国健康保険協会の（保険給

付範囲の見直しに向けた意見）でも、「個人で負担しきれないリスクをカバーしていく

ことは、共助の仕組みである医療保険制度の責務」とされており、保険給付範囲の見直

しを主張する議論に共通した考え方となっている。

　何をもって軽症、重症を線引きするかを明確にすることは難しく、軽症なのか重症な

のかは診療の結果として決まるものである。たとえ当初は軽症であっても、適切な診療

がなされなかった結果、重症化する危険性もある。個別事例における必要性や適切性に

関する判断と制度上の給付範囲の問題は、峻別して考える必要がある。

　保険給付範囲を縮小させる提案は、実現に至らなかったものを含め、これまでもさま

ざまな議論がされてきた。諸外国の仕組みを参考にした提案もなされているが、それぞ

れの国によって患者負担の基本的な構造や水準は異なる。その中の一部分だけを取り入

れて、我が国の制度に導入しようとすることは適切ではない。我が国では、高額療養費

制度によって負担軽減が図られたり、後期高齢者の多くは１割負担に設定されるなどし

ているものの、３割負担は国際的に見ても患者負担割合として高い水準に位置してい

る。それゆえに2002年の健康保険法等改正の際、将来にわたり７割給付を維持するこ

高額療養費問題と
皆保険制度を考える

鳥取県医師会　副会長　清　水　正　人
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とが附則に明記されたのである。仮に７割給付自体は維持しても、保険給付範囲を縮小

していけば、保険給付対象外を含めた患者負担は全体として増大し、附則の規定は形骸

化することとなり、公的保険の機能が空洞化する。すでに３割負担となっている今日、

保険給付範囲を縮小することは、より一層の患者負担増、ひいては必要な受診抑制を引

き起こすことになりかねない。

　医療費の増加が続く中、医療技術の進歩に伴い、高額な治療法が相次いで登場してい

る。2016年に免疫チェックポイント阻害薬オプジーボの高額な価格設定が社会問題化

した。オプジーボの医療費全体に対する影響について、一部医師などから過剰なまでに

危機感を煽るような主張がなされるなどした。その後薬価の引き下げなどの対応がなさ

れたのだが、このような高額薬剤の登場を契機として、医療技術の進歩と国民皆保険を

如何に両立させることができるのかという問題に注目が集まった。

　政府の中央社会保険医療協議会において、医療経済評価を活用する検討が進められ

た。2012年に費用対効果評価専門部会が設置され、2016年より費用対効果評価の試

験的導入が開始され、その分析と検証作業を経て、中央社会保障医療協議会での議論の

結果、費用対効果評価は保険収載の可否の判断に用いるのではなく、価格調整に用いる

こととなった。この費用対効果評価により、高額薬剤の価格を適正化していけば、医療

技術の進歩と国民皆保険を両立させることは十分に可能である。今後も高額な治療法の

登場が話題になり続け、国民皆保険との両立可能性が議論になると思われるが、給付範

囲を制限する方向へと流れるのではなく、適正価格設定を推進しながら、国民皆保険を

維持して行く必要がある。

　薬剤開発には莫大な費用を必要とすることは改めて指摘するまでもない。研究開発に

着手してから成功までに要する期間の長さと成功確率の低さなどを考慮すれば、研究開

発費をカバーできるような支援体制は不可欠であろう。どのような形で研究開発の支援

を行うべきであるかは、十分な検討が必要であろう。この支援を医療費の枠組みの中で

行うのは、制度本来の目的にはそぐわない。今回のコロナワクチンや治療薬の開発に関

してもそうであったように、産業政策による政府の関与が必要ではないであろうか。米

国の国立衛生研究所（NIH）の2021年予算が４兆1,600億円であるのに対して、日本

ではNIHに範を取る形で2015年に設立された日本医療開発機構（AMED）の予算額は

1,300億円に過ぎず、あまりにも水準が違いすぎるのが現状である。
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協議事項

１．鳥取県国民健康保険団体連合会介護給付費審

査委員会委員の推薦について

　任期満了に伴い推薦依頼がきている。介護給付

費等対象サービス担当者並びに公益区分に適任者

１名ずつ推薦する。

２．看護高等専修学校卒業式の出席について

　３月５日（土）午後２時より鳥取看護高等専修

学校において開催される。新型コロナウイルス感

染拡大に伴い、昨年度に引き続き、本会からは出

席しない。

　３月３日（木）午後２時より中部医師会館にお

いて卒業式と閉校式が開催される。会長代理とし

て新田監事が出席し祝辞を述べる。

３．日本医師会臨時代議員会の出席について

　３月27日（日）午前９時30分より日医会館にお

いて開催される。渡辺会長、清水副会長が出席す

る。開催方法については、２月15日開催の日医

理事会において対面かWebか決定される。なお、

日医会館において対面で開催される場合、代議員

の受付は、医師資格証をもって行われる。

４．鳥取県医師会職員就業規程の改正について

　平成４年度からの「本会事務局体制」、「就業規

則の変更」などについて協議を行った結果、原案

どおり承認された。鳥取県では、新型コロナウイ

ルス感染症関連で休んだ場合の職員の取扱いを定

めており、本会も準じることとした。

報告事項

１．健保　新規個別指導の立会い報告

〈明穂常任理事〉

　１月20日、東部地区の１診療所を対象に実施さ

れた。カルテ記載は十分に詳しくされているが、

次の指摘がなされた。（１）患者本人を診察して

いない場合で外来管理加算を算定している。（２）

特定疾患療養管理料について主病でない疾患につ

いて算定している。（３）治療計画の要点につい

て診療録への記載が不十分である。（４）管理栄

養士への指示事項に熱量・栄養素の量、病態に応

じた情報に医師が必要とした具体的な指示が含ま

れていない。（５）検査施行時にレセプト病名と

思われる記載がある。（６）健診検査項目が併せ

て算定されている。

２．健対協　地域医療研修及び健康情報対策専門

委員会の開催報告〈岡田常任理事〉

　１月20日、テレビ会議で開催した。議事とし

て、（１）地域医療の充実（①特に地域医療を担

う医師の育成・確保、②鳥取大学での地域医療教

育）、（２）健康・医療情報等の解析状況と今後の

第　8　回　常　任　理　事　会

■　日　時　　令和４年２月３日（木）　午後４時40分～午後６時40分

■　場　所　　テレビ会議にて２会場

■　出席者　　〈県医師会館〉

渡辺会長、清水副会長、明穂・岡田・瀬川各常任理事、秋藤理事

〈西部医師会館〉

小林副会長、辻田・三上両常任理事

理　事　会
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施策（がん罹患原因分析・がん症例対象研究・健

康寿命）などについて報告、協議を行った。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

３．第10回鳥取県新型コロナウイルスワクチン接

種体制協議会・第122回鳥取県新型コロナウ

イルス感染症対策本部の出席報告〈渡辺会長〉

　１月21日、Webで開催され、地区医師会長等

とともに出席した。議事として、（１）症例、（２）

ワクチン接種の推進、などについて報告、協議が

行われた。３月末までを強化期間として、市町

村、医療機関、職域、県がそれぞれ追加接種の前

倒しを強力に推進していくとのことであった。

４．第９回鳥取大学医学部地域医療学講座あり方

懇話会の出席報告〈渡辺会長〉

　１月21日、Webで開催された。議事として、

（１）地域医療学講座の活動実績〈サテライト教

育センター（鳥大地域医療総合教育研修センター、

鳥大家庭医療教育ステーション）、地域医療教育

の新たな試み〉、（２）地域枠学生の育成（地域医

療支援センターとの連携）、（３）鳥取県の総合診

療専門医を育てるプログラムの概況と課題、など

について報告、協議が行われた。

５．「全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロッ

ク役員会」「同総会・中国四国医師会連合有

床診療所研修会」の出席報告〈清水副会長〉

　１月23日、Webで開催され、池田光之先生（鳥

取県有床診療所連絡協議会長）とともに出席し

た。最初に役員会が行われ、第34回全国有床診療

所連絡協議会総会報告等があった後、次年度総会

の日程等について協議が行われた。引き続き、同

総会・中国四国医師会連合有床診療所研修会が行

われ、令和２年度事業及び収支決算報告の後、特

別講演２題、（１）「外来機能報告制度及び地域医

療構想／医療計画の最近の動き」（講師：厚生労

働省地域医療計画課　鷲見　学課長）、（２）「地域

の実情に応じた医療提供体制のあるべき姿」（講

師：日医副会長　今村　聡先生）、特別発言が行わ

れた。

６．健対協　疾病構造の地域特性対策専門委員会

の開催報告〈瀬川常任理事〉

　１月27日、テレビ会議で開催した。議事とし

て、（１）令和２年度事業報告、（２）令和３年度

事業中間報告、（３）令和４年度事業計画（案）

などについて報告、協議を行った。令和５年度か

らの新たな調査を鳥大医学部長　中村廣繁教授に

お願いすることとなった。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

７．健対協　乳がん対策専門委員会の開催報告

〈岡田常任理事〉

　１月29日、Webで開催した。議事として、（１）

令和２年度乳がん検診実績報告及び令和３年度実

績見込み及び令和４年度実施計画、（２）令和３

年度乳がん検診マンモグラフィー読影委員会開

催状況、（３）令和２年度乳がん検診発見がん患

者確定調査結果、について報告があった後、（１）

乳がん検診実施に係る手引きの一部改正、（２）

令和４年度乳がん検診従事者講習会及び症例検討

会（東部地区で開催予定）、などについて協議が

行われた。

　委員会終了後、従事者講習会をWebで開催し

た。講演「乳がん検診とブレストアウェアネス」、

講師は、松江赤十字病院乳腺外科　村田陽子先

生。出席者は41名。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

８．第31回日本医学会総会登録推進委員会第１回

地域別会合の出席報告〈清水副会長〉

　１月31日、Webで開催され、鳥大医学部長	中

村廣繁教授とともに出席した。第31回日本医学会

総会学術集会は、令和５年４月21日（金）～23日

（日）東京国際フォーラム等においてハイブリッ

ドで開催される。本年２月１日（火）～10月31日

（月）までが早期事前参加登録期間になっている
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ので、よろしくお願いする。また、75歳以上及び

40歳以下の医師等は、登録費が割引されている。

今後は、各都道府県において目標参加登録数を設

定する。

協議事項

１．令和４年度事業計画・収支予算案編成について

　基本的に前年度事業を継続するとともに、公益

法人に対応した定款の事業項目に即して列挙し、

県民および公益のための事業を積極的に展開して

いく。最終的には３月17日（木）理事会で承認を

得た後、県知事宛に提出する。

２．会費減免申請の承認について

　令和３年度追加分として研修医５名（西部５

名）、令和４年度として計123名〈高齢95名（東部

31名、中部16名、西部48名）、研修医28名（東部

18名、中部６名、西部４名）〉の申請があり、協

議した結果、承認した。３月19日（土）開催の臨

時代議員会で承認を得て、正式決定となる。

３．鳥取県医師会代議員並びに同予備代議員の選

出について

　令和２年４月１日に就任した本会代議員並びに

予備代議員の任期は２年間であり、令和４年３月

末日をもって任期満了となる。２月１日現在の会

員数で地区毎の代議員の人数を算出（東部20名、

中部８名、西部19名、大学３名、計50名）し、

ホームページ及び会報２月号に選挙の公示を掲載

する。

　代議員又は予備代議員になろうとする会員は、

３月14日（月）までに立候補届けの提出を所属の

地区医師会へお願いする。地区医師会は、提出さ

れた立候補届けを受付け、選出した代議員名簿を

３月31日（木）までに本会へ報告していただく。

４．第206回臨時代議員会の開催について

　３月19日（土）午後５時15分よりホテルニュー

オータニ鳥取において開催する。

第　11　回　理　事　会

■　日　時　　令和４年２月17日（木）　午後４時10分～午後６時40分

■　場　所　　鳥取県医師会館　鳥取市戎町

■　出席者　　〈鳥取県医師会館〉

渡辺会長、清水副会長

明穂・岡田・瀬川・三上各常任理事

太田・秋藤・葊岡各理事、石谷東部医師会長

〈中部医師会館〉

松田理事、新田監事、松田中部医師会長

〈西部医師会館〉

小林副会長、岡田・來間両理事、山㟢監事、根津西部医師会長

理　事　会
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５．第206回臨時代議員会の付議事項について

　４つの付議事項、（１）令和３年度会費減免申

請の承認、（２）令和４年度会費減免申請の承認、

（３）定款の一部改正案、（４）会費賦課徴収規則

の一部改正案について議案を上程し審議を諮る。

６．鳥取県糖尿病療養指導士認定機構認定委員会

の開催について

　３月17日（木）午後１時30分よりテレビ会議で

開催する。

７．「鳥取県糖尿病対策推進会議」「鳥取県糖尿病

療養指導士認定機構統括委員会」合同会議の

開催について

　３月17日（木）午後２時よりテレビ会議で開催

する。

８．令和４年度日本医師会学校保健講習会の出席

について

　４月10日（日）午前10時よりWebで開催され

る。岡田理事が出席する。

９．第43回産業保健活動推進全国会議の出席に

ついて

　４月15日（金）午後１時よりWebで開催され

る。秋藤理事が出席する。地区医師会担当理事に

も案内する。

10．第16回男女共同参画フォーラムの出席について

　４月23日（土）午後１時30分より大分県医師会

の担当で、「医療人を育む一歩から～医師の多様

な働き方について」をメインテーマにWebで開

催される。当日は、県医師会館に参集し、岡田常

任理事、秋藤・松田各理事が出席する。地区医師

会担当理事にも案内する。

11．（日医通知）令和４年度の指導・監査等につ

いて

　具体的には下記のとおりである。

（１）集団指導（指定時、更新時、登録時）

　実施する。なお、eラーニングによる実施を

原則とするが、地域の実情に応じ、集合形式で

の開催も可能とする。

（２）集団的個別指導

　集合形式により実施する（感染状況により資

料配付、動画配信も可）。なお、令和４年度に

集団的個別指導を受けた医療機関について、指

導大綱に規定する選定基準に該当する場合は、

令和６年度に高点数を理由とする個別指導の対

象とするが、実施に当たっては、令和５年度の

状況を見極めた上で実施の可否を判断する。

（３）個別指導

　指導大綱に基づき実施する。ただし、高点数

の医療機関に対する個別指導は実施しない。

（４）監査

　実施する。

（５）適時調査

　実地での調査を実施する。なお、返還事案が

発生した場合の遡及は、原則自己点検を行った

令和３年７月以降を対象とする。ただし、自己

点検で否となった場合や、基準を満たしていな

い場合等、自己点検報告が虚偽であることが判

明した場合は事実に基づいて返還を求める。

12．（日医通知）令和４年度診療報酬改定時にお

ける集団指導等の取扱いについて

　新型コロナウイルス感染症が全国的に急拡大し

ている状況等が勘案された結果、前回改定時と同

様に、厚生労働省による改定説明会は中止とし、

厚生労働省動画チャンネル（YouTube）により

改定内容が配信されるとともに、その資料がホー

ムページに掲載される。動画を視聴できない医療

機関に対しては、個別に改定内容に関する説明資

料を配付するなど、丁寧な周知を行う。

13．令和４年度保険指導医の推薦について

　中国四国厚生局鳥取事務所より任期満了に伴い

推薦依頼がきている。内科９名、外科１名、整形
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外科１名、小児科１名、耳鼻咽喉科１名、精神科

１名、眼科１名、皮膚科２名、泌尿器科２名、脳

外科１名、産婦人科２名の計22名を推薦する。任

期は令和４年４月１日から１年間である。

14．令和４年度生活保護に係る嘱託医の推薦につ

いて

　県監査指導課より任期満了に伴い推薦依頼がき

ている。一般科と精神科各１名を推薦する。任期

は令和４年４月１日から１年間である。

15．鳥取県がん診療連携協議会委員の推薦について

　任期満了に伴い推薦依頼がきている。渡辺会

長、小林副会長を推薦する。

16．鳥取県アレルギー疾患医療準拠点病院について

　地区医師会より、「院内にアレルギー疾患に関

連する複数の診療科（歯科を含む）があり、院内

カンファレンス等による連携が図られているこ

と」等の要件を満たす病院を推薦していただいた

（東部：県立中央病院、中部：県立厚生病院）。正

式には、鳥取県アレルギー疾患医療連絡協議会に

おいて決定される。

17．予防接種後健康状況調査事業の実施機関の選

定等について

　県健康政策課より推薦依頼がきている。小児科

標榜医療機関は鳥取県小児科医会より推薦いただ

き、内科標榜医療機関は再任（東部１診療所及び

西部１診療所）とした。また、新たにHPVワク

チンが追加となった。

18．第31回日本医学会総会事前参加登録推進につ

いて

　２月１日より早期事前参加登録が開始されてい

るところであるが、この度、参加登録推進用チラ

シ・リーフレットが作成されたことにより登録推

進の依頼があった。今回は、（１）満75歳以上並

びに満40歳未満の医師はさらに割引になるプラ

ン、（２）団体登録割引プラン（11名の登録につ

き１名無料）が設置されている。本会としても参

加登録目標人数を設定して登録推進を図ってい

く。

19．令和４年度四師会観桜会について

　鳥取県医師会の担当であるが、新型コロナウイ

ルス感染症の収束が見通せないため、開催を見送

ることとした。

20．鳥取県糖尿病療養指導士認定機構認定更新の

対象となる研修会の承認について

　下記のセミナーを承認した。単位は会場参加の

み認定する。

・糖尿病と関連疾患を考えるWebセミナー〈３

月10日（木）午後７時　とりぎん文化会館〉

・Diabetes＆lncretin	Seminar	 in鳥取〈３月23日

（水）午後６時30分　とりぎん文化会館〉

21．日医生涯教育制度認定申請の承認について

　地区医師会などから申請の出ている講演会につ

いて協議の結果、何れも妥当として認定した。

報告事項

１．健保　新規個別指導の立会い報告〈松田理事〉

　１月27日、中部地区の１診療所を対象に実施さ

れた。不適切な傷病名がみられること、適応外の

処方がされていること、診療報酬との整合性がな

い例があること、などの指摘がなされた。

２．鳥取県医師会女性医師の意識調査に関するア

ンケート結果について〈松田理事〉

　令和３年10月に実施した標記アンケート結果

について報告があった（回答率36.5％）。詳細は、

会報に掲載するので、ご覧いただきたい。鳥取医

学雑誌、日医雑誌への投稿も検討している。



鳥取県医師会報　22．3　No.801

8

３．鳥取県アレルギー疾患医療連絡協議会の開催

報告〈岡田理事〉

　１月11日、テレビ会議で開催した。議事とし

て、「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的

な指針」の改正について報告があった後、（１）

アレルギー疾患医療体制の概要と取り組み、（２）

アレルギー疾患医療連携体制について協議が行わ

れた。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

４．鳥取県訪問看護支援センター運営協議会の出

席報告〈太田理事〉

　１月18日、Webで開催された。議事として、

（１）令和２年度事業実績報告書及び決算報告書、

（２）令和２年度運営協議会でいただいた意見と

その対応、（３）令和３年度事業計画及び中間報

告、（４）新型コロナウイルス感染症への対応、

（５）令和４年度事業計画案及び予算案などにつ

いて報告、協議が行われた。

５．第31回都道府県医師会新型コロナウイルス感

染症担当理事連絡協議会の出席報告

〈秋藤理事〉

　１月28日、Webで開催され、渡辺会長、岡田

理事とともに県医師会館等で出席した。議事（１）

新型コロナウイルス感染症に係るPCRの検査試

薬、保険点数の見直し前価格実態調査について報

告があった。逆ザヤが発生する恐れがあって、現

場を無視した点数改正であり、現在示されている

点数を決定する際に行われた価格調査の正確性に

疑義が出された。（２）新型コロナウイルス感染

症の直近の状況等について説明があり、PCRの検

査資材についても不足していることを強く訴える

意見や無料PCR検査によって医療機関の検査や診

療に支障が生じていることが指摘された。（３）

「新型コロナウイルス感染症対応人材ネットワー

ク事業」と「日本経済団体連合会との連携による

宿泊療養施設および臨時の医療施設等の設置に向

けた取組支援」についての報告があった。

６．「新型コロナウイルス感染症の自宅待機・在

宅療養者への重層的な健康サポート体制の整

備」に関する県との打合せ会の開催報告

〈秋藤理事〉

　２月３日、植木統轄監、中西県福祉保健部長、

福井県医療政策課室長に参集いただき、テレビ会

議で開催し、地区医師会長、常任理事会出席者、

岡田理事とともに出席した。保健所・訪問看護ス

テーションの逼迫状況下、自宅待機、在宅療養者

の健康観察の協力依頼についての話し合いが行わ

れた。業務内容として、電話による１日１回程度

の健康観察、時間外に担当患者からの連絡が受け

られる態勢をお願いし、アンケート調査を実施

後、２月11日から体制整備後稼働したいとのこと

であった。

７．鳥取県医療安全推進協議会の出席報告

〈太田理事〉

　２月３日、書面会議で開催された。議事とし

て、（１）県内の医療安全対策等（県内の医療安

全対策、医療安全支援センターの概要、鳥取県

の医療事故報告基準等）、（２）医療相談窓口の

対応状況、（３）医療相談受付一覧について報告

があった。相談対象は病院が最も多く、令和２年

度以降は相談と苦情の割合が同程度で、相談内容

は、医療行為等（医師の治療内容等）とコミュニ

ケーション（医療従事者の説明や接遇等）の割合

が高かった。

８．健対協　肺がん対策専門委員会の開催報告

〈岡田常任理事〉

　２月５日、ハイブリッドで開催した。議事とし

て、（１）令和２年度実績最終報告、令和３年度

実績見込み、令和４年度計画、（２）令和３年度

肺がん医療機関検診読影会運営状況、（３）令和

２年度肺がん検診発見がん患者の予後調査などに

ついて報告があった後、「鳥取県肺がん集団検診

実施体制」等の改正について協議が行われた。

　委員会終了後、従事者講習会等をハイブリッド
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で開催し、講演「肺がんの単純X線診断と遺伝子

変異」（講師：千葉大学医学部附属病院画像診断

センター　遠藤正浩先生）を行った。出席者は

108名（県医師会館参集：21名、オンライン87名）

であった。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

９．健対協　子宮がん対策専門委員会の開催報告

〈岡田常任理事〉

　２月６日、Webで開催した。議事として、（１）

令和２年度実績最終報告、令和３年度実績見込

み、令和４年度計画、（２）令和２年度子宮がん

検診発見がん患者確定調査結果などについて報告

があった後、子宮がん検診実施に係る手引きの一

部改正について協議が行われた。

　委員会終了後、従事者講習会をハイブリッドで

開催し、講演「婦人科領域の腹水細胞診の役割」

（講師：弘前大学医学部産科婦人科教授　横山良

仁先生）を行った。出席者は58名（県医師会館参

集：５名、オンライン：53名）であった。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

10．設立40周年記念事業　核戦争防止国際医師会

議（IPPNW）日本支部大会の出席報告

〈明穂常任理事〉

　２月６日、Webで開催され、渡辺会長ととも

に出席した。中川俊男　日本支部代表支部長、松

村　誠　日本支部長の開会挨拶に続き、（１）基調

講演「日本支部40年の歩み」（講師：朝長万左男	

長崎原爆病院名誉院長）、（２）特別セッション

「映画づくりでたどった祖父竹内釼の被爆体験」

（講師：竹内　道　アークメディア代表取締役）、

（３）シンポジウム「被爆医師が伝えるべきこと、

被爆国の医師に期待されること」（演者：原田康

夫　元広島大学長、井上つぐみ　広島大学医学部

生、ティルマン・ラフ　IPPNW共同会長）が行

われた。

11．鳥取県健康づくり文化創造推進県民会議の出

席報告〈松田理事〉

　２月９日、ハイブリッドで開催された。議事と

して、（１）本県の健康づくり関連事業、（２）各

団体の健康づくり関連事業、（３）鳥取県健康づ

くり文化創造プラン（第三次）の進捗状況につい

て報告があった後、（１）鳥取県文化創造プラン

の次期改定、（２）令和４年県民健康栄養調査の

調査項目、（３）「地域・職域連歴推進ガイドライ

ン」（令和元年９月）に基づく本県の取り組みの

方向性について協議が行われた。

12．第11回鳥取県新型コロナウイルスワクチン接

種体制協議会・第123回鳥取県新型コロナウ

イルス感染症対策本部合同会議の出席報告

〈渡辺会長〉

　２月10日、Webで開催され、地区医師会長等

とともに出席した。３月から始まる５～11歳の子

どもへのワクチン接種を圏域ごとに進めていく。

圏域内の医療機関であれば市町村の枠を超えて個

別接種が受けられる。また、鳥取県に配分される

小児用ワクチンは２月21日以降に配分が始まる予

定である。

13．健対協　母子保健対策専門委員会の開催報告

〈岡田常任理事〉

　２月10日、テレビ会議で開催した。議事とし

て、（１）母子保健指標推移、（２）令和２年度市

町村母子保健事業実施状況などについて報告が

あった後、「妊婦健診における肝炎ウイルス陽性

者に対するフォローアップ体制の構築」について

協議が行われた。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

14．臨床検査精度管理委員会の開催報告

〈小林副会長〉

　２月10日、ハイブリッドで開催した。議事とし

て、（１）令和３年度臨床検査精度管理事業の実

施報告、（２）令和３年度報告会、（３）報告書の
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編集、（４）令和４年度事業に向けての課題等に

ついて報告、協議が行われた。（３）では概要を

会報に掲載し、３月発行を目標に冊子を編集中で

ある。（４）では、今後「BNP」のデータについ

て検討していく。

　内容の詳細は、別途会報に掲載する。

15．鳥取県新型コロナウイルス院内感染緊急対策

会議の出席報告〈秋藤理事〉

　２月15日、Webで開催され、渡辺会長、岡田

理事、地区医師会長等とともに出席した。県から

米子市で発生した医療機関での院内感染について

概要と対応状況の説明があった後、院内感染対策

について確認があり、今後の取り組みについて協

議された。ポイントとして、発生に備えた院内体

制整備、標準予防策、感染経路別予防策の徹底、

ゾーニングとコホーティング、職員・業者への対

応等について医療機関へ啓発が必要であることが

確認された。また、PCR検査の支援事業で対象を

拡大し、活用の周知を行うとのことであった。

16．第２回鳥取県ナースセンター事業運営協議会

の出席報告〈明穂常任理事〉

　２月17日、Webで開催された。松本県看護協

会長の開会挨拶に続き、（１）令和３年度ナース

センター事業委託料、従事者、（２）同事業実績、

（３）新型コロナウイルス感染症に関する看護職

確保、（４）地域に必要な看護職確保事業、（５）

県ナースセンター事業評価課題・今後の取り組

み、（６）令和４年度事業（案）についての報告

がなされた。

17．鳥取県臓器・アイバンク理事会の出席報告

〈太田理事〉

　２月28日、書面会議で開催された。議事とし

て、（１）令和４年度事業計画書案、（２）令和４

年度収支予算書案、（２）第25回評議員会の開催

に伴う評議員の招集について審議が行われた。

18．その他

＊先般開催した常任理事会において承認された本

会職員規程について報告を行った。〈事務局〉

　本会では、禁煙化の促進を図っております。

　会員各位の医療機関におかれても、まだ禁煙対策を講じられていないところは、医療機関の禁

煙化にご協力をお願い申し上げます。また、産業医の方は、受動喫煙の防止、事業所内の禁煙化

をご指導下さるよう併せてお願いいたします。

＊日本医師会ホームページ「禁煙推進活動」（http://www.med.or.jp/people/	

nonsmoking/000004.html）より、『当院は禁煙です（No.124）』などのチラシ

をダウンロードすることができます。

医療機関の禁煙化にご協力下さい。
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挨拶（要旨）

〈小林委員長〉

　今年度も無事精度管理事業を終了することがで

き喜ばしく思う。ただ、昨年度に引き続き参集し

ての報告会を開催することができず大変残念に思

う。コロナ禍ではあるが事業は継続していきた

い。有意義な会になればよいと思っている。よろ

しくお願いする。

議　事

１．令和３年度臨床検査精度管理事業の実施報告

　令和３年９月５日に９部門（生化学、血液、一

般、免疫血清、生理、輸血、微生物、細胞学、病

理学）で実施した。参加施設は62施設（県内医療

機関49、県内検査施設６、県外機器・試薬メー

カー等10）だった。各施設の平均参加部門数は4.2

部門であった。

　平成26年から日臨技が全国調査で使用している

精度管理システムを利用している。これはWEB

画面から参加申込みおよび回答入力を行うシステ

ムで、都道府県が実施する精度管理調査にも利用

できるように作られている。

　各検査項目の結果について、木下委員、前田技

師、道祖尾技師、足立技師より資料をもとに説明

があった。今年度も例年と同様の結果であったか

と思う。詳細については「令和３年度鳥取県臨床

検査精度管理調査報告（別途会報へ掲載）」を参

照。

　意見交換の中で委員より以下の意見があった。

諸 会 議 報 告

令和3年度臨床検査精度管理事業終わる
─結果良好なるも新たな問題提起も─

＝臨床検査精度管理委員会＝

■　日　時　　令和４年２月10日（木）　午後３時

■　場　所　　ハイブリッド方式　Web会議システム「Zoom」

鳥取県医師会館　鳥取市戎町

中部医師会館　倉吉市旭田町

■　出席者　　吉田・木下各委員（鳥取県医師会館）

松田・大津各委員（中部医師会館よりWeb会議）

小林委員長、廣田委員（「Zoom」にて個別参加）

〈鳥取県医師会〉

明穂常任理事、岡本次長、風坂主事

〈オブザーバー〉

鳥取県福祉保健部医療政策課：木原課長補佐、能登路主事

鳥取県立中央病院：前田技師

鳥取県立厚生病院：道祖尾技師

鳥取大学医学部附属病院：足立技師
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○血液検査部門

・毎年のことだが、入力ミスや桁数間違い、測

定日による評価のばらつきがみられるが、試

料配布後速やかに測定するように徹底しても

らいたい。

○微生物部門

・設問２についてJAMTQCのコードが存在し

なかったとはどういうことか

→菌の種類、過去と問題など日臨技ではあら

ゆるものをコード化している。今回の設問

フォトサーベイについては、日臨技の管理

の中に過去の設問（正解）が存在しなかっ

たと考えられる。

　そのため、評価できず不適切問題として

処理した。

２．令和４年度報告会について

　令和３年12月５日（日）鳥取県西部医師会館に

おいて臨床検査精度管理報告会を開催する予定で

あったが、新型コロナウイルス感染症の影響を考

慮し、現地開催は中止としオンデマンド配信を実

施した。配信内容は、済生会横浜市東部病院	臨

床検査科	菊池先生による特別講演および各部門

報告で令和３年12月20日から令和４年１月５日の

期間で配信した。各参加施設には事前にコメント

付きの施設別報告書を送付し、配信視聴申込みは

約108名であった。参加者には視聴後感想レポー

トの提出を依頼し、レポート提出者66名による満

足度等の集計結果は、普通25名、満足34名、非常

に満足７名で「業務の参考になった」「分かりや

すく勉強になった」とのご意見をいただいた。

３．報告書の編集について

　令和４年３月発刊を目指し編集中である。報告

書は今年度も参加施設及び配布希望のあった施設

へ送付する。配布希望があれば、県医師会事務局

までご連絡をお願いしたい。なお、別に医師向け

に要点をまとめたものを県医師会報に掲載する。

４．令和４年度事業に向けての課題等について

・報告会について、令和４年12月４日（日）に鳥

取県西部医師会館において開催する予定であ

る。

・委員会の実施報告について、次年度では正答

率、正解施設数だけでは詳細が把握できないた

め設問および正解を併せて記載する。

・委員よりBNPの数値の乖離についてご相談が

あった。内容は以下のとおり。

　BNPの数値が検査会社によって大きく乖離

しているが原因およびどちらが正しいのか。

→BNPは標準化基準となる国際標準品がない

のが現状である。したがって抗体を作成して

いるメーカー、検査機械等を制作している

メーカーの組み合わせによって測定値が異

なってしまう、またその他の要因も考えられ

る。まずは現状を把握し調査していく必要が

ある。来年度から即調査をはじめ、数年後に

は鳥取県にて精度管理調査項目にBNPを追

加することを考えている。調査として主要病

院数施設に既知濃度のコントロールの測定を

実施し、現場で測定する値のばらつきなどを

把握するとともに、鳥取県にてBNP測定に

対する現状を確認するためにアンケートの実

施を考えている。

　全国的にBNP値に対する精度管理調査は

未だ行われていないのが現状である。BNP

は今や循環器をはじめ救急現場など身近の使

われている項目の一つとなっている。当会に

て調査を行うことは非常に価値あるものだと

考える。

　追記として調査項目に、BNPに加え開業

医・クリニックにて測定が多いNT-proBNP

を行うこととする。
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報　告

１．令和３年度日本医師会医療情報システム協議

会について

　各委員から事前に振り分けた以下の担当セッ

ションについて報告がなされた。

　Ⅰ　	日本医師会が目指す医療ICT（辻田委員長）

　Ⅱ　国が目指す医療ICT（辻田委員長）

　Ⅲ　	医療ICTのサイバーセキュリティ

（近藤委員）

　Ⅳ　	地域医療情報連携ネットワーク（瀧田委員）

　Ⅴ　新しい時代の診療形態（明島委員）

　Ⅵ　	医療DXを進めるための先進ICT技術

（明島委員）

　詳細は、「日本医師会医療情報システム協議会

出席報告」参照。

協　議

１．鳥取県における医療情報システムの方向性、

及び鳥取県医師会、地区医師会としての取組

みの方向性について

　日医医療情報システム協議会の報告を踏まえ

て、令和４年度の鳥取県医師会として取組みにつ

いて協議を行った。

　基本方針としては、地域医療情報ネットワーク

（おしどりネット）とサイバーセキュリティ対策

について重点的に取組んでいくこととした。

　具体的な取組み内容については、地域医療情報

連携ネットワーク（おしどりネット）では県民へ

の広報に力を入れること、おしどりノートの活用

などの意見が出されたが、結論には至らなかっ

た。次回の連絡会において協議を継続するが、医

師会としては、今後の「おしどりネット連絡協議

会」の取組み内容に沿って協力していく。

　また、サイバーセキュリティの取組みについて

も次回の連絡会での協議とした。

諸 会 議 報 告

次年度の基本方針を協議
＝情報システム担当理事連絡会＝

■　日　時　　令和４年３月３日（木）　午後１時～午後２時

■　場　所　　Web会議システム「Zoom」

■　出席者　　〈県医〉辻田常任理事、事務局：小林次長

〈東部〉加藤理事

〈中部〉明島理事

〈西部〉瀧田理事、事務局：原

〈大学〉近藤教授
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２月19日（土）

挨拶　	中川俊男（日本医師会長）、金井忠男　運

営委員会委員長（埼玉県医師会長）

Ⅰ．日本医師会が目指す医療ICT

日本医師会が目指す医療ICT

長島公之（日本医師会常任理事）

　日本医師会の医療ICT化における基本姿勢は、

真に国民と医療現場の役に立つものにすることで

ある。医療分野のICT化は目的ではなく手段で、

利便性を優先して安全性が損なわれることがあっ

てはならない。そして、国民・患者に、より安全

で質の高い医療を提供し、医療現場の負担を減ら

し医療現場の状況をよく確認しながら有効性と安

全性を確保したうえで利便性、効率性の実現を目

指すべきであると考えている。

　「オンライン資格確認」については、今後の

データヘルスの基盤となると考えている。現在、

全国の医療機関等で確認できるのは、薬剤、特定

健診情報のみだが、今夏を目途に手術、移植、透

析、医療機関名といった項目が対象となる予定で

ある。さらに電子処方箋の仕組みを構築する。顔

認証付きカードリーダーは、全国で56.7％の施設

が申込んでいるが、運用を開始している施設は

11.2％に留まっている。日本医師会では、医療機

関における様々な懸念等が発生した際には専用

フォームから情報をお寄せいただき厚労省ととも

に回答していく仕組みを構築している。さらに、

歯科医師会、薬剤師会とともに「オンライン資格

確認推進協議会」を設置し、課題解決、導入加速

化の取組みを行っていく。また、診療報酬改定で

オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤

情報又は特定健診情報等を取得し当該情報を活用

して診療等を実施することに係る評価が新設され

る。（電子的保健医療情報活用加算：初診７点、

再診４点、外来診療科の加算４点）

　「電子カルテの標準化」については、日医とし

て日医の目指すICT化の基盤となるものであり、

大いに推進すべきと考える。早急に標準化を行

い、統一規格をメーカーに確実に実装させて、導

入・維持コストの大幅な軽減を目指したい。それ

には全国的な医療ネットワークの整備、名寄せの

ためのID整備、サイバーセキュリティ対策、国

民。患者の意識改革などの環境整備が必要となっ

てくる。

　「オンライン診療」については、解決困難な要

因によって医療機関へのアクセスが制限されてい

る場合に対面診療を補完するものと考える。

諸 会 議 報 告

新しい時代の医療ICT─ウィズコロナを生き抜く
＝令和3年度日本医師会医療情報システム協議会＝

■　日　時　　令和４年２月19日（土）　午後２時から午後６時30分

令和４年２月20日（日）　午前９時から午後３時30分

■　場　所　　Web開催

■　出席者　　県医師会（辻田常任理事、事務局：小林次長）

地区医師会（東部：加藤理事、中部：明島理事

　　　　　　西部：瀧田理事、大学：近藤教授）
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　「医師資格証」については、これまでの任意保

有ではなく、「日本医師会員」の証明として医師

資格証を無料（５年ごとの更新も含む）で発行

し、保有してもらう。これに伴い日本医師会会員

証は廃止する。オンライン診療時のログインや

サービス登録時の医師資格確認や本人確認に用い

ることを義務化する提言も行っている。

　「サイバーセキュリティに係る取組み」である

が、徳島県の半田病院など、近年、医療機関への

ランサムウェア攻撃が相次いでいる。日本医師会

は、「日医君だより」にてサイバーセキュリティ

関連情報を会員に連絡し、注意喚起を促している

が、サイバーセキュリティ対策の環境整備を支援

するとともに、電子化された医療情報の安全を守

るために国へ対策支援を要望している。

　さらに、次世代医療基盤法に関連した日本医師

会医療情報管理機構（J-MIMO）、「日本医師会AI

ホスピタル推進センター（JMACAI）」の試行運

用、死亡診断書の研究、キャッシュレス決済サー

ビスなど医療現場のニーズを把握し、有用なツー

ルやサービスの提供を続けていく。

Ⅱ．国が目指す医療ICT

１）基調講演「国が目指す医療ICT」

デジタル大臣　牧島かれん

　デジタルを活用して、個人個人のニーズに沿っ

たサービスを柔軟に提供する社会を目指すべきで

ある。

　さらにツールとしてのデジタル技術の活用と、

規制改革を同時に行うことが必要で現行の規則や

法律がテクノロジー活用の障壁となっているので

あれば、大胆に改革する。これまでの対面、目視

を原則としたルールや慣習をデジタル社会にふさ

わしいものに変化させていく。

２）基調講演「ウィズコロナ時代の医療ICT」

参議院議員　自見はなこ

　2020年から続く新型コロナウイルス感染症の

流行下において、社会の様々な分野でICT化が進

み、医療分野にも大きな変化があった。ICTによ

る一元的な情報管理はG-MIS、HER-SYSをはじ

め、V-SYS、VRSなどのワクチン接種関連システ

ム、東京オリンピック・パラリンピックに備えた

入国時の水際対策など、様々なシステムの構築に

初期の段階から携わった。システムは、プラット

フォームの一元化や医療機関や利用者等IDの一

本化など課題がありエンドユーザーからの視点と

設計になっているか総点検が必要である。

　今般のコロナ禍のみならず、今後の新興感染症

対策を考える上でも、また少子高齢化・人口偏在

が進む我が国の医療政策を考える上でも、ICT化

の推進は不可欠である。しかしながら、医療情報

はあらゆる個人情報の中でも特にデリケートな情

報であり、HPKIを活用した医師資格確認、本人

確認等を徹底しつつ慎重に進めていく必要があ

る。また、サイバーセキュリティ対策が重要で診

療録が失われた場合の想定が必要である。

３）オンライン資格確認・現状と展望 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険

データ企画室長　大竹雄二

　オンライン資格確認は「マイナンバーカードが

健康保険証として利用できるようになる」と説

明されることも多いが、「医療ICTの基盤になる」

という面が重要である。

　保険証がカードや紙で作成されていたことによ

り発生していたレセプト返戻などの各種事務作業

が削減されるなど自院内での事務効率化が図られ

る。また、薬剤情報や特定健診情報等、様々な情

報が閲覧できるようになることで、診療調剤環境

が整備されていくことになり、患者にとってより

良い医療が受けられることにつながる。将来的に

は、このオンライン資格確認の仕組みを基盤とし

て、より多くの情報が閲覧できるようになるとと

もに、他院とのやりとりも含め、より多様なサー

ビスを提供できるようになることが可能になり、

いわゆる「データヘルス」の基盤となると見込ま

れる。基盤ができることで、より利便性が高ま
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り、新たなサービス提供も可能となることから、

より多くの医療機関・薬局においてこの仕組みが

導入されていることが重要であり、政府において

は、令和５年３月末には、おおむね全ての医療機

関・薬局で導入されている状況を目指している。

４）ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）

厚生労働省健康局健康課予防接種室予防接種

室長　鶴田真也

　「V-SYS」は、一元的な情報管理を通じてム

リ、ムダ、ムラを予備的に排除し、予防接種の効

率的かつ着実な実行を支援するためのシステムで

ある。接種前のワクチンを分配、配送する機能を

持つ「V-SYS」と接種後の個人単位で接種実績を

把握する機能を持つ「VRS」の２つのシステムに

よって新型コロナワクチン接種の実施を支えてい

る。

Ⅲ．医療ICTのサイバーセキュリティ

１） 我が国の重要インフラにおけるサイバーセ

キュリティ政策の展望

内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター 

内閣参事官　結城則尚

　サイバーセキュリティ政策が我が国に導入され

てから20年が経過した。初期は、単純なネット

ワークやPCに対する攻撃であったことから、そ

の対策は、全分野画一的なものであり、担当者レ

ベルでの対応で十分だった。しかし、この20年間

でシステムの利用形態や依存度は、我が国の重要

インフラ分野ごとに大きく分化しており、各組織

における脅威とその対策は、高度化した共通脅威

対策と各組織の特性による独自な脅威対策の双方

に対応することが必要となってきている。

　これまで我が国ではみられなかったサイバー攻

撃事案が徐々に顕在化し黄色信号が点滅し始めた

状況にあるといえる。重要インフラ防護は、シス

テム担当だけで対応できるものではなく、組織全

体で対応する必要があるとの考え方のもとで、障

害対応体制強化が必要であり、将来の環境変化を

先取りし、リスクを明確化し対応できるようにす

るための取組が必要である。

　こうした状況を踏まえ、現在の重要インフラ防

護の実行計画である「重要インフラの情報セキュ

リティ対策に係る第４次行動計画」の有効な取組

みを基本としつつ、リスクマネジメントによる事

前対応と、事故対応・危機管理の組み合わせによ

り、障害対応体制を強化するよう改正し、2022年

度から３年をかけて官民連携による重要インフラ

防護の一層の強化を図ることとしている。

２）サイバー攻撃から身を守るために

IPAセキュリティセンターシニアエキスパー

ト　加賀谷伸⼀郎

　IPAでは、毎年「情報セキュリティ10大脅威ラ

ンキング」を発表している。順位の変動はあるが

毎年決まった脅威がランキングに入っている。ラ

ンサムウェア、ビジネスメール詐欺、「Emotet」

など多数の脅威があるが「攻撃の手口」は似通っ

ている。「情報セキュリティ対策の基本」は常に

意識する必要がある。個人レベルのリテラシーを

底上げすることが組織全体のサイバーセキュリ

ティレベルの向上に繋がる。「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」の障害発生時

の対応フローチャートにも記載があるが、何かあ

れば直接IPAに相談していただいて構わない。

３）日本医師会のサイバーセキュリティ

日本医師会情報システム課長　井川智彦

　日本の重要インフラには、サイバーセキュリ

ティ情報を共有、連絡する機能「セプター」がそ

れぞれ設けられている。現在、医療セプター事務

局は日本医師会が担っているが、１つの団体のみ

では、医療界全てをカバーすることは難しいた

め、医療関係団体と連携し各医療職種にアプロー

チすることで医療界全体に情報共有を図ってい

る。

　日本医師会では、2020年９月、事務局のパソコ

ンがマルウェア「Emotet」に感染、該当端末上
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のメール情報が搾取され、その情報を使った標的

型攻撃メールがネット上に拡散される被害を受け

た。これに対し、該当端末の隔離や会館内の全パ

ソコンの調査といった一次的な対応に始まり、職

員のリテラシー向上のための研修会開催、日医

ホームページメンバーズルームのパスワード変更

機能の実装、メールセキュリティの改善等の対応

を実施した。

２月20日（日）

Ⅳ．地域医療情報連携ネットワーク（コロナ禍で

の有用性）

１） レセプト参照システム（K-MIX R BASIC）を

用いた新型コロナウイルス感染症対策の事例

香川県医師会常任理事　濱本　勲

２）ICTを用いた主治医副主治医制度

安芸地区医師会理事　秋本悦志

３） 山形県医療情報連携ネットワークの県境越え

広域連携～「秋田・山形つばさネット」の構

築～

日本海総合病院　病院長・山形県医師会情報

広報委員会委員　島貫隆夫

４） くまもとメディカルネットワークを用いた新

型コロナウイルス感染症対策の事例

熊本県医師会医療情報委員会委員長

　宮本大典

５） COVID-19流行下におけるEMS機能の活用

について

石川県医師会理事　佐原博之

６） 地域包括ケアの時代における多職種連携の

重要性とICT（地域医療介護情報連携ネット

ワーク）活用

奈良県宇陀地区医師会長　加藤久和

７） 神奈川県におけるデジタル技術活用によるコ

ロナ地域療養活性化

神奈川県理事（医療危機対策担当）医療危機

対策統括官・藤沢市民病院副院長　阿南英明

８） コロナ対策におけるとねっとの活用経験と課題

東埼玉総合病院地域糖尿病センター長　

　中野智紀

９）たいせつ安心医療ネット

旭川市医師会副会長・旭川赤十字病院院長

　牧野憲⼀

　地域医療情報連携ネットワークは全国各地で運

用されているが、今年度は９地域から病診連携、

医療介護連携などを始め、新型コロナウイルスが

蔓延している状況下で工夫を凝らしながらネット

ワークを利用し情報共有等を行っている状況が報

告された。

　香川県の「K-MIX	R	BASIC」では、トリアー

ジ病院に送る前に中小医療機関でできる限り一時

トリアージを行い、トリアージ病院の負担軽減に

寄与している。さらに診療、検査医療機関で発熱

患者を診る場合や集団接種会場での予診時に患者

のリスクの迅速な把握に使っている。

　熊本県の「くまもとメディカルネットワーク」

では災害時と同様、服薬情報や検査情報、搬送先

の医療機関への診療情報提供書や画像情報の送受

信、宿泊療養者の状況をホテル駐在の訪問看護師

等が把握し取りまとめてオンコール相談医師への

情報提供に役立てている。

　北海道旭川市の「たいせつ安心医療ネット」で

は基幹病院間でコロナ患者の診療情報を参照し軽

中等症対応施設の患者が重症化した場合に重症対

応施設の医師と情報を共有して転院のタイミング

等を相談した。

Ⅴ．新しい時代の診療形態

１）オンライン診療の指針について

医療情報システム開発センター理事長

　山本隆⼀

２）コロナ禍で顕在化した医療IT化の光明と課題 

埼玉県医師会理事　西村直久

３）離島医療をICTで支える

鳥羽市立上島診療所所長　小泉圭吾
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４） ICTでの情報共有と多職種連携を基盤とした

オンライン診療

はちのへファミリークリニック理事長・院長

　小倉和也

５） コロナ自宅待機者のオンライン診療、医師会

⼀丸で始めます！

三浦医院院長　三浦和裕

　オンライン診療について、山本先生から「オン

ライン診療の適切な実施に関する指針」に関して

オンライン診療を取り巻く環境、令和４年の改正

点について説明があった。

　初診でのオンライン診療は、原則、「かかりつ

けの医師」が行うこと。ただし、既往歴、服薬

歴、アレルギー歴等の他、症状から勘案して問診

及び視診を補完するのに必要な医学的情報を過去

の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、地

域医療情報ネットワーク、お薬手帳及びPHR等

から把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能

と判断した場合にも実施できる。かかりつけの医

師でない場合、事前に得た情報を診療録に記載す

る必要がある。

　その後、実際に地域医療、離島医療でICTなど

の新しい技術を活用しオンライン診療を始めてい

る４名からコロナ禍におけるICTを活用した取組

みと多職種連携等の報告、離島医療でのICT活用

などの報告があった。

Ⅵ．医療DXを進めるための先進ICT技術

１） MetaverseとXR（Extended reality）による手

術支援・遠隔ロボット手術・オンライン医療

帝京大学冲永総合研究所 教授 Innovation 

Lab室長　杉本真樹

２）医療情報分野へのブロックチェーン技術の活用

国立保健医療科学院　研究情報支援研究セン

ター・医療ブロックチェーン研究会

　会長　水島　洋

３） 医療AIの今後の可能性　東京大学大学院工学

系研究科

人工物工学研究センター教授・東京大学大学

院工学系研究科技術経営戦略学専攻教授

　松尾　豊

４）日本医師会AIホスピタル推進センター

日本医師会常任理事　長島公之

　３名から医療現場でのデジタル革新DXを活用

したオンライン遠隔医療や手術支援、医学教育な

どの活用、医療でのブロックチェーン（分散型取

引台帳のための技術でブロックと呼ばれるデータ

の単位を一定時間ごとに生成し鎖の様に連結して

いくことでデータを保管するデータベース）の活

用、人工知能の眼底検査や病理診断などへの活用

に関する報告が行われた。

　最後に、長島日医常任理事から「日本医師会

AIホスピタル推進センター」の役割や試行運用

を重ねて得られたプラットフォームを介したシス

テム接続等の技術的検証の報告があった。「AIホ

スピタル」の社会実装に向けビッグデータ解析や

AI技術の活用によるITや医療機器等の開発と普

及による質の高い治療技術の導入によりAIパッ

ケージシステムを国際展開することで国の経済活

性化にも寄与していく。
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令和3年度鳥取県臨床検査精度管理調査報告
鳥取赤十字病院検査部　　木　下　敬一郎

鳥取県臨床検査精度管理調査について

　鳥取県医師会と鳥取県臨床検査技師会が共同で

実施している本調査は本年度で24回目となった。

調査を開始して数年後に参加施設が70施設を超え

たこともあったが、ここ数年は60施設前後が参加

されている。

　調査を開始した当初と比べると検査値の施設間

差は確実に縮小している。理由として、時代の変

化と共に分析装置の性能向上、測定法の標準化、

試薬の開発があげられる。これらに伴い検査を実

施する立場の臨床検査技師が標準化と精度管理の

重要性を理解して実践することで、検査の質の向

上に努めてきた。

　調査データの集計作業は本年度も日本臨床衛生

検査技師会（以下日臨技）が全国調査で使用して

いる精度管理システムを利用している。これは参

加施設がWEB画面からインターネットを通じて

参加申込みや回答入力を行うシステムであり、近

年ではほぼ全ての都道府県で利用している。

　今年度の参加施設は鳥取県内の医療機関、登録

衛生検査所および試薬製造会社等65施設であっ

た。調査は臨床化学検査、一般検査、血液学検

査、免疫血清検査、生理検査、輸血検査、細胞検

査、病理検査および微生物検査の９部門を対象と

して実施した。

　令和３年９月５日に試料の配付作業を行い、翌

日の午前中には参加施設に試料が届けられた。手

順に従い各施設で測定された結果は前述のWEB

システムで入力していただいた。

　回収したデータは各部門の担当者が分担して集

計と解析を行い、今年度はコロナ禍にて対面とな

る研修会の開催が難しく報告会はWeb方式にて

令和３年12月20日から令和４年１月５日の期間で

行った。施設別報告書については報告会前に12月

６日に医師会事務局より郵送した。また、報告会

証明書の発行も含め参加者には、感想レポートを

提出していただいた。

感想提出者　66名

内訳　ふつう（25）　満足（34）　非常に満足（７）

参加証明書　必要（25）　不要（41）

　調査内容および解析結果の詳細は「令和３年度

鳥取県臨床検査精度管理調査報告書」として今年

度中に発刊する予定である。

Ⅰ．輸血検査部門

鳥取県立中央病院中央検査室　佐々木崇雄

　2021年度は血液型検査、不規則抗体検査、フォ

トサーベイ、アンケート調査を行った。総合評

価は日臨技サーベイ評価に合わせたABCD評価を

行った。参加施設数は血液型検査が22施設、不規

則抗体検査が20施設、フォトサーベイが19施設、

アンケート調査が19施設であった。ABO式血液

型検査は異常反応を示さない検体（A型RhD陽性）

と、混合凝集を示す検体（ABO型判定保留RhD

陽性）の２種類を用意した。ウラ試験の反応が弱

く、判定保留とした２施設をB評価とし、混合凝

集を見落とした９施設と総合判定を亜型と回答し

た１施設をD評価とした。混合凝集は、亜型や異

型輸血、骨髄移植やキメラ、モザイクなどで認め

られることがあり、見落としてはならない反応の

１つであるため検査技術の向上が望まれる。不規

則抗体検査では陰性検体と陽性検体（抗E）の２

種類を用意した。スクリーニング検査は参加施設

全て正解を回答されており良好であったが、抗体
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同定検査では３施設で、抗Eに加え他の抗体を回

答されておりD評価とした。この３施設はいずれ

もスクリーニング血球を使用し、陽性パターンが

一致したもの全てを回答しているようであった。

抗体同定検査を行うには、不規則抗体同定用パネ

ル赤血球を用いて、対応する血球抗原陽性の赤血

球２～３種との反応が陽性、対応する血球抗原陰

性の赤血球２～３種類との反応が陰性であること

で特異性を決定するよう赤血球型検査ガイドライ

ンでは記してあり、これを遵守することが望まれ

る。輸血対応は、ABO血液型判定保留時の対応

に対し、O型異型適合赤血球輸血やAB型異型適

合血漿輸血の選択、また不規則抗体に対し抗原陰

性血を選択することなどが的確に回答されており

良好であった。フォトサーベイでは、２枚の抗原

表（№１、№２）に反応態度を記したものを用意

し、それぞれについて「可能性の高い抗体」と

「否定できない抗体」を回答していただき、正解

に完全に一致したものをA評価、不正解のものを

D評価とした。№１では「可能性の高い抗体」に

ついて２施設がD評価、「否定できない抗体」で

は４施設がD評価であった。№２では「可能性の

高い抗体」について６施設がD評価、「否定でき

ない抗体」では９施設がD評価であった。ガイド

ラインの同定方法が未だ周知されておらず、不正

解となる施設が多く認められた。今後、更なるガ

イドラインの周知が望まれる。アンケート調査で

は、令和２年３月にあった「輸血療法の実施に関

する指針」の一部改正に対しての対応について

調査を行った。輸血後感染症検査の調査結果で

は、原則３か月後に実施している施設が31.2％で

あった。以前は可能な限り実施すべきものであっ

たが、輸血用血液製剤の安全性が向上し、患者の

負担、医療者の負担、費用対効果の面から全例で

実施されるべきものではないとの日本輸血・細胞

治療学会の考え方に合わせた院内での対応変更が

望まれる。また乳児の輸血検査についての調査結

果では、ABO血液型判定をオモテ試験のみで判

定する期間について生後12か月までと回答された

のが80％であった。現在の指針では満３ヶ月未満

はオモテ試験のみ、満１歳未満でオモテウラ不一

致の場合にオモテ試験のみで判定可能となってい

る。80％の施設が指針に遵守した対応へ変更され

ており、良好であった。

Ⅱ．臨床化学検査部門

鳥取大学医学部附属病院検査部　仲田夢人

　本年度も昨年度と同じく27項目で実施した。ヘ

モグロビンA1cを除く生化学項目の調査に用いる

試料として、日臨技が精度管理調査用に作製した

精度管理用試料を利用した。ヘモグロビンA1cは

ボランティア血液を試料とした。

　参加施設数は52施設で、未回答の施設は認めら

れなかった。内訳は病院30、診療所８、健診セン

ター１、登録衛生検査所６、試薬機器メーカー

１、薬局６施設であった。

　プール血清をベースに調製された試料１および

試料２は組成が実際の患者血清に近く、昨年の調

査でもいわゆるマトリックス効果の影響が少ない

結果であったが、一部の項目でウェット法とドラ

イケミストリ法との間で乖離がみられた。

【酵素項目】

　酵素項目はAST、ALT、ALP、LD、CK、γ-GT、

AMYおよびChEの８項目を調査対象項目とした。

ドライケミストリ法以外の施設でJSCC・IFCC標

準化対応法が採用され、すべての項目において

3SD除外２回後のCVは5.0％以下かつ、各項目に

おける除外施設数は１～２施設と少数であり、施

設間差が少ない状況が維持されていることが確認

できた。

　また、ドライケミストリ法では一部の項目でマ

トリックスの影響と思われる方法間差やばらつき

が認められた。

【濃度項目】

　濃度項目としてNa、K、Cl、Ca、無機リン、

血清鉄、総タンパク、アルブミン、尿素窒素、尿

酸、クレアチニン、総ビリルビン、グルコース、

総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロー
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ル、LDL-コレステロール、CRPおよびヘモグロ

ビンA1cの19項目の調査を実施した。ドライケミ

ストリ法以外ではT-Bilを除くすべての項目にお

いて3SD除外２回後のCVは5.0％以下かつ、各項

目における除外施設数は１～２施設と少数であ

り、施設間差が少ない状況が維持されていること

が確認できた。

　脂質２項目（HDLコレステロール、LDL-コレ

ステロール）については日臨技臨床検査精度管理

調査においても試薬間差が確認されており、鳥取

県においても採用メーカーに偏りがあるため、内

部精度管理や他のサーベイの結果も踏まえ評価し

ていただきたい。

　ドライケミストリ法では一部の項目でマトリッ

クスの影響と思われる方法間差やばらつきが認め

られた。

　ヘモグロビンA1cについては令和元年度の調査

より薬局も参加している。ヘモグロビンA1cの測

定は施設の規模などで様々な測定原理や測定機器

が使い分けられているが、除外施設はなく、CV

は３%以下と良好な結果であった。（試料４のみ

未回答の施設が１施設認められた）

【まとめ】

　ドライケミストリ法において、一部の項目でマ

トリックスの影響と思われる方法間差やばらつき

が認められたが、全項目の成績は昨年度と同様に

良好であった。

　JCCLS共用基準範囲を採用している施設は、昨

年度は６施設であったが、今年度も６施設であ

り、増加は認められなかった。標準化された測定

法で検査を実施し、精度管理調査の成績が良好な

施設にはJCCLS共用基準範囲の採用を検討して

いただきたい。

　また、臨床化学会よりALP、LDについて、令

和２年４月よりJSCC標準化対応法からIFCC標準

化対応法へ順次切り換えるよう発表された。今年

度の調査（令和３年９月実施）では５施設（すべ

て病院）を除く約９割の施設でIFCC法へ変更さ

れていた。今後、他の酵素項目においても変更が

予定されているため、順次変更をお願いしたい。

　日本医師会等からの感染症に関する通知は、鳥取県医師会ホームページの「感染症情報」へ掲

載しておりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

鳥取県医師会ホームページ『感染症情報』

　https://www.tottori.med.or.jp/kansenshou

感染症情報について
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●臨床化学　集計結果⼀覧

1 

令和 3年度鳥取県臨床検査精度管理調査 臨床化学部門 

Ⅰ．試料および調査項目

試料 対象項目 

試料 1 

QC試料No.11（日臨技） 

AST, ALT, ALP, LD, CK, γ-GT 

アミラーゼ, ChE, Na, K, Cl, Ca, 無機リン 

鉄, 総蛋白, アルブミン, 尿素窒素, 尿酸 

クレアチニン, 総ビリルビン, グルコース 

CRP, 総コレステロール, 中性脂肪 

HDLコレステロール, LDLコレステロール 

試料 2 

QC試料No.12（日臨技） 

試料 3, 4 

ボランティア由来血液 
ヘモグロビン A1c 

 計 27項目 

 
Ⅱ．評価方法について

施設別報告書の「Ａ」評価はＡの評価幅以内、「Ｂ」評価はＢの評価幅以内、「Ｃ」評価はＣの評

価幅以内であることを示します。Ｃの評価幅を超えた場合に「Ｄ」評価としています。 
「Ａ」は良好です。「Ｂ」は良好ですが改善の余地があります。「Ｃ」および「Ｄ」は改善が必要

です。ただし、ドライケミストリ法は対象施設数が 10施設以下のため参考評価といたします。 
 

項目 Ａ Ｂ Ｃ

AST, ALT, ALP, LD, CK, γ-GT, 
 アミラーゼ, ChE 

±5 % ±10 % ±15 % 

Na, Cl ±2 mmol/L ±4 mmol/L ±6 mmol/L 
K ±0.2 mmol/L ±0.3 mmol/L ±0.4 mmol/L 
Ca、無機リン, 鉄, 総蛋白, アルブミン, 尿酸, 
BUN，グルコース, 総コレステロール,中性脂
肪，HDLコレステロール, LDLコレステロー
ル 

±5 % ±10 % ±15 % 

クレアチニン（試料 1）、総ビリルビン（試料 1）、
CRP（試料 1） 

±10 % ±20 % ±30 % 

クレアチニン（試料 2）、総ビリルビン（試料 2）、
CRP（試料 2） 

±5 % ±10 % ±15 % 

ヘモグロビン A1c ±5 % ±10 % ±15 % 
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2 

 
 
 
全施設 集計結果一覧 （3SD外れ値 2回除外後） 

 
参加 

施設数 

試料 1 （HbA1cは試料 3） 試料 2 （HbA1cは試料 4） 

除外 

施設数 
平均 SD CV(%) 

除外 

施設数 
平均 SD CV(%) 

ＡＳＴ (U/L) 42 2 29.0 1.06 3.7 2 116.7 2.37 2.0 

ＡＬＴ (U/L) 42 2 33.2 1.05 3.2 2 122.8 2.69 2.2 

ＡＬＰ ：IFCC (U/L) 35 1 67.0 4.82 7.2 2 170.0 4.15 2.4 

ＡＬＰ ：JSCC (U/L) 5 0 196.8 4.21 2.1 0 501.8 6.87 1.4 

LD ：IFCC+JSCC (U/L) 39 2 169.1 4.46 2.6 2 409.0 14.10 3.4 

ＣＫ (U/L) 41 1 142.9 7.45 5.2 1 421.2 17.53 4.2 

γ-ＧＴ (U/L) 39 3 45.3 1.59 3.5 2 163.0 8.14 5.0 

アミラーゼ (U/L) 41 4 83.1 2.85 3.4 1 236.8 15.41 6.5 

コリンエステラーゼ (U/L) 29 0 242.0 4.33 1.8 0 369.4 7.73 2.1 

ナトリウム (mmol/L) 40 1 136.0 1.11 0.8 0 147.0 2.24 1.5 

カリウム (mmol/L) 40 1 3.90 0.04 1.1 1 5.71 0.10 1.8 

クロール (mmol/L) 39 0 97.4 2.85 2.9 0 112.2 1.95 1.7 

カルシウム (mg/dL) 35 1 7.24 0.17 2.3 1 10.28 0.24 2.3 

無機リン (mg/dL) 27 0 3.19 0.10 3.2 0 6.21 0.17 2.7 

鉄 (μg/dL) 27 0 94.6 1.53 1.6 0 178.9 2.21 1.2 

総タンパク (g/dL) 41 2 5.45 0.13 2.3 1 8.16 0.16 1.9 

アルブミン (g/dL) 39 0 3.39 0.12 3.5 0 5.10 0.14 2.7 

尿素窒素 (mg/dL) 41 0 15.84 0.30 1.9 0 49.48 1.32 2.7 

尿酸 (mg/dL) 39 0 3.65 0.11 3.1 1 8.21 0.24 2.9 

クレアチニン (mg/dL) 42 3 1.015 0.03 3.4 2 3.016 0.11 3.6 

総ビリルビン (mg/dL) 40 1 1.53 0.09 6.0 0 4.89 0.23 4.6 

グルコース (mg/dL) 38 1 95.0 1.52 1.6 1 255.9 3.47 1.4 

総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ (mg/dL) 38 1 147.5 2.72 1.8 2 223.7 4.29 1.9 

中性脂肪 (mg/dL) 37 0 75.5 3.61 4.8 0 113.4 4.71 4.2 

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ (mg/dL) 36 2 45.9 1.71 3.7 1 67.8 3.11 4.6 

LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ (mg/dL) 31 2 80.7 1.89 2.3 2 121.9 2.69 2.2 

CRP (mg/dL) 39 4 0.513 0.02 4.3 1 3.791 0.21 5.6 

HbA1c (NGSP) (%) 39 0 5.5 0.15 2.65 1(未入力) 9.0 0.22 2.42 
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3 

 
 
 
ドライケミストリ法以外 集計結果一覧 （3SD外れ値 2回除外後） 

 
参加 

施設数 

試料 1 （HbA1cは試料 3） 試料 2 （HbA1cは試料 4） 

除外 

施設数 
平均 SD CV(%) 

除外 

施設数 
平均 SD CV(%) 

ＡＳＴ (U/L) 33 1 28.6 0.71 2.5 0 116.6 2.05 1.8 

ＡＬＴ (U/L) 33 0 32.9 0.86 2.6 1 123.1 1.94 1.6 

ＡＬＰ ：IFCC (U/L) 27 0 64.7 1.13 1.7 0 170.6 3.08 1.8 

ＡＬＰ ：JSCC (U/L) 5 0 196.8 4.21 2.1 0 501.8 6.87 1.4 

LD ：IFCC+JSCC (U/L) 31 1 168.6 3.50 2.1 1 411.0 8.19 2.0 

ＣＫ (U/L) 32 0 139.9 3.31 2.4 0 414.0 8.97 2.2 

γ-ＧＴ (U/L) 32 0 44.9 1.09 2.4 0 160.2 2.29 1.4 

アミラーゼ (U/L) 32 1 82.6 1.87 2.3 1 239.7 5.49 2.3 

コリンエステラーゼ (U/L) 28 0 242.1 4.40 1.8 0 369.9 7.42 2.0 

ナトリウム (mmol/L) 31 2 135.6 0.78 0.6 2 146.1 1.01 0.7 

カリウム (mmol/L) 31 1 3.89 0.04 1.2 1 5.67 0.05 1.0 

クロール (mmol/L) 30 1 98.9 1.00 1.0 1 112.4 1.21 1.1 

カルシウム (mg/dL) 28 1 7.23 0.11 1.5 0 10.32 0.18 1.8 

無機リン (mg/dL) 23 0 3.17 0.06 2.0 0 6.23 0.10 1.6 

鉄 (μg/dL) 27 0 94.6 1.53 1.6 0 178.9 2.21 1.2 

総タンパク (g/dL) 32 1 5.42 0.08 1.4 0 8.16 0.10 1.3 

アルブミン (g/dL) 33 1 3.38 0.06 1.8 2 5.10 0.07 1.4 

尿素窒素 (mg/dL) 32 0 15.79 0.28 1.8 1 49.16 0.57 1.2 

尿酸 (mg/dL) 31 0 3.61 0.07 1.9 1 8.16 0.12 1.5 

クレアチニン (mg/dL) 33 2 1.026 0.03 2.5 1 3.058 0.06 2.1 

総ビリルビン (mg/dL) 31 1 1.54 0.09 5.6 1 4.94 0.17 3.5 

グルコース (mg/dL) 33 1 95.1 1.56 1.6 1 255.6 3.34 1.3 

総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ (mg/dL) 32 1 147.5 2.68 1.8 1 224.0 3.71 1.7 

中性脂肪 (mg/dL) 32 1 74.3 1.79 2.4 1 112.2 2.54 2.3 

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ (mg/dL) 32 0 46.0 1.65 3.6 0 68.2 2.93 4.3 

LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ (mg/dL) 31 2 80.7 1.89 2.3 2 121.9 2.69 2.2 

CRP (mg/dL) 32 1 0.516 0.02 3.8 0 3.743 0.16 4.4 

HbA1c (NGSP) (%) 39 0 5.5 0.15 2.65 1(未入力) 9.0 0.22 2.42 
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4 

 
 
 
ドライケミストリ法 集計結果一覧 （3SD外れ値 2回除外後） 

 
参加 

施設数 

試料 1 （HbA1cは試料 3） 試料 2 （HbA1cは試料 4） 

除外 

施設数 
平均 SD CV(%) 

除外 

施設数 
平均 SD CV(%) 

ＡＳＴ (U/L) 0 28.8 3.07 10.7 0 113.9 7.52 6.6 

ＡＬＴ (U/L) 0 31.6 5.77 18.3 0 115.6 14.70 12.7 

ＡＬＰ ：IFCC (U/L) 0 79.6 4.45 5.8 0 168.6 11.38 6.7 

LD ：IFCC (U/L) 0 168.0 10.62 6.3 0 377.6 30.93 8.2 

ＣＫ (U/L) 0 156.2 9.24 5.9 0 455.9 20.49 4.5 

γ-ＧＴ (U/L) 0 50.9 4.14 8.1 0 187.0 13.06 7.0 

アミラーゼ (U/L) 0 92.1 11.62 12.6 0 226.9 30.03 13.2 

コリンエステラーゼ (U/L) － 240.0 － － － 356.0 － － 
ナトリウム (mmol/L) 0 137.0 1.00 0.7 0 150.0 1.50 1.0 

カリウム (mmol/L) 0 3.91 0.03 0.9 0 5.87 0.05 0.9 

クロール (mmol/L) 0 93.0 1.58 1.7 0 110.8 2.49 2.2 

カルシウム (mg/dL) 0 7.10 0.37 5.1 0 9.90 0.68 6.9 

無機リン (mg/dL) 0 3.25 0.24 7.3 0 6.10 0.40 6.6 

鉄 (μg/dL) － － － － － － － － － 

総タンパク (g/dL) 0 5.38 0.37 6.8 0 8.22 0.36 4.3 

アルブミン (g/dL) 0 3.42 0.27 7.9 0 5.13 0.26 5.0 

尿素窒素 (mg/dL) 0 16.00 0.31 2.0 0 50.84 2.05 4.0 

尿酸 (mg/dL) 0 3.83 0.07 1.8 0 8.41 0.42 5.0 

クレアチニン (mg/dL) 0 0.921 0.16 17.0 0 2.718 0.40 14.7 
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グルコース (mg/dL) 0 94.0 0.71 0.8 0 258.2 3.83 1.5 
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Ⅲ．血液検査部門

鳥取赤十字病院検査部　青木良太

評価項目：	白血球数、赤血球数、ヘモグロビン濃

度、血小板数、ヘマトクリット値

参考項目：	平均赤血球容積、白血球機械分類、網

状赤血球比率

配布試料：	低値異常域（希釈ヒト血液・試料11）

と基準域（ヒト血液・試料12）の２濃度

参加施設数：	血液一般52施設（赤血球数：１施

設、ヘマトクリット値：１施設、平

均赤血球容積：２施設が未回答）

白血球機械分類36施設（５分類：30

施設、３分類：６施設）

網状赤血球比率24施設（機械測定：

21施設、用手法：３施設）

測定機器：	シスメックス：67.3%、ホリバ/フク

ダ：17.3%、日本光電：9.6%、コール

ター：1.9%、アボット：1.9%、用手

法：1.9%

集計方法：	試料到着日以降に測定を実施した２施

設を除き、極端値を除外（平均値±３

SDを超えたものを２回棄却）して行っ

た。

集計実施施設数：	白血球数：50施設、赤血球数：

49施設、ヘモグロビン濃度：50

施設、血小板数：50施設、ヘマ

トクリット値：49施設、平均赤

血球容積：48施設

白血球機械分類35施設

網状赤血球比率23施設

評価方法：	評価項目の極端値除外後のSDIより

A、C、Dの３段階評価で行った。

A：CBC５項目が±2.00SD未満

B：設定なし。

C：	CBC５項目のうち１項目以上が±

2.00SD以上±3.00SD未満

D：	CBC ５項目のうち１項目以上が

±3.00SD以上

　結果とまとめ：今年度は試料到着日以降に測

定を行った２施設は集計から除外し、評価対象

外とした。A評価が33施設（66%）、C評価が11施

設（22%）、D評価が６施設（12%）であった。昨

年よりA評価が２施設増加、C評価が１施設増加、

D評価が１施設減少する結果となった。昨年に続

きC、D評価となった施設が８施設あった。評価

項目であるにも関わらず未回答や、試料の結果入

力ミス、桁数間違いが散見された。また、赤血球

数、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値で試料

の混和不足と思われる回答が認められた。

　ヒト新鮮血を用いた試料は時間経過による影響

を受けやすい。測定日時が未入力の施設にＤ評価

の施設が認められたことも踏まえ、指定した測定

日時を厳守し、来年度より試料測定日時の入力を

必須とすることを検討していきたい。

Ⅳ．一般検査部門

鳥取大学医学部附属病院検査部　堀江拓耶

【尿定性検査】

　尿定性検査は蛋白、糖、潜血の３項目について

調査を行った。参加施設数は52施設で、試料は

栄研化学社製の凍結乾燥品を使用した（試料21、

22）。試料21は３項目がいずれも陰性となるよう調

整されたものを、試料22は３項目がいずれも１＋	

（蛋白：30mg／dL、糖：100mg／dL、潜血：

0.06mg／dL）となるよう調整されたものを使用

した。評価は定性値が一致すれば正解、差が１ラ

ンク差以内（±または２+）であれば許容正解と

した。

　試料21はすべての施設で陰性となり、良好な結

果であった。試料22は尿蛋白、尿糖ですべての施

設で±１ランク差以内となった。尿潜血では１施

設が不正解となったが、その他の施設は±１ラン

ク差以内となった。日々のメンテナンスや精度管

理を適切に行い、最良の状態で検査できる環境を

保っていただくようお願いしたい。

【便潜血検査】

　参加施設数は定性検査で13施設、定量検査で18
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施設であった。試料は栄研化学社製の疑似便を使

用した。（試料23、24）試料23は０ng／mL（０

μg／g便）で陰性、試料24は200ng／mL（40μg／

g便）で陽性となるよう調整されたものを使用し

た。定性検査は試料23では３施設が陽性となり、

試料24では１施設が陰性で不正解となった。定量

検査では、各施設におけるカットオフ値が最小

50ng／mLから最大160ng／mL（約67％が100ng／

mL）に設定されており、試料23、試料24ともに

すべての施設で正解となった。サンプリング量や

試料混和不足などが結果に影響しやすいため、手

順書に記載されている方法を遵守していただきた

い。

Ⅴ．免疫血清検査部門

鳥取赤十字病院検査部　木村和幸

感染症／腫瘍マーカー

１．対象項目

HBs抗原、HCV抗体、TP抗体…試料31、32

AFP、CEA、PSA、CA19-9…

試料33、34、35、36

２．参加施設

HBs抗原…30施設（昨年度比＋１）

HCV抗体…30施設（昨年度比＋１）

TP抗体…25施設（昨年度比＋１）

AFP…25施設（昨年度比＋３）

CEA…26施設（昨年度比＋３）

PSA…25施設（昨年度比＋２）

CA19-9…26施設（昨年度比＋３）

３．集計結果（感染症）

定性項目

　全施設評価Aであった。

定量項目（HBs抗原）

　試料32において評価Dが２施設、評価B

が２施設みられた。それ以外は全施設評価

Aであった。

４．集計結果（腫瘍マーカー）

AFP：	評価は、試料36において評価Bが３施

設みられた。それ以外は全施設評価A

であった。

CEA：	評価は、試料35において評価Bが１施

設みられた。それ以外は全施設評価A

であった。

PSA：	評価は、試料34において評価Bが１施

設、試料35において評価Bが５施設み

られた。それ以外は全施設評価Aで

あった。

CA19-9：	評価は、試料35において評価Dが１

施設みられた。それ以外は全施設

評価Aであった。

５．まとめ

　評価方法は日臨技と同様に行い、定量項目

の目標値はメーカー値を用いた。定量項目

におけるCV値（％）は例年と同様の傾向で

あった。評価Dの施設もいくつかみられたが、

全体的に良好な結果であった。今後も全国の

動向と比較し、県内の施設間是正をなくすよ

う取り組みたい。

Ⅵ．生理検査部門

鳥取大学医学部附属病院検査部　足立良行

１．実施項目

　フォトサーベイ症例として、心電図５問、

腹部超音波を５問、計10問出題した。

２．参加施設

　心電図のみの参加は７施設、心電図と腹部

超音波とも参加が22施設、計29施設の参加で

あった。

３．結果

　心電図の施設別正解率は、100％が25施設、

80％が２施設、60％が２施設であった。腹部

超音波の施設別正解率は、100％が18施設、

80％が４施設であった。

　心電図と腹部超音波をあわせた総合の施設

別正解率は、100％が18施設、90％が３施設、

80％が１施設であった。心電図の平均正解率

は95.8％、腹部超音波の平均正解率は96.4％、

総合の平均正解率は96.1％であった。
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４．考察

　心電図の設問５の正解率は、やや低く

86.2%であった。心電図診断は心室細動とし

て判読できており設問の読み間違いが原因で

あると推測された。全般的に波形判読におけ

る着眼点は理解できていると評価した。

　腹部超音波はいずれの設問においても正解

率が９割以上であった。超音波像の着眼点、

用語の理解、およびガイドラインの内容など

が理解されていると評価した。

５．まとめ

　心電図分野、超音波分野とも判読能力は概

ね良好と評価した。間違えた設問は解説など

を参考にし、今後の業務に活かしていただき

たい。

正解率別施設数正解率別施設数 

 

 

 
 
 
 
 
設問毎の解答率 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設問１ 設問６
解答数 解答率(%) 解答数 解答率(%)

① 28 96.5 ① 0 0.0

② 1 3.4 ② 0 0.0

③ 0 0.0 ③ 22 100.0

設問２ 設問７

解答数 解答率 解答数 解答率

① 徐脈頻脈症候群 29 100.0 ① 0 0.0

② 0 0.0 ② 0 0.0

③ 0 0.0 ③ 22 100.0

設問３ 設問８

解答数 解答率 解答数 解答率

① 0 0.0 ① 2 9.1

② 0 0.0 ② 20 90.9

③ 29 100.0 ③ 0 0.0

設問４ 設問９

解答数 解答率 解答数 解答率

① 28 96.5 ① 1 4.5

② 0 0.0 ② 20 90.9

③ 1 3.4 ③ 1 4.5

設問５ 設問１０

解答数 解答率 解答数 解答率

① 25 86.2 ① 0 0.0

② 2 6.9 ② 0 0.0

③ 2 6.9 ③ 22 100.0

直ちに胸骨圧迫を開始する 肝脾コントラストを確認する

除細動器の準備を行う
フォーカスの位置を腎臓の中間あたりに移

動させる

ノイズの可能性が考えられるため電極を付

け直す

腎臓の実質エコーが消える程度にゲインを

下げる

急性心膜炎 腸閉塞

急性下壁梗塞 虫垂炎

急性前壁梗塞 腸重積

洞性頻脈 転移性肝腫瘍

上室性頻拍 肝膿瘍

頻脈性心房細動 悪性リンパ腫

完全房室ブロック
chameleon signを認め、肝血管腫を疑
う

wax and wane signを認め、肝血管腫を
疑う

洞徐脈
disappear ing signを認め、肝血管腫を
疑う

右胸心 肝嚢胞

電極の付け間違い 転移性肝腫瘍

正常洞調律 限局性低脂肪化域
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設問毎の解答率

正解率別施設数 

 

 

 
 
 
 
 
設問毎の解答率 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設問１ 設問６
解答数 解答率(%) 解答数 解答率(%)

① 28 96.5 ① 0 0.0

② 1 3.4 ② 0 0.0

③ 0 0.0 ③ 22 100.0

設問２ 設問７

解答数 解答率 解答数 解答率

① 徐脈頻脈症候群 29 100.0 ① 0 0.0

② 0 0.0 ② 0 0.0

③ 0 0.0 ③ 22 100.0

設問３ 設問８

解答数 解答率 解答数 解答率

① 0 0.0 ① 2 9.1

② 0 0.0 ② 20 90.9

③ 29 100.0 ③ 0 0.0

設問４ 設問９

解答数 解答率 解答数 解答率

① 28 96.5 ① 1 4.5

② 0 0.0 ② 20 90.9

③ 1 3.4 ③ 1 4.5

設問５ 設問１０

解答数 解答率 解答数 解答率

① 25 86.2 ① 0 0.0

② 2 6.9 ② 0 0.0

③ 2 6.9 ③ 22 100.0

直ちに胸骨圧迫を開始する 肝脾コントラストを確認する

除細動器の準備を行う
フォーカスの位置を腎臓の中間あたりに移

動させる

ノイズの可能性が考えられるため電極を付

け直す

腎臓の実質エコーが消える程度にゲインを

下げる

急性心膜炎 腸閉塞

急性下壁梗塞 虫垂炎

急性前壁梗塞 腸重積

洞性頻脈 転移性肝腫瘍

上室性頻拍 肝膿瘍

頻脈性心房細動 悪性リンパ腫

完全房室ブロック
chameleon signを認め、肝血管腫を疑
う

wax and wane signを認め、肝血管腫を
疑う

洞徐脈
disappear ing signを認め、肝血管腫を
疑う

右胸心 肝嚢胞

電極の付け間違い 転移性肝腫瘍

正常洞調律 限局性低脂肪化域
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Ⅶ. 細胞検査部門

鳥取大学医学部附属病院病理部　持田　洋利

１．実施項目

　フォトサーベイ症例10問を出題した（設問

症例は婦人科、呼吸器から２例ずつ、甲状

腺、泌尿器、消化器、体腔液、乳腺、その他

から各１例ずつ）。

２．参加施設

　12施設

３．設問

　今年度の鳥取県臨床検査精度管理調査（細

胞診）は日臨技の精度管理調査集計システム

JAMTQCを利用した。各設問について、年

齢・性別・材料および臨床所見を参考に、選

択肢（規約判定に準じて出題）５項目の中か

ら写真の細胞に最も適当と思われるものを１

つ選択し、回答いただいた。回答は、WEB

上の回答入力画面（細胞分野）より入力する

方法をとった。

　評価は「臨床検査精度管理調査フォトサー

ベイ評価法に関する日臨技指針」に沿って実

施した。

　正解はA評価、不正解はD評価とし、許容

正解の設定は行わなかった。

４．結果

　施設別／設問別の正解率（および平均正解

率）はすべて100.0％であった。

５．まとめ

・フォトサーベイ10問を行った。

・調査手段として日臨技の精度管理調査集計

システムJAMTQCを利用した。

・	施設別の平均正解率、設問10問の平均正解

率はいずれも100.0％であった。

・全体を通して典型的な細胞像の写真を提示

できた一方で、容易すぎた可能性が示唆さ

れた。

・「臨床検査精度管理調査フォトサーベイ評

価法に関する日臨技指針」では原則的に正

解率80%以上の設問を適切問題として扱っ

ているため、今後は設問別平均正解率が85

−95%程度となるよう慎重に症例選定を検

討していきたい。

・次年度では従来の細胞像（疾患名の選択）

に加え、技術的な内容（標本作製法など）

も出題していくことを検討している（次年

度は試験的に非評価問題とする予定）。

・各施設で取り扱う細胞診材料に偏りはある

が、今後も一般的病院等で日常遭遇しやす

い典型的な症例を中心に選定し、診断精度

維持に役立つ事ができるよう、引き続き努

めていきたい。

Ⅷ．病理検査部門

鳥取大学医学部附属病院病理部　松重貴大

【実施項目・参加施設】

　病理検査フォトサーベイ10問を行った。参加施

設は９施設であった。

【設問】

　設問１は手術検体のホルマリン固定操作につい

て、設問２は標本作製の工程について、設問３は

切り出し時の写真撮影条件について、設問４は薄

切操作の適切な対応について、設問５はHE染色

標本のアーチファクトの対応について、設問６

はHE染色不良標本の適切な対応について、設問

７は局所排気装置の適切な使用方法について、設

問８はゲノム診断に供する適切な標本選択につい

て、設問９は免疫組織化学染色について、設問10

は特殊染色について出題した。

【結果】

　設問別正解率78～100％、内訳は、設問１、５

～10は100％、設問２、３は89％、設問４は78％

であった。施設別正解率80～100％、内訳は、

100％６施設、90％２施設、80％１施設であった。

【考察・まとめ】	

・今年度は病理検査に関するフォトサーベイを10

問実施した。

・調査手段として日臨技の精度管理調査集計シス

テムJAMTQCを利用した。
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・設問の写真は、WEB上に掲示してある画像を

閲覧し、専用画面から回答を入力してもらい、

９施設より回答を得た。

・設問２では、正答率が89％であった。標本作製

の工程は各施設で異なる部分があるかもしれな

いが、脂肪を多く含む検体では脱灰前に脱脂操

作を行うことで脱灰の効率を高めることができ

る。適切な脱灰操作を行うことはより良い標本

を作製するために必要な知識であるため本設問

を出題した。

・設問３では、正答率が89%であった。病理組織

診断において肉眼所見は重要な診断要素の一つ

であり、臨床検査技師が切り出し時の写真撮影

条件を適切に管理することも重要な精度管理の

ひとつであるため本設問を出題した。

・設問４では、正答率が78%であった。薄切技術

やアーチファクトについて原因を理解して対応

できる能力はより良い標本作製につながるため

本設問を出題した。

・病理組織標本作成に必要と思われる、知識・技

能に加え、感染対策やゲノム診療用病理組織検

体取扱いなど病理検査に携わる臨床検査技師と

して知っておきたい事項を加え、基本的かつ重

要と思われる出題を心掛けた。

・ゲノム診療に関する検体の取り扱いについて

は、平成30年３月に発刊された「ゲノム診療用

病理組織検体取扱い規定」を参照されたい。

・医療事故の無い精度の高い検査を提供するた

め、精度管理が寄与できるように引き続き努め

ていきたい。

Ⅸ．微生物検査部門

労働者健康安全機構　山陰労災病院　　　　　

中央検査部　黑見晃行

実施項目：フォトサーベイ（全４問）

調査方法：	日臨技精度管理調査集計システム	

JAMTQC

参加施設：	15施設（医療機関:13、検査センター :

２）

結果：

　設問１　　正解　15施設　　不正解　０施設

　　　　　　正答率　100％

　設問２［評価対象外］

　設問３　　正解　15施設　　不正解　０施設

　　　　　　正答率　100％

　設問４　　正解　15施設　　不正解　０施設

　　　　　　正答率　100％

考察：

　今年度はフォトサーベイのみ４問実施した。設

問２で設定した正解が、JAMTQCのコードに存

在しなかったため、協議を経て、施設間の公平性

の観点より、当該設問を評価対象外とした。

　設問１及び設問４は、全ての施設が評価Aの正

解であった。設問３は、全ての施設が評価Aまた

は評価Bの正解であった。結果的に全ての参加施

設が、評価対象の３問とも正答率は100％と良好

な結果であった。鳥取県内の精度管理調査参加施

設において、微生物検査の精度は良好に管理され

ていると言える。
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Ⅹ．参考資料

１．参加施設の推移（平成10年度は医師会と技師会が別々に実施）

年度 10 10’ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

総数 29 44 41 66 79 69 57 57 58 59 60 68 62

県内医療機関 22 37 35 46 49 46 41 41 39 40 40 52 50

県内登録衛生検査所 7 7 6 8 8 8 5 6 8 10 11 7 6

試薬メーカー等 0 0 0 12 22 15 11 10 11 9 9 9 6

年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和１ 令和２ 令和３

総数 66 68 64 67 60 59 60 56 58 62 62 65

県内医療機関 53 56 53 57 50 47 49 47 48 46 48 49

県内登録衛生検査所 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6

試薬メーカー等 7 6 5 4 4 5 4 3 4 10 8 10

２．実施部門の推移（平成10年度は医師会と技師会が別々に実施）

年度 10 10’ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

実施部門数 2 4 9 8 8 9 9 9 8 8 8 9 8

のべ参加部門数 20 155 228 282 290 289 301 231 230 230 240 283 238

年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和１ 令和２ 令和３

実施部門数 8 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9

のべ参加部門数 242 233 229 248 243 255 264 256 268 269 270 273

３．サーベイの軌跡

年度 事業内容

10年 報告書＋講演会

11年 報告書＋アドバイスコメント

12～19年 報告書＋アドバイスコメント＋報告会

20年 報告書＋アドバイスコメント＋報告会＋講演会

21～令和元年 報告書＋アドバイスコメント＋報告会

令和２年 報告書＋アドバイスコメント＋報告会（CD）

令和３年 報告書＋アドバイスコメント＋報告会＋講演会
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会員の栄誉

厚生労働大臣表彰

読売新聞「第50回都道府県医療功労賞」

根　津　　　勝　先生（米子市・根津整形外科医院）

松　田　裕　之　先生（鳥取市・まつだ内科医院）

岡　田　克　夫　先生（鳥取市・おかだ内科）

米　川　正　夫　先生（米子市・消化器クリニック米川医院）

小　田　　貢　先生（米子市・真誠会セントラルクリニック）

　上記の先生方におかれては、公衆衛生事業功労者としてのご功績により、２月25日受賞されま

した｡

　米川正夫先生におかれては、公衆衛生事業功労者としてのご功績により、２月25日受賞されま

した｡

　小田　貢先生におかれては、地域医療に大きく貢献されたご功績により、12月１日受賞されま

した。

日本公衆衛生協会長表彰
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お知らせ
令和４年度鳥取県医学会「開催案内」と「演題募集」について

　標記医学会の一般演題を下記要領により募集します。多数ご応募いただけますようご案内
申し上げます。
※現時点での予定です。新型コロナウイルス感染拡大状況により変更される場合もあります。

記

期　日　令和４年６月19日（日）
時　間　開始は９時45分～終了時間は未定
場　所　鳥取県医師会館（鳥取市戎町317番地）
学会長　鳥取市立病院　院長　大石正博先生
共　催　鳥取県医師会、鳥取市立病院、鳥取県東部医師会

〔演題募集要領〕
１．口演時間
　１題９分（口演７分・質疑２分）　ただし、演題数により変更する場合があります。
２．口演抄録について
　演題申込と同時に400字程度の抄録を提出してください。
１）抄録に略語を使用される場合は（以下，○○）として、正式名称も記載してください。
２）抄録作成にあたっては、症例について日付・場所・診療科等により、患者個人が特定
されないようご配慮ください。年齢は明記を避け、○○歳代としてください。

３．申込締切　　令和４年４月１日（金）必着
４．申込先
　１）Eメール：igakkai@tottori.med.or.jp
　　　＊ 受付後確認メールを出しますので、確認メールが届かない場合は必ずお電話
　　　　（0857−27−5566）ください。
　２）郵送の場合：〒680−8585　鳥取市戎町317番地　公益社団法人　鳥取県医師会宛

封筒の表に「令和４年度鳥取県医学会演題在中」としてください。
（必ずCD-RまたはUSBメモリをご送付ください）

５．演題多数の場合の対応
時間の関係上、応募者全員にご発表いただくことが出来ない場合は、演者の意思を確認し
た上で、今回ご発表いただけなかったご演題は、次回の医学会で優先して受付けますの
で、ご了承ください。

６．その他
　１）	口演者の「医療機関」、「診療科目」を明記の上、氏名には必ず「ふりがな」を付けて

ください。※プログラムへ記載します。
　２）学会の詳細については、後日ご連絡申し上げます｡
　３）本学会は「日本医師会生涯教育講座」となります。
　４）優秀演題に選定された場合には、鳥取医学雑誌への投稿をお願いすることがあります。

〔口演発表にあたって〕※ご一読ください。
・口演発表は全てパソコンによるプレゼンテーションとさせていただきます。
・発表のファイルは、Windows又はMacintoshのパワーポイントでお願いします。Keynoteなど
パワーポイント以外のソフトで作成された場合も必ずパワーポイントに変換してください。

・文字化けを防ぐため、フォントはMSゴシック、MS明朝など標準のものをご使用ください。
・演者各位には改めてご案内しますが、誤字、ファイルのズレ、動画等を事前に確認するた
め、発表スライドデータは事前にお送りいただいています。

・スクリーンは１面のみ、発表用のパソコンは１台のみです。学会開始後に発表用パソコン
でのスライド確認はできません。

・念のため、発表データのバックアップをCD-RまたはUSBメモリで当日ご持参ください。
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KINKAI

TOTTORI
2022.3

鳥取県医療勤務環境改善支援センターからのお知らせ

第45号

『傷病手当金の支給期間が通算化されました』

（今回の担当　医療労務管理アドバイザー　西山理一　社会保険労務士）

《過去に掲載した記事は、勤改センターのホームページからも閲覧できます》

お問い合わせ・ご相談など、お気軽にご連絡ください。ご利用は無料です。
鳥取県医療勤務環境改善支援センター（略称：勤改センター）

住所：鳥取市戎町317（鳥取県医師会館内）　TEL：0857−29−0060　FAX：0857−29−1578
メール：kinmukaizen-c@tottori.med.or.jp
HP：https://www.tottori.med.or.jp/kinmukaizen-c/ 鳥取　勤務環境改善 検　索

　治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障
ができるよう、健康保険法等が改正されました。この
改正により令和４年１月１日から、傷病手当金の支給
期間が通算化される取扱いとなりました。

《傷病手当金とは》

　傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外で生
じた病気やけがのために働くことができず、会社を休
んだ日が連続して３日間あったうえで、４日目以降、
休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間
について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の
支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されませ
ん。この併給調整は他にも、障害厚生年金・障害手当
金、労災の休業補償給付、出産手当金、資格喪失後の
老齢年金などが該当します。
　１日当たりの金額は、【支給開始日の以前12カ月間
の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×（２／３）で
す。
　支給期間は、これまでは支給を開始した日から最長
１年６カ月で、その期間中に出勤したことで報酬が発
生し不支給となった日があったとしても、不支給日も
１年６カ月のなかに含まれる扱いでした。

《改正のポイント》

●傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算し
て１年６カ月」になりました。
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間
が、支給開始日から通算して１年６カ月に達する
日まで対象となります。

・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が
支給されない期間がある場合には、支給開始日か
ら起算して１年６カ月を超えても、繰り越して支
給可能になります。
・令和３年12月31日時点で、支給開始日から起算し
て１年６カ月を経過していない傷病手当金（令和
２年７月２日以降に支給が開始された傷病手当
金）が対象です。

《注意点》

・改正前は、併給調整により傷病手当金が減額とな
る場合でも、最長１年６カ月の支給期間に変わり
ないので、請求する方が良いと言えました。しか
し改正後は、併給調整で減額受給して１年６カ月
の支給日数にカウントされるより、請求せずに
支給期間を残す方が良い場合があるかも知れませ
ん。
・次の要件を満たしていれば、退職後も引続き傷病
手当金の残りの支給期間について受給できます。
①資格喪失する日の前日（退職日）までに継続し
て１年以上被保険者であること②資格喪失時に傷
病手当金を受けているか、受ける条件を満たして
いること

　「ただし、一時的に労務可能となった場合には治癒
しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労
務不能となっても傷病手当金の支給は行わない。」と、
厚労省保健局保険課から回答があり、注意が必要で
す。
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訃　　　報

故　小　田　　　貢　先生
（令和４年２月10日逝去・満77歳）

米子市富益町26−39

故　岡　本　恒　之　先生
（令和４年２月19日逝去・満69歳）

東伯郡北栄町由良宿552−2

医師年金 検  索

医師年金
─ご加入のおすすめ─日本医師会
医師年金は、日本医師会が運営する医師専用の
私的年金です。
日本医師会員で満64歳6カ月未満の方が加入でき
ます（申し込みは64歳3カ月までにお願いします）。

医師年金
ホームページ

で

ご加入時の http://www.med.or.jp/nenkin/

が

できます!

お問い合わせ・資料請求：日本医師会 03─3942─6487（直）（平日 9 時半～ 17 時） 年金福祉課

でででででで
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　「県外から転入の先生もいらっしゃるので私の

経験を」と寄稿依頼をいただきました。鳥取県に

戻って８年が経ちますが、僭越ながら私の経験と

思うところを記させていただきます。

　私は平成６年鳥大卒で、短期間でしたが耳鼻咽

喉科で指導していただき、大阪に帰郷後、恩師に

内科研修の場を与えていただいたことで内科医を

志しました。阪大第２内科に入局して市立病院等

で計10年勤務しましたが、自分の働き方では家庭

のことは何もできないため、結婚を機に医師は辞

めるつもりで退職しました。

　結婚後は愛知県に転居し、主婦業をしていまし

たが、きっかけがあって再び医師として働くこと

になりました。阪大の人事からは離れていたので

自分で職場を探さねばならず、医師会経由で当時

全国に先駆けて求職・求人のマッチングをされて

いたＡ先生を訪ねました。私の性分としては病棟

を受け持つと帰宅できないので、その当時私の選

択肢は外来担当・産業医・保健所業務しかないと

思っていて、外来勤務を斡旋してもらいました

が、自分が入院を決めても病棟医に任せて帰宅と

いうのが無責任な気がして居心地悪く、出産前に

退職しました。

　数年して再び働くことになりA先生の個人的な

繋がりで岡崎市の健診センターを紹介していただ

き、その時に初めて健診という働き方もあるのだ

と知りました。自宅から近く、勤務時間も応相談

という願ってもない条件で就職しました。子供は

入園するなり頻繁に熱を出し、	仕事は続けられる

のかと不安な日々でしたが、職場の先生方が「サ

ポートするから子供優先で仕事してくれたら良

い」と言って下さり仕事と家庭を両立させること

ができました。その職場では診察、超音波検査と

胃透視の読影、CTCを行っていました。夫の仕

事先が遠方のため子供のことは私の担当でした

が、保育園が職場近くで行き来しやすく、業務内

容も融通が利き、子供の病時のサポートも手厚く

有難い環境でした。病棟からの呼び出しで家族を

犠牲にすることもなく、仕事と生活時間をきっち

り分けられることが私にとっては重要な要素だっ

たので、健診という勤務形態を得たことで私は自

分の資格を活かすことができました。また、岡崎

の健診センターでは何年も握っていなかった内視

鏡を手にする機会も与えて頂きました。思い返す

と私は転機ごとに先達との出会いに恵まれ、医師

として働けているのだなと思います。

　琴浦町への転居時も仕事は健診業務と決めて探

しました。日本医師会女性医師バンクに問い合わ

せて鳥大ワークライフバランスセンターの存在も

知りました。相談当初はなぜか健診業務は候補に

ありませんでしたが、友達に尋ねて健診施設はあ

ると聞き、再度問い合わせて現在勤務する保健事

業団に辿り着きました。この度の寄稿依頼があっ

て改めて確認したところ、鳥取県の就職斡旋機関

としては県が行う無料職業紹介事業と日本医師会

女医バンクと鳥大WLBCの３つがあるようです。

愛知県、鳥取県とも初めに健診業務が選択肢に挙

がらなかった理由は不明ですが、どの機関に依頼

しても希望に合う職場情報に辿り着ければ良いな

と思います。

　臨床の場で勤務される先生方とは視点がずれる

かもしれませんが、子育て医師の復職に不可欠な

要素は

①子供の預け先があること

様々な働き方・私の場合
公益財団法人鳥取県保健事業団　　上　田　由布子
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②子供が病気の時に子供をみてもらえる、又は代

理を頼める職場環境にあること

③ブランクを埋めるトレーニングの場があること

が挙げられると思います。

　子供の体調不良時の問題は、病児保育がない職

場では毎回神経を擦り減らす問題です。自治体の

預かりは事前の面接が必要で役に立たず、家族の

助けを借りられない私の場合は、内視鏡検査が

ネックとなりました。代理が利かないため何度も

子供に辛い思いをさせました。私が普通の母親な

ら朝一で病院に行けたのにと罪悪感に苛まれ、こ

の仕事を続けて良いのかと悩みました。子育て中

に勤務を続けるには代理を頼める環境にあるかが

最重要ポイントだと思います。

　また、学会等はコロナ禍でWEB形式になり随

分負担が減りました。これは今後もずっと続いて

欲しいと切望します。

　以前、しろうさぎ通信に「女医バンクに求職が

少なく、過去３年間募集がない」と書かれていま

した。産前産後休業の場合はそれほど長いブラン

クなく復職されるので、復職時の問題は育児と代

替医師の問題が主であると思いますが、ブランク

が比較的長い場合は、以前と	同様の働きができ

るかという問題も浮上します。仕事を継続してい

る時には当たり前にある知識や手技であっても、

一且離れると責任を伴う業種だけに再稼働時には

障壁が高く、	私が思うに、復職に向けてのトレー

ニングができる場や期間が提示されると復職しや

すいのではないかと思います。

　また、子供がある程度成長すると、次は親や女

性・男性に関わらず、様々なライフステージに

合った仕事の選択ができる職場環境が整うと復職

しやすく、仕事の継続にも繋がるのではないかと	

思います。

鳥取県医師会　女性医師支援相談窓口
「Joy! しろうさぎネット」設置のお知らせ

　女性医師支援相談窓口「Joy!	しろうさぎネット」は、出産・育児・介護など家庭生活と勤務

の両立、また離職後の再就職への不安などを抱える女性医師に対し、助言や情報提供を行い、女

性医師等の離職防止や再就職の促進を図ることを目的としています。

　女性医師のみなさん、お気軽にご相談ください。

（対　　象）鳥取県内の女性医師

（相談内容）出産・育児・介護など家庭生活と勤務の両立、

再就業に関することなど

（相談方法）	E-mail	

「Joy! しろうさぎネット」事務局

〒680−8585　鳥取市戎町317　（公社）鳥取県医師会内　　

E-mail：joy-shirousagi@tottori.med.or.jp
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県薬剤師会中部支部による説明会
米子市　辻田耳鼻咽喉科医院（NPO法人おしどりネット理事長）　　辻　田　哲　朗

おしどりネット通信おしどりネット通信おしどりネット通信おしどりネット通信

　３月８日に県薬剤師会中部支部をキーステー
ションとして、中部支部の薬剤師会の先生方のお
世話でおしどりネットの説明会を開催していただ
きました。
　Webでの開催となりましたが、約40名の薬剤
師の先生方の参加があり、おしどりネットへの関
心はもしかして診療所の先生方よりも高いかもし
れません。
　当日は３名の薬剤師の先生にプレゼンをしてい
ただきました。

１．薬剤師による「おしどりネット」運用例
西部支部　ローリエ薬局　安倍店
　門脇正明先生

①アンケート集計結果
　西部の122薬局におしどりネットについてアン
ケートを行い59薬局から回答があった。参加した
い54％、内容を聞いてから参加したい40％と高い
関心がみられた。おしどりネットで知りたい情報
は、検査値、病名、診断名、病歴、既往歴、入院
治療歴、併用薬などで、比較的基本的な情報でも
薬局の先生方は欲しがっているのがわかった。実
際におしどりネットを導入した薬局からの感想
は、多岐にわたる患者情報が入る。今まで患者さ
んに聞きにくかったことも分かる。月1,000円の
コストは手頃である。ほぼリアルタイムで情報が
見られるので、疑義照会の件数が減る。問題点と
しては、VPN接続が業務を止めてしまう可能性
がある。他人の目に触れる場所にあると患者情報
が漏れる可能性がある。カルテ内容が見られない
病院がある。おしどりネットへ患者の紐付け依頼
をするのに手間がかかる。
②薬局での今後の活用
　医師のカルテ内容が確認でき、服薬指導に活か
せる。おしどりネットで確認することで疑義照会
の手間が減る。その日の注射オーダーがわかるの
で、その日のうちに副作用の確認、注意点など総
合的にフォローしやすくなる。その日のうちによ
り明確な病名などを確認できる。

２．おしどりネットに参加して～がん患者への使
用実例～
倉吉薬局　加藤隆之先生

　薬局では得られる情報が少ない。患者さんやそ
の家族から聞き取った「限られた情報」しかな
い。それがおしどりネットに参加したことで、病
名がわかる。治療経過がわかる。医師の治療方針
がわかる。検査値がわかる。これにより、治療の
全体像をつかむことができる。患者さんへの服薬
指導および副作用などの説明もしやすくなった。

３．ゆかわ薬局におけるおしどりネット利用状況
ゆかわ薬局　井上雅江先生

　現在３医療機関から９名（癌８名　心不全１
名）の患者さんを登録している。症例１は70才男
性、膀胱癌、高血圧で２か所の病院に通院中で、
両病院の情報が得られて服薬指導に役立ってい
る。症例２は40代男性、心不全があり内科治療中
だが、糖尿病フォロー中でもあり、食生活での指
導を行っている。

　このように調剤薬局からの視点では、おしどり
ネットにより患者情報がわかることで、病院との
連携が密になり、服薬指導、生活指導もよりやり
やすくなったとの感想を頂き、あらためておしど
りネットの有用性を再認識することができました。

おしどりネット
（NPO法人鳥取県医療連携ネットワーク協議会）
TEL：090−4893−1167
MAIL：office@oshidori-net.jp
住所：鳥取県米子市久米町136番地2
HP：http://oshidori-net.jp

おしどりネットホームページ
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骨盤臓器脱に対するロボット支援仙骨膣固定術
鳥取大学医学部附属病院泌尿器科診療副科長（准教授）　　本　田　正　史

鳥取大学医学部附属病院女性診療科（講師）　　小　松　宏　彰
鳥取大学医学部附属病院女性診療科診療科長（教授）　　谷　口　文　紀
鳥取大学医学部附属病院泌尿器科診療科長（教授）　　武　中　　　篤

病院だより（99）病院だより（99）病院だより（99） 鳥取大学医学部附属病院

女性泌尿器科外来

　女性泌尿器科（Female	Urology）は女性に特

有または多くみられる、骨盤臓器脱、腹圧性尿失

禁をはじめとする尿失禁、過活動膀胱、間質性膀

胱炎、神経因性膀胱等について診療する専門領域

です（表１）。泌尿器科は男性が受診する科とい

うイメージを持つ患者も多いですが、骨盤臓器

脱、尿失禁、過活動膀胱は中高年女性のQOLに

大きく影響を与え、それらの症状に悩む患者数が

多いのにもかかわらず、適切な治療を受けている

患者の割合が低いことも分かってきています。

　鳥取大学医学部附属病院泌尿器科では、2019年

に女性泌尿器科外来を開設し、多くの先生方のご

支援により患者数も増えてきています。2021年か

らは利便性向上と受診しやすい環境の整備を目的

に、毎週木曜日午後に診察時間を変更し、さらに

２診体制（１名は女性医師）として診療の充実を

図っています。この一環として、昨年から山陰初

となる骨盤臓器脱に対するロボット支援仙骨膣固

定術を開始しました。ここでは、我々が取り組ん

でいる本手術について紹介させていただきます。

骨盤臓器脱

　出産、閉経、骨盤内手術等により、子宮、膣、

尿道を支持する骨盤底の筋肉や靭帯が脆弱化し、

膀胱、直腸、子宮が、膣外に出てきてしまう疾

患です。膀胱が膣前壁から脱出してくるものを

「膀胱瘤」、直腸が膣後壁から脱出してくるものを

「直腸瘤」、子宮が膣内を脱出してくるものを「子

宮脱」と呼びます（図１）。日本の推定患者数は

約730万人以上に及ぶと言われています。骨盤臓

器脱では、「おなかの中が下がってくる感じがす

る」下垂感や、「膣のあたりに何かがはさまって

いるような感じがする」異物感を自覚します。ま

た、膀胱瘤や直腸瘤では残尿感や残便感がみら

れ、膣からの出血を自覚する場合もあります。

　治療としてはペッサリー留置（図２）や手術療

骨盤臓器脱
　膀胱瘤・子宮脱・膣断端脱・直腸脱・小腸瘤

尿失禁
　腹圧性尿失禁・切迫性尿失禁・混合性尿失禁　等

過活動膀胱

神経因性膀胱

間質性膀胱炎
図１　骨盤臓器脱（膀胱瘤）内診所見と骨盤臓器脱の種類

膀胱が膣前壁ごしに膣口から突出する所見が確認できます。

膣口から脱出する臓器によって以下のような種類があります。

表１　女性泌尿器科で扱う主な疾患
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法があります。手術療法では、膣壁形成術等の体

内組織を利用したnative	tissue	repairと呼ばれる

手術と、メッシュを用いた手術があります。最近

ではメッシュ手術の高い成功率と安全性が注目さ

れ、2014年に腹腔鏡下仙骨膣固定術、2020年にロ

ボット支援仙骨膣固定術が保険適用となっていま

す。

骨盤臓器脱に対するロボット支援仙骨膣固定術

　当泌尿器科での骨盤臓器脱診療における他施設

にはみられない最大の特徴は、術前評価、ロボッ

ト支援仙骨膣固定術、術後フォローについて、当

院女性診療科と連携し施行している点にありま

す。具体的には、基本的評価および手術適応決定

を泌尿器科で行い、術前の子宮癌スクリーニン

グ検査を女性診療科で行っています（図３）。手

術では、最初に行う子宮摘出術（膣上部切断術）

を、既にロボット支援子宮全摘術を多く手掛けて

いる女性診療科が担当し、それ以降の仙骨膣固定

術を泌尿器科で行っています。また、術後フォ

ローも、泌尿器科と女性診療科で協調していま

す。このシステムの導入により、術前評価と手術

の質的向上が図られていると考えています。

　実際の手術は20度頭低位、砕石位とし、カメラ

とロボットアームに使用する４ポートと助手用２

ポート、計６ポートで手術を行います（図４、図

５）。１ポートの傷は５～12㎜になります。本手

術では膣上部切断術、つまり子宮頸部を残す形で

の子宮摘出術を原則行います。子宮摘出術は、摘

出することで膣の固定がしっかりでき、再発が少

ないため等の理由で行います。希望があれば子宮

温存も可能です。卵巣については女性診療科とも

相談し、年齢等を考慮して温存または摘出を行っ
図２　骨盤臓器脱の保存的治療：ペッサリー

定期的な交換が必要です。膣の炎症などが問題になります。

図３　骨盤臓器脱診療における当科の特徴
ロボット支援仙骨膣固定術は女性診療科と連携し、子宮摘出術
を女性診療科が行い、それ以降の仙骨膣固定術を泌尿器科で
行っています。術前の子宮癌スクリーニングは女性診療科に依
頼し行っています。

図４　ポート位置と体位
体位は20度頭低位、砕石位です。カメラとロボットアームに使用する４ポートと
助手用２ポート、計６ポートで手術を行います。ポートの傷は５～12㎜です。
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ています。膣上部切断後、膣膀胱間と膣直腸間を

剥離し、膣の前壁および後壁にメッシュテープの

一端を固定します。さらにメッシュテープのもう

一方を頭側に牽引し、仙骨部に縫合固定します。

最後にメッシュテープが腹腔内に露出しないよう

に、テープを覆い隠すように腹膜を縫合して手術

を終了します（図６）。膣が頭側に牽引固定され

ることで、膀胱や直腸等の周囲臓器の位置が安定

し、骨盤臓器脱が治癒します。手術成否のポイン

トは、骨盤深部の丁寧な剥離と緻密な縫合固定で

あり、ロボット支援手術の利点が最も生かせる術

式の一つと考えています。

　当泌尿器科で行ったロボット支援仙骨膣固定術

について、手術時間は３時間30分～４時間、コン

ソール時間（ロボットを操作している時間）は２

時間30分～３時間でした。出血量は全例25mL以

下で、術後２日目から食事と歩行を開始し、術後

７日目頃に退院しています。また、短期ではあり

ますが全例とも自覚的および他覚的所見が改善

し、骨盤臓器脱は治癒しています。このように、

ロボット支援仙骨膣固定術は体への負担も少な

く、また、治療効果も安定しており、今後も積極

的に取り組んでいきたいと考えております。

女性泌尿器科外来についてのお問い合わせ

　女性泌尿器科外来は、毎週木曜日午後１時から

午後５時まで行っています。外来紹介につきまし

ては、現在行われている紹介統合WEBシステム

による予約、FAX予約（FAX：0859−38−6960、

FAX予約受付担当：0859−38−7126）とともに、

泌尿器科外来への直接の電話予約も承っています

（泌尿器科外来電話番号：0859−38−6602）。ま

た、予約のない受診につきましても、毎週木曜日

午後１時から４時まで受け付けています。お困り

の症例がございましたら、一度ご相談いただけま

すと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。

図５　手術室の様子

図６　ロボット支援仙骨膣固定術
成型したメッシュテープを膣前・後壁に縫合固定し、テープのもう⼀方を頭側へ牽引し、
仙骨前面に縫合固定します。メッシュテープは全体を腹膜で覆い、後腹膜化します。
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健 対 協

■　日　時　　令和４年１月20日（木）　午後２時30分～午後３時50分

■　場　所　　テレビ会議　鳥取県健康会館　鳥取市戎町

鳥取県中部医師会館　倉吉市旭田町

鳥取県西部医師会館　米子市久米町

■　出席者　　20人

○鳥取県健康会館

　渡辺健対協会長、中西委員長

　清水・岡田・瀬川・石谷各委員

　笠見　鳥取県福祉保健部医療政策課長

　〈オブザーバー〉萬井　鳥取県福祉保健部健康政策課長

　　　　　　　　 福井　鳥取県福祉保健部医療政策課医療人材確保室長

　〈健対協事務局〉岡本次長、岩垣課長、梅村主事・廣瀬両主事

○鳥取県中部医師会館：松田委員

○鳥取県西部医師会館：中村・谷口・福本・永島・根津各委員

　オブザーバー：小林　鳥取県福祉保健部健康政策課がん・生活習慣病対策室長

地域医療研修及び健康情報対策専門委員会

挨　拶

〈渡辺会長〉

　新型コロナウイルス感染症のオミクロン株を主

体とする感染が続いている。鳥取県においても52

日間感染は確認されなかったが、爆発的に増えて

いる。特に、西部において感染が拡大している。

このような中で感染対策をしながら、地域の医療

課題にしっかりと長期的な視点で取り組むことが

重要である。この会議は、長期的な地域の医療人

材、医療体制への協議を通し地域に役立つ人材の

育成、システムの構築の重要な役割がある。限ら

れた時間ではあるが、幅広い意見をいただきなが

ら鳥取県の５年10年先を見据えた医療の基盤、質

に繋げていけれたらと思う。

〈中西委員長〉

　鳥取県も新型コロナウイルス感染症の感染が予

想をしていないスピードで拡大しており、１日

100人近くとなっている。本来は原則入院として

きたが、宿泊療養、在宅療養も増えるだろうと

思っている。そのような点でこれからも引き続き

ご尽力よろしくお願いする。

議　事

１．地域医療の充実について

（１）特に地域医療を担う医師の育成・確保につ

いて：

福井鳥取県福祉保健部医療政策課医療人材確

保室室長

①県内の医師数は平成16年度以降横ばいであった

が、平成24年以降は増加している。医師数は前

年比で26.3人増、医師不足数は1.1人減少してい
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る。年代別においては60歳以上の医師が増加し

ており平均年齢も高くなってきており、30代、

40代の医師が減少傾向である。

②鳥取県医師確保奨学金施策として、医師養成確

保奨学金、緊急医師確保対策奨学金、臨時特例

医師確保対策奨学金が行われている。合計の貸

与者は301人、その内医師は147人である。指定

勤務期間内の医師は、令和３年度は50人であ

る。鳥取県医師確保奨学金貸与者の臨床研究・

勤務および入局状況は、初期臨床研修は47人中

46人が県内、後期研修では100人中80人が県内、

医師３年目以降の入局状況は100人中74人が鳥

取大学に入局している。

③県内の臨床研修マッチング状況は、令和２年度

より地域枠の医師が減ったことにより７人減と

なり、令和３年度は40人となった。県内病院に

おける臨床研修医及び専攻医の採用状況は、新

石臨床研修制度が導入され平成22年度まで減少

していたが、地域枠等医師確保の取組みにより

全国値より高い状況を維持している。また、平

成30年度から導入された新専門医制度では、県

内で研修を開始する医師数が平均50人と県内で

臨床研修を修了する医師数より多い状況が続い

ており、医師確保の取組により若手医師の定着

が進んでいる。

④鳥取県地域医療センターの業務は増加してい

る。業務の増加に伴い、予算については最終調

整中である。今後は医師不足病院への診療支

援、学生の地域医療教育の支援、地域医療の発

展に関する研究、等について機能を拡充させて

いく。

⑤令和５年度の医学部入学定員の臨時増員の枠組

みについて、令和４年度末を期限とする医学部

入学定員の臨時増員の枠組みについては、歯学

部振替枠を除き、令和５年度末まで１年間延長

とすることの通知があった。歯学部振替枠につ

いては、同枠組みは廃止され、地域の医師確

保・診療科偏在対策に有用な範囲に限り地域枠

臨時定員として活用することとなった。また、

医師需要分科会第５次中間取りまとめにおい

て、「地域における医師の確保を図るため、恒

久定員を含む医学部定員に、地域の実情に応じ

て地域枠の設置・増員を進めていく必要があ

る。」と恒久定員についても明確に示された。

鳥取県としては、臨時定員の中で地域枠を設定

していくこと、臨時定員の継続を要望している。

⑥医師養成に係るワーキングチームについて、全

国知事会社会保障常任委員会に設置され、専門

医制度の運用、医学部定員の在り方、臨床研修

制度の在り方、等について検討する組織が立ち

上がっている。

（２）鳥取大学での地域医療教育について：

谷口委員

　鳥取大学医学部においては、６年間を通じて地

域医療に関連した講義・実習のカリキュラムが組

まれており、臨床実習は、地域の医療機関におい

て実習を行っている。

　また、鳥取大学医学部地域医療学教室では、

「鳥取大学地域医療総合教育研修センター」を平

成26年に日野病院に開設した。卒業後は、後期専

門研修プログラムとして令和元年より「鳥取の総

合診療専門医を育てるプログラム」を実施してお

り、令和４年度には、鳥取県で初の総合診療医が

２人誕生する予定である。鳥取大学の地域医療教

育の目指す医療人としては「異文化交流のでき

る、対話のできる医療者」を掲げている。令和２

年には、地域医療学のサテライト教育センターと

して、大山町に「鳥取大学家庭医療教育ステー

ション」が開設した。大山診療所では、大学内の

講義実習では補うことができない、家庭医療、在

宅医療、多職種連携と地域包括ケアの実際を現場

で学習することができる。

　地域枠学生の課題としては、参加学生の主体性

を上げるため学生代表に活動してもらうようなア

プローチが必要であると思われる。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、通常の臨

床実習・地域医療実習ができないが、どんな状況
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でもオンライン教育で実習を実施できるように、

プライマリ・ケアでの仮想患者の模擬診察、診療

録の作成とプレゼンテーション、フォトボイスの

活用、講義は教育コンテンツを作りこみ、考えさ

せる設問を課している。

　今後の地域医療学講座の課題として、地域医療

教育の一貫性、地域医療教育の場作りとマネジメ

ント、新型コロナウイルス感染に対する地域医療

教育の手法開発、診療・教育・研究分野としての

地域医療学の位置づけ、地域医療教育の指導者の

リクルート・後期研修医の所属する場、地域枠学

生のシームレスなキャリア支援、等を進めること

で鳥取県に定着する学生を増やしていく、などが

ある。

２．健康情報等の解析状況と今後の施策について

がん罹患原因分析・がん症例対象研究・健康寿命

について：

小林鳥取県福祉保健部健康政策課がん・生活

習慣病対策室長

　がん登録データとKDBデータの連結によるが

ん罹患原因分析について、鳥取県特有のがんリス

ク要因を明らかにするため、県の全国がん登録

データと鳥取県国民健康保険団体連合会が管理す

るKDBデータを連結・加工し、生活習慣、病歴

の特徴等とがん罹患の相関性を検討するため令和

２年度より分析事業を行っている。令和２年度は

特定健診受診なしの者が８割であったことがわか

るなど一定程度の傾向も明らかとなっている。令

和３年度は詳細を分析中であるが、今後の効率的

ながん対策に有効な方策を検討する。

　健康寿命の最新値（令和元年）の公表につい

て、鳥取県の令和元年度における本県の健康寿命

は前回調査（平成28年）に比べ女性の年数は、全

国平均以上に延伸し74.74年（全国41位）となっ

たが、男性は逆に71.58年（全国45位）で短縮と

なり、全国順位は男女とも低下した。

　国立がん研究センターが令和２年の75歳未満

がん年齢調整死亡率を公表した。男性の死亡率

は90.3（前年100.2）で、前年のワースト３位から

35位に改善した。女性の死亡率は48.4（前年61.3）

で前年ワースト４位から６位に改善した。鳥取県

の男女計の死亡率は、令和２年は68.6（前年79.7）

で、前年のワースト３位から23位に改善するとと

もに、県がん対策推進計画の目標値（令和５年死

亡率70.0）を達成した。

鳥取県医師会メーリングリストへご参加下さい

　鳥取県医師会では、地域における医師会情報・医療情報の共有と会員同士の親睦を目的に、下

記の“メーリングリスト”を運営しています。

　１．総合メーリングリスト（話題を限定しない一般的なもの）

　２．連絡用メーリングリスト（医師会からの連絡などに用いるもの）

　３．緊急用メーリングリスト（医師会のサーバが使えない緊急時に用いるもの）

　４．学校医メーリングリスト（学校医（幼稚園、保育所を含む）に関連した話題が中心）

　参加ご希望の方は鳥取県医師会事務局までご連絡ください。

鳥取県医師会（E-mail　kenishikai@tottori.med.or.jp）
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健 対 協

■　日　時　　令和４年１月27日（木）　午後３時30分～午後４時10分

■　場　所　　テレビ会議　鳥取県健康会館　鳥取市戎町

　　　　　　鳥取県西部医師会館　米子市久米町

■　出席者　　11人

〈鳥取県健康会館〉

瀬川委員長、渡辺・岡田・中西・萬井各委員

○オブザーバー：県健康政策課がん・生活習慣病対策室　小林室長

　健対協事務局：谷口事務局長、岡本次長、梅村・廣瀬両主事

〈鳥取県西部医師会館〉中村委員

令和3年度疾病構造の地域特性対策専門委員会

挨拶（要旨）

〈渡辺会長〉

　本日はお忙しいところお集まりいただき、感謝

申し上げる。新型コロナウイルス感染症のオミク

ロン株を中心にした感染が急速に拡大しており、

特に若い年代の感染や家庭内の感染が増加してい

る。鳥取県でも１月４日以降感染が拡大してい

る。

　がん対策について、健康対策協議会で対策を続

けている中、良いニュースとしては、令和２年度

の75歳年齢調整死亡率の発表があり、鳥取県が

ワースト３位であったが全国23位まで大幅に改善

された。限られた時間ではあるが幅広い意見をい

ただき、鳥取県における健康政策の推進に寄与す

ることができればと思う。

〈瀬川委員長〉

　新型コロナウイルス感染症のオミクロン株の拡

大、また年度末に向けお忙しいところお集まりい

ただき、感謝申し上げる。本日は令和２年度事業

報告、令和３年度中間報告、令和４年度計画につ

いて報告させていただく。また、令和５年度の調

査について協力をお願いする。本日はよろしくお

願いする。

議　事

１．令和２年度事業報告について

（１）鳥取県のウイルス性肝細胞癌サーベイランス

の徹底および糖尿病患者を対象とした非B非C

非アルコール性肝細胞癌サーベイランスの試み

　鳥取県内７病院を対象として、2019年度初発

HCC診断の実態調査を行い、患者背景因子と

HCCの診断契機を解析した。2012年度以降の初

発HCC患者数の年次推移を集計した結果、2019

年度は鳥取県の初発HCC患者数は減少していた。

　サーベイランス有無別の治療法は、サーベイラ

ンス有の37例ではサーベイランス無の77例に比べ

て根治治療がより多く施行されており、サーベ

イランス無では無治療が多かった。以上の結果、

サーベイランスはHCC早期診断と根治治療に有

用であることが示唆された。

　近年、糖尿病がNBNC（non-ALD）HCCの危

険因子として注目されており、Fib-4	 indexによ

る糖尿病患者でのNBNC（non-ALD）HCC高危

険群囲い込みの有用性が報告されていることか
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ら、NBNC（non-ALD）HCC	35例の特徴を検討

した結果、Fib-4	 index	2.67以上の糖尿病患者は

11例（31.4％）であった。2018年度の初発HCCに

おけるわれわれの検討結果でもその割合は34.6％

（18／52例）であったこと、建石らはFib-4	 index	

2.67以上の糖尿病患者の肝発癌率は0.60％であり

NBNC	HCC高危険群であることを報告している

ことから、Fib-4	 index	2.67以上の糖尿病患者を

サーベイランス対象とすると、NBNC（non-ALD）

HCCのうち約３割を早期診断できる可能性があ

ると考える。今後、Fib-4	 index	2.67以上の糖尿

病患者に対するHCCサーベイランスを、小規模

施設でパイロット的に実施したいと考えている。

（２）鳥取県の地域がん登録とKDBデータの連結

データをがんの疫学研究に用いることの有用性

に関する研究

　鳥取県地域がん登録の2017年データと国保デー

タベース（KDB）データを連結し、疫学研究の

実施が可能かを検討した。

　鳥取県地域がん登録から提出されたデータは、

鳥取県内の2017年１年間のがん罹患情報であった

（5,619例、男3,183例、女2,436例）。2017年のKDB

データからは、国保145,179人（男71,189人、女

73,990人）および後期高齢者97,597人（男35,967

人、女61,630人）分のデータが用いられた。KDB

データには、１年間に医療も介護も健診も受けな

かった人は入らないので、被保険者リストから、

すべてが０だった人を加え、さらに2017年までに

死亡した人を除いたデータを作成した。

　75歳以上の連結を行い、その後74歳以下の連

結を実施した。75歳以上のがん罹患は、98％連

結できた。これらの作業後に作成されたデータ

は、242,852人（男性107,199人、女性135,653人）

であった。連結できたがん罹患は、3,966人（男

性1,655人、女性2,311人、男女計で全がん罹患の

70.6％；国保1,601、後期2,365）であり、がん死

亡は557人（国保122、後期435）、その他の死亡

は、364人（国保107、後期257）であった。

　この中で、2017年のがん罹患情報を連結した

KDBデータと、2014年に特定健康診査を受診し

た51,200人を突合すると、43,038人（男性17,051

人、女性25,987人：51,200人の84.1％）が突合で

きた。十分な数が確保でき、健康診査の測定、

検査結果や問診結果とがんの罹患についての統

計学的解析に耐えうる数だと考えられた。しか

し、43,038人は、全体数の17.7％に過ぎず多くの

サンプルには健診データが存在しない状態である

こともわかった。連結したがん罹患数のなかで、

80.3％は健診を受けていなかった。死亡数では、

87.4％とさらに高かった。健診受診無から、発生

したがんの割合が高い部位は、肝臓（90.9％）、

子宮（89.6％）、肺（83.3％）等であった。これは、

健診受診者の中には、これらの部位のがんになる

人があまり含まれていないことを示す。割合の低

い部位は、膵臓（74.4％）、前立腺（74.4％）、乳

房（76.0％）であった。これらは、特定健診受診

者の中に、一定割合のがん罹患者が発生する可能

性があることを示している。

　健診受診者の中で発生するがんについては、コ

ホート研究の手法を用いて、健診でわかる要因の

中から、危険因子を見つめることは可能である。

一方、より多くの将来のがん罹患者が健診未受診

者に含まれており、これらに人の情報量は限られ

ているため、未受診者の中から、将来がんになり

やすい人を抽出する方法を考案することが重要と

なってくる。そのカギを握るのが、レセプト情報

である。たとえば、2017年度の１年間で、医科レ

セプト（入院または外来）が１枚も出ていない人

は、14.6％であるため、複数年を見るとさらに頻

度が減ると考えられる。したがって、レセプト情

報から将来のがん罹患を予測する因子をみつめる

ことができれば、がん検診受診などを働きかける

べき人を絞り込め、効率的ながん対策を展開でき

る。令和３年度はその方法を検討することとす

る。



鳥取県医師会報　22．3　No.801

48

（３）鳥取県における若年者肺癌の臨床病理学的

特徴と予後

　2005年１月から2018年３月の期間に鳥取大学医

学部附属病院で手術を行った肺癌1,411例のうち、

術前導入療法施行例を除き肉眼的完全切除が得

られた肺腺癌965症例を対象とした。対象症例を

49歳以下の35例（若年者群）と50歳以上の930例

（非若年者群）に分類して、臨床病理学的因子に

ついて比較検討を行った。

　今回切除症例を解析した我々の検討でも、若年

者肺腺癌にCT画像上のすりガラス成分を伴わな

い症例が多く、Lepidic成分を含まない症例が多

い結果であった。今回の検討では、若年者群で非

浸潤癌のAISが多い一方で、非浸潤癌から浸潤癌

に進展する過程とも言えるLepidic-predominant

の症例は少ない結果であった。

　また、若年者肺癌は進行期で発見されることが

多いとされるが、早期で発見された場合は非若年

者と比較して予後良好と報告されている。切除症

例を解析した我々の検討でも、病理病期０～Ⅰ期

の若年者群は有意に予後良好であった。今回の検

討では若年者群・非若年者群の病理病期に有意差

は認められなかったが、これは手術適応の有無に

よる選択バイアスと考えられる。若年者群の予後

が良い理由として、併存症が少なく積極的な治療

が行われることが挙げられているが、我々の検討

でも適応となる症例には全例に術後補助化学療法

が施行されていた。

　今回の検討の結果から、若年者肺癌の頻度は低

いが、若年者の肺陰影に対しては注意深い経過観

察と積極的な組織診断が望ましいと考えられた。

また若年者肺腺癌の治療成績向上のためには積極

的な治療が必要と考えられた。

（４）鳥取県の生活習慣病の特性分析

　CKDがどの程度、かかりつけ医に周知されて

いるか調べるため、令和元年～２年度に鳥取県の

東中西部医師会を対象にCKDアンケート調査を

行った（回収率15.3％：西部16.2％　中部20.0％	

東部12.7％）。

　CKDガイドライン2018の利用率は、32％が持っ

ていない（知らない）、健対協の作ったCKDパン

フレット「CKD患者を専門医に紹介するタイミ

ング」は、26％が活用している、36％が知ってい

るが活用していない、36％が活用していない（知

らない）であった。県対協で作成した「CKD患

者を専門医に紹介するタイミング」の利用率は、

残念ながら未だ26％に過ぎず、かかりつけ医への

CKD啓発をさらに進めていく必要があると考え

る。腎臓専門医に期待する役割としては、減塩・

蛋白制限などの食事管理を含む生活習慣の是正、

血圧・血糖・貧血などリスク管理の希望が多かっ

た。

　アンケート回収率が15.3％と低く回答バイアス

は考慮したうえで、おもに診療所医師、内科系医

師の意向を反映したものと考える。尿蛋白検査

実施は多いが、eGFRを積極的に行うのは６割で

あった。CKD患者を月30人以上みている医師は

34％で、年１人以上を腎臓専門医に紹介するの

は約６割で、紹介患者数としてはまだ不十分と

推定された。腎臓専門医への紹介タイミングは

G4＋G5（eGFR＜30）が29％で、少なくともG3b

（eGFR：30−44）での紹介が望ましい。健対協

CKDパンフレットの利用は約７割が活用できて

おらず、鳥取県の医師会員における腎臓専門医と

の連携・CKD啓発には未だ課題があると考えら

れた。

（５）根治的内視鏡治療が可能であった早期食道

癌症例の死因に関するコホート研究

　鳥取県内の東部、中部、西部の基幹病院で過去

に内視鏡治療で根治できた早期食道癌症例の症例

集積、予後調査を行う（後ろ向きコホート研究）。

調査対象基幹病院は、鳥取県立中央病院、鳥取県

立厚生病院、および鳥取大学消化器内科。調査対

象期間として、2008年度から2014年度（平成26年

度）までを症例として登録していき、2019年度ま

での５年間以上経過した症例を毎年予後調査した。
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　内視鏡治療例に対する検討として、内視鏡治療

を行う適応病変が対象の観察研究であり、元々絶

対適応病変が症例の３／４以上を占めていたが、

IEEによる食道観察が普及し、また観察法の均霑

化が進んだことで、非常に早期の段階で食道癌が

見つかっていることを示唆していると考える。

　３施設において2008年後から2014年度までに内

視鏡治療された適応外を含む全病変は、179病変、

156症例であった。相対適応病変は27病変、適応

外病変も17例含まれていた（それぞれ４例と１例

が絶対適応病変症例と重複）。内視鏡治療適応外

の理由は深達度SM2以深が８病変、脈管侵襲陽性

が11例（重複あり）であった。全156症例を対象

とした場合、死亡者数は42名であった。2014年度

までに治療された155症例中、2021年３月末時点

で５年後の予後の確定している患者は147例、一

方５年後の予後追跡が出来ていない脱落例は８例

であった。

　予後とリスク因子の解析では年齢（高齢）、

BMI低値が予後不良の有意なリスク因子としてあ

げられた。生存群であっても飲酒・喫煙歴は高率

であり、死亡群との有意差を認めなかった。一

方、他臓器癌による死亡が多かったものの、他臓

器癌の併存や既往は有意なリスク因子にはなって

いなかった。食道癌内視鏡治療後、リンパ節転移

のリスクは極めて少ない絶対適応患者であって

も、術後サーベイランスとして胸部を含むCTを

撮ることは意義があると考えられた。最終的には

５年生存率を全症例で検討できるように、追跡脱

落例の予後調査を、がん登録も使用して調査し、

最終結論を出したい。

（６）鳥取県における発達障がい児童の二次障が

いと関連要因に関する研究

　後方視的検討では二次障がいの正確な定義付け

はできないため、客観的な解析には至らなかっ

た。令和２年度は、過去10年間に当科を受診した

発達障がい児童の診療録の全データをエクセルに

読み込み、診療録に出てくる二次障がいに関連す

るキーワード（不登校、暴力など）を計量テキス

ト分析で解析し二次障がいの関連因子を検討し

た。

　鳥取大学医学部附属病院脳神経小児科を2010年

１月１日から2019年12月31日の10年間に受診し

た外来患者で発達障がいと診断された児童・生

徒（初診時の年齢：６歳０か月～16歳０か月）を

対象とする。1,298症例が条件に合致し、149,011

回の診療記録を調査対象とした。抽出語リストを

出現頻度別に作成し、本研究に関連しない語を除

外して解析を行った。二次障がいと考えられる

抽出語のうち、出現頻度が高かったのは「暴力」

（1,019回）、「不登校」（971回）、「暴言」（628回）、

「自傷」（107回）、「盗む」（86回）であった。

　各二次障がいは相互に関連し、すべての二次障

がいが家庭・家族と関連しているものと考えられ

た。発達障がい児童の二次障がいを未然に防ぐた

めに、家族支援及び学校との連携が重要である。

２．令和３年度事業中間報告について

（１）特定健康診査・後期高齢者健診からの非ウ

イルス性肝疾患拾い上げ

　鳥取県内９施設（鳥取大学医学部附属病院、山

陰労災病院、米子医療センター、博愛病院、済生

会境港総合病院、鳥取県立厚生病院、鳥取県立中

央病院、鳥取赤十字病院、鳥取市立病院）の協

力を依頼し、2020年度に初発HCCと診断した症

例の情報収集を山陰労災病院と博愛病院以外の

７施設から行うことができた。のべ118症例の情

報提供があったが施設間紹介のため重複する２

症例を除いた初発HCC	116例を検討対象として、

背景因子やHCCの診断契機などを解析した。鳥

取県の初発HCC患者数は減少傾向で、成因別に

は、平均年齢はHBVが67.9歳と最も若く、NBNC

（non-ALD）は78.9歳と高齢であった。性別はい

ずれの成因も男性優位であった。生活習慣病のう

ち糖尿病の合併率がNBNC（non-ALD）で最も高

かった。初発HCC診断時の平均腫瘍径は、HCV

（DAA-SVR）では２㎝未満でいずれも単発であっ
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たが、他の成因では４㎝を超え、多発やびまん型

HCCも含まれていた。

　近年、糖尿病がNBNC（non-ALD）HCCの危

険因子として注目されており、Fib-4	 indexによ

る糖尿病患者でのNBNC（non-ALD）HCC高危

険群囲い込みの有用性が報告されている。そこ

で、NBNC（non-ALD）HCC	40例の糖尿病合併

率とFib-4	indexを検討した結果、Fib-4	index	2.67

以上の糖尿病患者は14例（35.0%）であった。現

在、鳥取赤十字病院と鳥取市立病院においてFib-4	

index	2.67以上の糖尿病患者に対する１年に１回

の腹部超音波検査によるHCCサーベイランスを

パイロット的に開始しており、その成果が待たれ

るところである。

（２）鳥取県の地域がん登録とKDBデータの連結

によるがん罹患要因を検索する後ろ向きコホー

ト研究　2017年罹患分

　鳥取県のがん登録情報とKDBを連結したデー

タを分析することで、健康診断を受診しない者

は、がん罹患のリスクが高いのではないかという

仮説と、健康診断の受診歴や外来サービスの利用

頻度は、進行がん診断の予測因子であるのではな

いかという仮説を検証した。

　研究対象者において、がんの発生率は10万人あ

たり1,344例であった。国立がん研究センターか

ら公開されているデータに基づくと、2017年の全

国人口の40～74歳のがん発生率は10万人あたり

877人であり、同じ期間の鳥取県のがん罹患率は

10万人あたり988人であった。したがって、本研

究の国保加入者におけるがん罹患率は一般集団と

比較して高かった可能性がある。健康診断未受診

者の方ががんの罹患リスクが高い可能性がある。

今後の研究では、こうした健診未受診者の健康情

報や実態を調査し、一次予防、および二次予防戦

略について議論する必要があると考える。この研

究は観察研究であり、利用できる変数は限られて

おり、測定されていない交絡因子が、予測因子お

よび結果と相関する可能性が残るため、因果関係

を立証することは出来ない。さらに、フォロー

アップ期間が比較的短かった。最後に、がん部位

別の層別分析において十分な統計学的検定を実施

するには、より大きなサンプルサイズが必要であ

る。

（３）鳥取県における高齢者乳癌の臨床病理学的

特徴と予後

　鳥取県の高齢者乳癌切除症例について検討すべ

く、当院における疫学、臨床病理学的特徴、術後

療法施行率、局所再発率について調査を行った。

　2008年１月から2015年12月の期間に鳥取大学医

学部附属病院で手術を行った原発性乳癌（０～Ⅲ

期）581例のうち、術前薬物療法施行例と両側同

時乳癌症例を除いた75歳以上乳癌の103例を対象

とした。対象症例を75～84歳の後期高齢者A群85

例と、85歳以上の後期高齢者B群18例に分類して、

発見動機や併存症、臨床病理学的因子と治療につ

いて比較検討を行った。

　これまでは、乳房全切除術と比較して、乳房部

分切除術に留めることで侵襲を少なくし、術後の

QOLを保つことができるのではないかと考えら

れ、予後に影響しないとされる放射線治療も一部

において省略されていた。しかし、特にB群にお

いて局所再発率の高さが認められた。当院では乳

房全切除術を施行した後期高齢者でも術後に著し

いQOLの低下は認めておらず、放射線治療が困

難な場合には乳房全切除術が望ましいと考えられ

た。

　高齢者がん医療に関するエビデンスは極めて少

ないためガイドラインは存在せず、さらに非高齢

者に比し個人差が大きいため最善の治療方針を決

定するのが困難である。今回の検討結果を元に、

適切な治療を見極めて治療を行っていくことが必

要である。

（４）鳥取県の生活習慣病の特性分析

　新型コロナ感染による、感染リスクを避ける行

動、人の移動の抑制、該当産業の不況といった社
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会変化が、鳥取県民の健康状況にどのような影響

を与えているのかについて、がんを含む生活習慣

病の早期発見という視点で分析した。

　コロナ感染によるがん検診の受診控えは、がん

患者の早期発見を干渉し、より一層のがん患者死

亡率に増加につながる恐れがある。今後も、コロ

ナ感染が蔓延している間は、健診や医療機関の受

診控えが起こりやすく、がん患者を含む生活習慣

病の早期発見が遅れるものと予想される。鳥取県

は以前から中高年のがん死亡率が高い。感染リス

クをむやみに恐れ、がん検診を受けない人を増や

さないためには、適正な啓発活動や仕組みづくり

が重要と考えられる。

（５）根治的内視鏡治療が可能であった早期食道

癌の死因に関するコホート研究

　施設において、2008年後から2014年度までに内

視鏡治療された病変は、鳥取県立中央病院40病

変、鳥取県立厚生病院22病変、鳥取大学医学部附

属病院119病変の181病変であった。相対適応病変

は28病変、適応外病変も16例含まれていた。適応

外になった理由は深達度SM2以深が７病変、脈管

侵襲陽性が11例（重複あり）であった。本来であ

れば適応外病変は本検討から外すのだが、前述の

通り、実臨床では重要な検討項目であるため、こ

れらの病変に関しても予後を検討した。

　予後とリスク因子の解析では年齢（高齢）、

BMI低値が予後不良の有意なリスク因子としてあ

げられた。一方、他臓器癌による死亡が多かった

反面、他臓器癌の併存や既往は有意なリスク因子

にはなっていなかった。また、飲酒・喫煙歴、食

道癌リスク点数には有意差を認めなかった。多変

量解析にて、多発食道癌がリスク因子であった。

今後、他院データも合わせた解析を行っていく。

（６）【母子保健調査研究】鳥取県における不登校

児童・生徒の背景疾患・発達特性・家庭及び学

校環境要因に関する基礎研究

　不登校児の背景疾患や素因・発達特性、家庭環

境要因、学校環境要因などの因子がどれくらい関

連するかを明らかにする。

　鳥取大学医学部附属病院を2010年１月１日から

2019年12月31日の10年間に受診した外来患者で不

登校と診断された児童・生徒を対象とする。不登

校児童の診療録を後方視的に以下の項目を調査し

た。

　不登校児は中学生が多いが、近年は小学生で急

激に増加している。本調査においても、不登校に

なった年齢は、６歳～11歳が60％を占めていた。

不登校に関連する個人の要因として発達障がいが

上げられ、本調査においても72.5％に発達障がい

の診断があった。その大多数が自閉スペクトラム

症であった。本人の生まれ持った特性・性格や疾

患、家庭環境および学校環境が複合的に関連して

不登校に繋がるものと思われる。本人への配慮と

対応、家族対応、学校との連携などで予防・対応

することが大切である。

３．令和４年度事業計画（案）について

（１）鳥取県の肝細胞癌の実態と非ウイルス性肝

疾患の拾い上げ事業

　2021年度事業では、鳥取県内の拠点９病院（鳥

取大学、山陰労災病院、米子医療センター、博

愛病院、済生会境港総合病院、鳥取県立厚生病

院、鳥取県立中央病院、鳥取赤十字病院、鳥取市

立病院）において2021年度に診療した初発肝細胞

癌（HCC）の成因やサーベイランスの遵守状況

を中心とした実態調査を行う。また鳥取市立病

院、鳥取赤十字病院、米子医療センター、鳥取県

済生会境港総合病院、日野病院において「Fib-4	

index	2.67以上の糖尿病患者」を対象とした非B

非C型（NBNC）HCCのサーベイランスを実現し

たいと考えている。以上の2021年度事業の継続に

加えて、特定健康診査、後期高齢者健康診断にお

いて生活習慣病により受診勧奨となった住民から

のFib-4を用いた拾い上げを現在協力の得られて

いる日野町、日南町、江府町、伯耆町、南部町に

おいて行う。
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（２）鳥取県地域がん登録とKDBデータの連結に

よるがん罹患要因とがん医療費に関する後ろ向

きコホート研究　2017～2018年罹患分

　健診は受けないが医療にかっている人は多いの

で、レセプト情報から汲み取れる情報の候補をい

くつか試し、がん罹患を予測するやがん死亡に関

連する因子がないか検討を行う。これにより、健

診未受診者のなかで、がん罹患やがん死亡を発生

させやすい人を絞り込むことを検討する。これ

は、がん検診受診勧奨等の働きかけを効率よく行

うための情報として活用できる。

（３）鳥取県における若年者（AYA世代）乳癌の

特徴

　鳥取県における若年者乳癌の手術症例につい

て、臨床病理学的特徴と予後の関係性を明らかに

し、治療成績の向上を図る。2008年１月から2020

年12月の期間に鳥取大学医学部附属病院で根治手

術を行った原発性乳癌1,114症例のうち、AYA世

代に該当する39歳までの症例について臨床病理学

的因子を検討する。また、術前化学療法症例を除

き、予後について40歳以上の症例（非若年群）を

比較対象とし、後方視的に検討する。乳癌検診の

対象外となる若年者乳癌はより進行した病期の症

例が多いことが予想される。また、ホルモン受容

性陰性の症例が多いことが報告されており、今回

の検討でも同様の傾向となることが考えられる。

（４）鳥取県の生活習慣病の特性分析

　令和４年度は、新型コロナ感染の生活習慣病管

理への影響について、令和３年度に引き続き、特

定健診受診率、保健指導実施率、がん検診受診率

などを指標に分析してみたい。新型コロナ感染以

前のデータと比較し、健診の受診動向にどのよう

な変化があったのかを調査する。保険者のなかで

は、やはり母集団の多い、国保と協会けんぽにと

くに注目して、新型コロナ感染の影響を分析した

いと考える。すでに、コロナワクチン接種も３回

目が始まろうとしているが、オミクロン株はブ

レークスルー感染を起こす場合も多く、民情とし

て健診の受診控えが起こりやすく、生活習慣病の

スクリーニングや重症者の早期発見が難しくなる

のではないかと予想される。また、観光業など、

コロナ蔓延による条例措置による収益悪化で経済

的に厳しい業種では、経済面のダメージが被雇用

者の健康状態の悪化につながっている可能性もあ

る。健診結果などの基礎データを分析して、コロ

ナ禍における正しい健康管理行動をとるための提

言につなげていけたらと考えている。

（５）根治的内視鏡治療が可能であった早期食道

癌の死因に関するコホート研究

　鳥取県は癌罹患率、癌死亡率が高く、また人口

も少なく出入りの少ない県であり、県内の主要な

基幹病院で内視鏡治療された早期食道癌患者の治

療後の実態、予後を明らかにすることを目的とし

た。

　2022年度（令和４年度）は2021年度（令和３年

度）に内視鏡治療を行った症例で１年間存命で

あった症例を登録して前向きに経過を見る。ま

た、2020年度（令和２年度）から2017年度（平成

29年度）は５年後の予後が出ない症例になるた

め、このデータも前向き検討と同様に解析する

（厳密な前向き検討にならないためこれは参考程

度、もしくは将来後ろ向き解析のデータに統合し

て検討する）。後ろ向き研究により得られた成果

（リスク因子情報）も使用しながら、上記の期間

に登録していく症例で、本当にリスク因子となり

得るのかを検証する（前向きコホート研究）。最

終的には、これらの情報が、県内医療機関での診

療や、住民への啓発に生かすようにしていきた

い。

（６）【母子保健調査研究】鳥取県における不登校

児童・生徒の不登校に関連する要因とその対

応、経過に関する研究

　不登校の要因とその対応、経過について調査

し、不登校対応法を検討する。鳥取大学医学部附
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健 対 協

■　日　時　　令和４年２月５日（土）　午後２時～午後３時50分

■　場　所　　鳥取県健康会館（鳥取県医師会館）　鳥取市戎町

オンライン開催

■　出席者　　25人

中村部会長、杉本委員長

池田・小野澤・岡田克・岡田耕・小谷・小林・瀬川・津村・中本・春木・

林原・吹野・服岡・前田・三上・萬井各委員

県健康政策課がん・生活習慣病対策室：小林室長、坂本課長補佐、岡　係長

健対協事務局：谷口事務局長、岩垣課長、梅村・廣瀬両主事

コロナ禍で集団検診の受診率が大幅減少
鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会肺がん部会

鳥取県健康対策協議会肺がん対策専門委員会

【概要】

・令和２年度は、受診率26.3％、要精検率

3.72％、精検受診率89.9％で、原発性肺が

んは32人発見され、がん発見率0.064％、

陽性反応適中度1.7％であった。

　要精検率は許容値（3.0％以下）を上回

るものの、がん発見率（許容値0.03％以

上）、陽性反応適中度（許容値1.3％以上）

は許容値を上回っている。地区別では、西

部地区の要精検率が高い。

・令和２年度肺がん検診発見がん確定調査の

結果、原発性肺がん55例、転移性肺腫瘍４

例、合計59例の肺がん確定診断を得た。

　原発性肺癌確定者の施設検診と車検診の

比較では、施設検診受診者数が圧倒的に多

かった。また、要精検者率が車検診3.14％、

属病院を受診した不登校児童・生徒の診療録を後

方視的に調査し、不登校関連要因と支援内容なら

びに経過を調査する。不登校に関連する個人の要

因ならびに家庭環境要因と学校環境要因を明らか

にし、その要因に対する支援とその経過を検討す

る。その結果から有効な不登校対応について考察

する。

　提出された計画案とおり、令和４年度行うこと

が承認された。

４．その他について

　令和２年度決算及び令和３年度予算、瀬川委員

長より説明があった。

　令和５年度以降の調査について、令和４年度は

同じく谷口先生に担当いただくが、令和５年度以

降については、中村委員に新たな先生を検討して

いただくこととした。
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施設検診4.06％であり、施設検診の精検率

が高い。

・「肺癌取扱い規約　第８版　肺がん検診の

手引き」（日本肺癌学会）が改訂されたこ

とに伴い、昨年の冬部会（R3.2.20開催）

から協議として挙がっていた改正案につい

て、改めて協議を行った結果、読影医の肺

がん検診に従事した年数や、「肺がん検診

に関する症例検討会や講習会等」の受講等

を条件に加えるよう、現行の「鳥取県肺が

ん検診読影委員会運営要領」の改正をする

ことを承認した。また、読影医の実態把握

については、県の体制に合わせて、検診機

関ではなく、各地区の読影委員会が把握す

ることと記載する。

・がん予防重点健康教育及びがん検診実施の

ための指針が一部改正され、鳥取県におい

ても指針に沿って「鳥取県肺がん集団検診

実施指針」及び「鳥取県肺がん医療機関検

診実施指針」の一部について協議し、承認

された。

挨　拶

〈中村部会長〉

　冬部会は、非常に重要な会であり、今年度は夏

部会も出来ていないので、本来ならば対面で開催

したかったが、オミクロン株の急速な拡大によ

り、ハイブリッド開催とした。今回の部会では、

令和２年度の肺がん検診及び昨年持ち越した指針

の改定等、重要な課題がある。75歳未満のがんの

年齢調整率は改善しているが、単年では評価でき

ないので、皆さまのご尽力で一歩一歩進めていき

たい。

〈杉本委員長〉

　今年度については、コロナが年末まで落ち着い

ていたこともあり、比較的検診への影響は少ない

と思っているが、今後、コロナやその他の要素に

よって検診へ影響が出る可能性があり、今後もご

協力をお願いする。本日の委員会で、協議事項が

いろいろと準備されているので、ご検討の程、よ

ろしくお願いする。

報告事項

１．令和２年度肺がん検診実績報告並びに令和３

年度実績見込み及び令和４年度計画について

〈県健康政策課調べ〉：

岡　県健康政策課がん・生活習慣病対策室係

長報告

〔令和２年度実績最終報告〕

　対象者数（40歳以上のうち職場等で受診機会の

ない者として厚生労働省が示す算式により算定し

た推計数）189,132人のうち、受診者数49,733人、

受診率26.3％で令和元年度に比べ2.6ポイント減

（受診者数は約９%減）であった。コロナ禍の中、

全国的に受診を控える傾向にあり、全国平均で受

診者数は10％減という状態にあり、鳥取県でも受

診率・受診者数が減少した。特に、集団検診は前

年度に比べ大幅に減少し、医療機関検診は約1,000

人増で受診者の検診方式の選択に変化が生じた。

このうち、40歳から69歳の値（国の地域保健・健

康増進事業報告の受診率の算定方法）は、対象者

数76,814人、受診者数21,364人、受診率27.8％で

あった。

　要精検者は1,850人、要精検率3.72％で前年度よ

り0.16ポイント減少した。精密検査受診者は1,664

人、精検受診率89.9％で前年度より1.0ポイント増

であった。精密検査の結果、原発性肺がん32人で

令和元年度に比べ６人減少した。確定調査結果で

は、転移性を含む肺がんの者は59人で原発性肺が

んの者は55人という結果であった。

　がん発見率（原発性肺がん／受診者数）は

0.064％、陽性反応適中度（原発性肺がん／要精

検者数）は1.7％で、令和元年度に比べがん発見

率は0.01ポイント、陽性反応適中度は0.1ポイント

減少した。

　要精検率は許容値（3.0％以下）を上回るもの
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の、がん発見率（許容値0.03％以上）、陽性反応

適中度（許容値1.3％以上）は許容値を上回って

いる。地区別では、西部地区の要精検率が高い。

　X線受診者総数49,733人のうち経年受診者は

31,547人、経年受診率63.4％である。

　喀痰検査の対象となる高危険群所属者は6,220

人（12.5％）で、そのうち喀痰検査を受診した者

は1,890人で、X線検査受診者の3.8％、要精検者

は５人、がん２人であった。

　経年と非経年受診者、高危険群と非高危険群所

属者のがん発見率の比較では、経年受診者のがん

発見率は0.063％、非経年受診者のがん発見率は

0.066％であった。また、高危険群所属者6,220人

のうちがんが10人発見され、がん発見率0.161％、

非高危険群所属者43,513人のうちがんが22人発見

され、がん発見率0.051％で、高危険群所属者の

方が3.16倍高かった。

〔令和３年度実施見込み及び令和４年度事業計画〕

　令和３年度実績見込みは、対象者数189,132人

に対し、受診者数は52,885人、受診率28.0％の見

込みである。また、令和４年度実施計画は、受診

者数53,091人、受診率28.1％を目指している。

〔令和２年度精密検査登録医療機関以外の医療機

関での精密検査の実施状況について〕

　令和２年度肺がん検診において、要精検者が精

密検査登録医療機関以外の医療機関を受診した実

態把握について、次の通り報告があった。

　精密検査登録医療機関以外の医療機関で受診し

た者は42人で、すべて県内医療機関受診者42人で

あった。

〔平成30年度未把握率〕

　参考資料として、国が示した「がん検診のため

のチェックリスト」を用いて本県の精度管理に活

用することとし、健対協で把握できないチェック

項目リストのうち国がホームページで公開してい

る項目（検診受診歴〈初回・非初回〉別の要精検

率等、偶発症の有無、精検未把握率）について、

平成30年度実績報告が提出された。

　要精検者のうち、精検受診の有無がわからない

者及び（精検を受診したとしても）精検結果が正

確に把握できていない者の精検未把握率は、国

の許容値は10％以下である。鳥取県は平成30年

度5.2％で許容範囲内であった。ただし、許容値

10％以上を超えている町については、県より聞き

取りを行っている。

〈鳥取県保健事業団調べ〉：津村委員報告

　令和２年度肺がん集団検診読影状況は以下のと

おりである。

（１）受診者数は西部地区において特に減少して

いる。

　C判定は、例年と同様に東部は13.5％と少し

高いが、中部、西部は10％前後である。

　D1判定は0.02％以下、D2判定においては東

部が0.03％と他地区に比べ低くなっている。中

部は平成30年度より増加傾向にあり、0.59％で

あった。

　D4判定は東部0.59％、中部0.59％、西部0.30

％であった。

　E1判定は東部2.02％、中部3.23％、西部3.57

％、E2判定は東部0.08％、中部0.02％、西部

0.10％であった。依然として、西部のE1判定率

が少し高い。

（２）X線検査実施者のうち喀痰検査受診者割合

は東部、西部は3.0％で推移している。中部0.6％

と依然として低い。E判定は１件であった。

〈質疑応答〉

（委員からの意見等）

・米子市の集団検診の受診者数が減ったが、医療

機関検診の受診者数が増えており、全体の受診

者数は変わっていない。したがって、米子市の

検診の形態が変わっているといえる。

・経年受診者数が全体で7,309人減少しているが、

全体の受診者数は4,938人の減少となっており、
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解釈に困っている。通常であれば、全体の受診

者数ももっと減少するのでは。数を確認して欲

しい。

→確認したところ、数値に間違いはない。経年

受診者数がかなり減少している。

・地区別の受診率を見ると、中部地区で4.7ポイ

ント減少している。どこの市町村の減少率が高

いか調べてほしい。

→特に湯梨浜町で減少率が高い（9.7ポイント

減少）。

・未把握率が過去３年間10％以上の町があり、原

因究明と対策を立てる必要があり、総合部会で

も協議する。

２．令和３年度肺がん医療機関検診読影会運営状

況について（令和３年12月末集計）

〈東部：杉本委員〉

　読影会開催回数150回、②読影総数12,521件、

③うち比較読影10,330件（82.5％）

　総読影件数12,521件のうち、約89％がデジタル

読影に相当する。

　喀痰検査は受診者総数の4.5％にあたる562件実

施され、D判定１件、E判定０件であった。

　令和４年２月28日に肺がん医療機関検診読影委

員会を開催する予定である。

〈中部：岡田耕⼀郎委員〉

　読影会開催回数30回、②読影総数3,839件、③

うち比較読影	2,858件（74％）

　総読影件数3,839件のうち、約99％がデジタル

読影に相当する。

　喀痰検査は受診者総数の5.1％にあたる198件実

施された。

　肺がん医療機関検診読影委員会を３月に開催す

る予定である。

〈西部：服岡委員〉

　読影会開催回数133回、②読影総数12,465件、

③うち比較読影9,389件（75.2％）

　総読影件数12,465件のうち、約80％がデジタル

読影に相当する。

　喀痰検査は受診者総数の4.0％にあたる496件実

施された。

　肺がん医療機関検診読影委員会を３月に開催す

る予定である。

A判定
読影不能

B判定
異常なし

C判定
精検不要

D判定
（要検査）

E判定
要精検

① ② ③ ④ ① ②

東部 4
0.03％

10,207
81.52％

1,820
14.54％

3
0.02％

12
0.10％

17
0.14％

39
0.31％

420
3.35％

3
0.02％

中部 2
0.05％

3,639
94.79％

7
0.18％

0
0.00％

24
0.63％

1
0.03％

21
0.55％

145
3.78％

0
0.00％

西部 5
0.04％

11,690
93.79％

201
1.64％

2
0.02％

23
0.18％

6
0.05％

61
0.49％

472
3.79％

5
0.04％

［読影結果］	 （単位＝人）

　読影結果からは、例年どおり東部のC判定が

14.54％と高い。

　デジタル読影が増えると、要精検率が減少する

傾向になるかと予想するが、そうなっていない地

区があるので、今後注視する必要がある。

　新しいプロセス指標が採用されると、医療機関

検診での要精検率の高さを考えていかなければな

らなくなる。
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３．令和２年度肺がん検診発見がん患者の予後調

査について：前田委員報告

　昭和62年度から令和２年度までに発見された肺

がん又は肺がん疑いについて予後調査した結果、

肺がん確定診断1,685例、内訳は原発性肺癌1,526

例、転移性肺腫瘍159例であった。

　令和２年度については、以下のとおりであっ

た。

（１）原発性肺癌55例、転移性肺腫瘍４例、合計

59例の肺がん確定診断を得た。

（２）発見された原発性肺癌は53例（96.4％）が

胸部X線で発見され、胸部X線と喀痰細胞診で

２例（3.6％）発見された。

（３）対人口10万人あたりの原発性肺癌発見者は

111人と前年同様高い。

（４）原発性肺癌の平均年齢は74.3歳、男性38例、

女性は17例、臨床病期はⅠA期25例（45.5％）、

Ⅰ期33例（60.0％）となっている。組織型は、

腺癌は31例（56.4％）であった。

（５）手術症例の割合は33例（60.0％）、術後病期

Ⅰ期の肺癌は24例（72.7％）であった。腺癌が

26例（78.8％）で圧倒的に多かった。

（６）腫瘍径は平成30年度より第８版となり充実

成分径で計測するようになったため，平均27.7

㎜であった。最高は80㎜だった。

（７）転移性肺腫瘍は４例あり、胃癌１例、腎臓

癌１例、乳癌１例、甲状腺癌１例であった。

（８）原発性肺癌確定者の施設検診と車検診の比

較では、施設検診受診者数が圧倒的に多かっ

た。また、要精検者率が車検診3.14％、施設検

診4.06％であり、施設検診の要精検率が高い。

（９）東部地区の施設検診受診者のうち24例が確

定癌となっている。東部地区の施設検診での発

見癌の病期について、解析してほしい。癌が発

見された時には、進行癌で見つかってしまって

いないか、など、結果的には肺癌死亡が増えて

しまうことのないように、推移を注視していく

べきとの意見があった。

（10）個人票の様式は、第７版、第８版、それぞ

れ記入するようになっている。第８版に改定さ

れてからしばらく経っているため、第８版のみ

を記載するよう様式の変更を検討していく。

４．令和３年度全国がん検診指導者研修につい

て：中村部会長

　中村部会長から令和３年度全国がん検診指導者

研修（e-ラーニング）の概要が報告された。

〈胸部X線検査の判定基準〉

・胸部X線の判定基準で、「肺癌の疑いが少しで

もあればE」「Dは肺癌の疑いが全くないもの、

D判定から肺癌が発見されても検診発見としな

い」と明記された。

〈「肺がん検診の手引き」2020改訂〉

・「肺がん検診」では、非がん性の疾患を精査に

回す場合には「有益性が明らかであるものに限

定すべき」とされている。

・D判定は「肺癌以外の疾患が考えられる」から

「肺癌以外の疾患で治療を要する状態が考えら

れる」と改訂された。疾患が疑われても急い

で精査や治療を必要としない場合はC判定とす

る、と明記された。

・加熱式タバコの喫煙指数の計算は、通常タバコ

と同様にする。非／軽喫煙者への喀痰細胞診

は、対象外の人への実施は「無益」ではなく

「有害」であると認識する。

・第一・第二読影医とも必須条件は、「肺がん検

診に関する症例検討会や読影講習会」に年１回

以上参加していること、自己の読影技術向上へ

の意欲があることである。

・第二読影医は、３年以上の肺がん検診の読影経

験と、５年以上の呼吸器内科、呼吸器外科医、

放射線科医のいずれかの経験があること。専門

医の取得は要件としておらず、決して厳しい基

準ではないと思われる。

〈プロセス指標の基準値改定〉

・時期は未定であるが、プロセス指標の一部が改

訂される。新基準では、陽性反応的中度は出さ

ず、感度、特異度とする。要精検率は2.5％以
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下となっており、0.5ポイント下がる。要精検

率は90％以上という目標値になる。がん発見率

の許容値が0.07まで上がる。

５．その他：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室課

長補佐

（１）令和２年75歳未満がん年齢調整死亡率

　国立がん研究センターが令和２年の75歳未満が

ん年齢調整死亡率を公表した。

　鳥取県の男女計の死亡率は、令和２年は68.6

（前年79.7）で、前年の45位から23位に改善。女

性の死亡率は48.4（前年61.3）で前年44位から６

位へ改善した。

　肺がんの死亡率13.0（前年16.4）で、前年の全

国47位から37位に改善した。

（２）共通資料から

○平成30年の全国がん登録のデータに基づくがん

罹患の状況（令和３年６月公表）

　平成30年に新たにがんと診断された患者は

全国で980,856人、鳥取県で5,001人（平成29年

4,992人）。

　人口10万対のがん年齢調整罹患率は、全国

で385.1、鳥取県は411.0（47位：ワースト１位）

（平成29年402.7　39位：ワースト９位）。

　部位別にみると、男女計：①大腸②胃③肺④

乳房⑤前立腺の順で罹患数が多くなっている。

（前回と変化なし）

○国民生活基礎調査による飲酒量、喫煙率、平成

28年国民健康・栄養調査（BMI、食塩摂取量、

歩数、野菜摂取量）のデータが示された。コロ

ナの感染拡大により調査が中止となっており、

昨年と同じデータである。

（３）令和４年度県予算事業について

　新規事業として、がん予防でがん検診推進パー

トナー企業のうち、検診機関が出張対応を行わな

い従業員数が30人未満の小規模事業所等を対象と

した県営職域がん出張検診の予算要求をしてい

る。

協議事項

１．「肺癌取扱い規約　第８版　肺がん検診の手

引き」（日本肺癌学会）の改訂に伴う「鳥取県

肺がん集団検診実施指針」等の改正について

　「肺癌取扱い規約　第８版　肺がん検診の手引

き」（日本肺癌学会）が改訂されたことに伴い、

昨年の冬部会（R3.2.20開催）から議題として挙

がっていた改正案について、改めて協議を行っ

た結果、読影医の肺がん検診に従事した年数や、

「肺がん検診に関する症例検討会や講習会等」の

受講等を条件に加えるよう、現行の「鳥取県肺が

ん検診読影委員会運営要領」の改正について承認

された。

〈主な改正点〉

・５．読影医

（１）第一読影医

　検診機関などで開催される「肺がん検診に関

する症例検討会や読影講習会」におおむね年１

回以上参加すること。

（２）第二読影医

　下記のア）、イ）のいずれかを満たす医師

ア）	３年間以上の肺がん検診読影経験があり、

かつ検診機関などで開催される「肺がん検

診に関する症例検討会や読影講習会」にお

おむね年１回以上参加すること

イ）	５年間以上の呼吸器内科医、呼吸器外科

医、放射線科医のいずれかとしての経験が

あり、かつ検診機関などで開催される「肺

がん検診に関する症例検討会や読影講習

会」におおむね年１回以上参加すること

　各地区の読影委員会は、読影医の実態として、

実際に読影する読影医の氏名、生年、所属機関

名、専門とする診療科目、呼吸器内科・呼吸器外

科・放射線科医師の場合には専門家医師としての

経験年数、肺がん検診に従事した年数、「肺がん
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日　　時　令和４年２月５日（土）

　　　　　午後４時～午後５時25分

開催方法　	ハイブリッド開催（現地参加＋オンラ

イン参加）

①現地参加会場／鳥取県健康会館（鳥

取県医師会館）　鳥取市戎町317

②オンライン参加（Zoomミーティン

グ）

　ハイブリッド開催とし、鳥取県健康

会館をメイン会場とし、Web会議シ

ステム「Zoom」を使用しライブ配信

をした。

出 席 者　108名

（医師：105名、検査技師２名、保健師

１名）（鳥取県健康会館：21名、オン

ライン参加：87名）

　岡田克夫先生の司会により進行した。

肺がん検診実績報告

　鳥取県肺がん検診の実績について、鳥取県生活

習慣病検診等管理指導協議会肺がん部会長　中村

廣繁先生より報告があった。

講　演

　鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会肺がん

部会長　中村廣繁先生の座長により、千葉大学医

学部附属病院画像診断センター　遠藤正浩先生に

よる「肺がんの単純X線診断と遺伝子変異」につ

いての講演があった。

　なお、新型コロナウイルス感染予防対策のた

め、講師の遠藤先生には対面ではなく、遠隔地か

らオンラインで講演していただいた。

肺がん検診従事者講習会

検診に関する症例検討会や読影講習会」の受講の

有無等を把握し、市町村や、鳥取県健康対策協議

会からの求めに応じて提出しなければならない。

　がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため

の指針が一部改正され、鳥取県においても指針に

沿って「鳥取県肺がん集団検診実施指針」及び

「鳥取県肺がん医療機関検診実施指針」の改正に

ついて協議し、承認された。

〈主な改正点〉

・３．検診の対象者に「なお、受診を特に推奨す

るものを40歳以上69歳以下のものとする。ただ

し、対象者のうち受診を特に推奨するものに該

当しないものであっても受診の機会を提供する

ように留意する。」を追記する。

・５．実施方法に、（５）受診者への説明を追加

し、がん検診の利益、不利益の説明を行うこと

を加える。説明方法については、検診の案内に

記載する等、検討する。

２．その他

　肺がん精密検査医療機関登録において、自施設

にはCTは整備していないが、隣接している医療

機関と共同利用している場合、精密検査医療機関

として登録を認められるか否か照会があった。協

議の結果、呼吸器内科の経験がある医師が読影を

することを前提に、今後、申請があればその都度

承認するか否か検討していくこととなった。
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健 対 協

■　日　時　　令和４年２月６日（日）　午後２時～午後３時10分

■　開催方法　　オンライン開催

■　出席者　　23人

渡辺健対協会長、原田部会長、皆川委員長

明島・岩佐・大野原・岡田・小林・佐藤・高橋・長井・中曽・

松本・村江・脇田各委員

オブザーバー：谷口鳥取大学医学部女性診療科長教授

県健康政策課がん・生活習慣病対策室：萬井課長、小林室長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本課長補佐

健対協事務局：谷口事務局長、岡本次長、梅村主事

県医師会事務局：井上主事

鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会子宮がん部会
鳥取県健康対策協議会子宮がん対策専門委員会

【概要】

・令和２年度は受診率23.0％、要精検率

1.79％、精検受診率87.5％。がん発見率

0.02％、陽性反応適中度1.1％であった。要

精検率は特に20～40歳代が高い。精検受診

率は国の許容値70％以上は上回るものの、

目標値90％以上には届いていない状況であ

る。また、要精検率は許容値を超え、がん

発見率、陽性反応適中度、いずれも国の許

容値に到達していない。

・子宮がん検診受診者29,851人中、体部がん

検診対象者数は1,231人、一次検診会場で

の受診者は1,040人であった。一次検診会

場で受診できず医療機関で別途検査した

者は126人、受診者の合計は1,166人、受診

率は94.7％であった。一次検診の結果、要

精検となった者26人、要精検率2.5％、精

密検査受診者数23人で、精密検査受診率

88.5％であった。精検の結果、子宮体部が

んが４人発見され、がん発見率は0.38％。

陽性反応適中度15.4％であった。子宮内膜

増殖症は６件であった。

・令和２年度は子宮頸部癌６例で、ⅠA期１

例、ⅠB期以上が５例であった。治療対象

のCIN3またはAISは42例であった。CIN1、

２または腺異形成103例であった。令和元

年度に比べ、子宮頸部癌は同数、CIN3ま

たはAISは４例減少した。なお、ⅠB期以

上５例の検診歴は、前年受診０例、３年以

上前の受診２例であった。また、子宮体部

癌は４例、子宮内膜増殖症７例であった。

挨拶（要旨）

〈渡辺会長〉

　新型コロナウイルス感染拡大が始まり、３年目

に入ろうとしている。オミクロン株の急激な広が

りは、地域医療に大きな影響を及ぼしている。予

想されたほどの検診受診率の低下ではなかった
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が、検診はがん対策の基本であり、しっかりと取

組みが必要である。子宮頸がんはヒトパピローマ

ウイルス（HPV）ワクチンによる予防効果があ

るとされる。接種による副反応への懸念から、な

かなか推奨できない状態が続いていたが、国全体

として積極的推奨が再開となり、ワクチンは健康

に繋がるという人々の意識の変化があったと思

う。本日は実りある会議となるよう願っている。

〈原田部会長〉

　オミクロン株が蔓延しており、高齢者の中には

重症化する患者が出ている。救急患者を少しでも

受け入れてもらえるよう、先日、西部地区の病院

へ依頼したところである。本日はオンラインでの

開催となったが、忌憚のない意見をお願いした

い。

〈皆川委員長〉

　HPVワクチンの積極的接種勧奨が再開すると

接種が一気に進むと考えている。県下でHPV検

査をどのように統一するかという宿題があるが、

いくつかの検診スタイル等を皆さんにお示しし

て、今後の課題にしたいと思う。

報告事項

１．令和２年度子宮がん検診実績報告及び令和３

年度実績見込み・令和４年度計画について：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室課

長補佐

〔令和２年度実績最終報告〕

（１）令和２年度子宮頸部がん検診は対象者数

（20歳以上のうち職場等で受診機会のない者と

して厚生労働省が示す算式により算定した推計

数）129,896人のうち、受診者数29,581人、受診

率23.0％で、令和元年度に比べ、受診率は1.9ポ

イント減であった。

　このうち、40歳から69歳の値（国の地域保

健・健康増進事業報告の受診率の算定方法）

は、対象者数59,087人、受診者数24,040人、受

診率40.7％であった。

　一次検診の結果、要精検者数は534人、要精

検率1.79％で令和元年度に比べ0.35ポイント増

加した。また、一次検査の結果判定不能だった

者が13人であった。

　そのうち、精検受診者数467人、精検受診率

87.5％で令和元年度に比べ2.5ポイント増加し

た。

　精検の結果、がん６人、がん発見率（がん／

受診者数）は0.02％で、前年度と同率であった。

陽性反応適中度（がん／要精検者数）は1.1％

であった。上皮内病変は144人（CIN3または

AIS	37人、CIN2	25人、CIN1	76人、CIN2か３

区別不能６人）であった。

　精検受診率は国の許容値70％以上は上回るも

のの、目標値90％以上には届いていない状況で

ある。また、要精検率は許容値を超え、がん発

見率、陽性反応適中度、いずれも国の許容値に

届いていない状況である。

　精密検査結果のうち、上皮内病変31.0％を占

めており、若年者層から多く見つかっている。

（２）子宮がん検診受診者29,851人中、体部がん

検診対象者数は1,231人、一次検診会場での受

診者は1,040人であった。一次検診会場で受診

できず医療機関で別途検査した者は126人、受

診者の合計は1,166人、受診率は94.7％であった。

　一次検診の結果、要精検となった者26人、要

精検率2.5％、精密検査受診者数は23人で、精

密検査受診率88.5％であった。精検の結果、子

宮体部がんが４人発見され、がん発見率は0.38

％であった。陽性反応適中度15.4％であった。

子宮内膜増殖症は６件であった。

〔令和３年度実績見込み及び令和４年度計画〕

　令和３年度実績見込みは、対象者数129,896人、

受診者数は30,513人、受診率23.5％である。また、

令和４年度は、受診者数約30,310人を予定してい

る。
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〈地域保健・健康増進事業報告より〉厚生労働省

ホームページで公開

　参考資料として、国が示した「がん検診のため

のチェックリスト」を用いて本県の精度管理に活

用することとし、健対協で把握できないチェック

項目リストのうち国がホームページで公開してい

る項目（検診受診歴〈初回・非初回〉別の要精検

率等、偶発症の有無、精検未把握率）について、

平成30年度実績報告が提出された。

　要精検者のうち、精検受診の有無がわからない

者及び（精検を受診したとしても）精検結果が正

確に把握できていない者を示す精検未把握率につ

いて、国の許容値は10％以下である。鳥取県は平

成30年度9.7％で許容範囲内であった。未把握率

40％以上のところが１町あった。

〈参考　令和２年度妊婦健康診査における子宮が

ん検診受診状況〉

　令和２年度実績は、妊婦健康診査受診者3,667

人中、子宮頸部がん検診受診者数3,620人、受診

率98.7％で、要精検者数117人、要精検率3.2％、

精検受診者数100人、精検受診率85.5％で精検結

果はがんが２人発見されている。

２．令和２年度子宮がん検診発見がん患者確定調

査結果について：佐藤委員

　令和２年度は子宮頸部癌６例で、ⅠA期１例、

ⅠB期以上が５例であった。治療対象のCIN3また

はAISは42例であった。CIN1、２または腺異形

成103例であった。令和元年度に比べ、子宮頸部

癌は同数、CIN3またはAISは４例減少した。な

お、ⅠB期以上５例の検診歴は、前年受診０例、

３年以上前の受診２例であった。また、子宮体部

癌は４例、子宮内膜増殖症７例であった。

３．その他

（１）全国がん検診指導者研修出席報告：

皆川委員長

　皆川委員長から、令和３年度全国がん検診指導

者研修（e-ラーニング）について、報告された。

　従来からCIN3、AISをがんに含めておらず、

厚生労働省が提唱するがん発見率や陽性反応的中

率の目標値に達することができなかった。CIN3、

AISを含めるとがん発見率や陽性反応的中率が高

くなるので、現行の子宮がん検診は、決して精度

の低い検診ではない。今後、全国集計の精度管理

指標として、CIN3とAISも含められることを期

待している。

（２）わが国の子宮頸がん検診におけるHPV検査

導入の問題点と具体的な運用方法の検討（厚生

労働科学研究費補助金・がん対策推進総合研究

事業）：皆川委員長（資料提供）

（３）子宮頸がん検診の検診手法：皆川委員長

　鳥取県で主に行っている細胞診単独検診は、推

奨グレードAであり、HPV単独検診（５年間隔）

も推奨グレードAとなっている。細胞診・HPV検

査併用検診は、偽陽性が多くなるため、推奨グ

レードCとなっている。しかし、細胞診単独検診、

HPV単独検診も、陽性例にはHPV検査も細胞診

も行うことになる。検診受診率が担保され、精度

管理が適切であれば、細胞診・HPV検査併用検

診も有用性がある。併用検診の利点は、CIN2以

上の前がん病変の発見精度の向上、検診間隔の延

長が挙げられている。問題点は、細胞診が正常範

囲内でHPV陽性の人が出てくるので、要精検率

が増加すること。細胞診が正常でHPV陽性の場

合は、１年後に細胞診を行う。

　検診プログラムのアルゴリズムを理解し、受診

者へ正確に伝えること、市町村の台帳管理が複雑

になること、費用対効果等、クリアしなければな

らない問題がある。

（４）HPV併用検査の実施状況について：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室課

長補佐

○鳥取市、米子市、南部町、日野町HPV併用検

査の令和２年度実施状況について報告された。
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（５）HPVワクチンをめぐる動きについて：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室課

長補佐

　平成25年４月からHPVワクチンの定期接種が

開始されたが、接種と因果関係が否定できない持

続的な疼痛の発生等を受け、同年６月から積極的

勧奨が差し控えられていた。令和３年11月の厚生

科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討

部会において、接種の積極的勧奨を再開すること

となった。さらに、接種機会を逃した方を公費接

種の対象に加える方針を決定した。本県において

も、実施主体の市町村と連携しながら、対象者へ

の積極的接種勧奨を進めていく。

（６）75歳未満がん年齢調整死亡率等について：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室課

長補佐

〇国立がん研究センターが令和２年の75歳未満が

ん年齢調整死亡率を公表した。

　鳥取県の男女計の死亡率は、令和２年は68.6

（前年79.7）で、前年のワースト３位から23位

に改善。女性の死亡率は48.4（前年61.3）で前

年ワースト４位から６位。子宮がんの死亡率は

3.5（前年6.2）で、前年の全国42位から４位に

改善した。

○平成30年の全国がん登録のデータに基づくがん

罹患の状況（令和３年６月公表）

　平成30年に新たにがんと診断された患者は

全国で980,856人、鳥取県で5,001人（平成29年

4,992人）。

　人口10万対のがん年齢調整罹患率は、全国

で385.1。鳥取県は411.0（47位：ワースト１位）

（平成29年402.7　39位：ワースト９位）。

　部位別にみると、男女計：①大腸②胃③肺④

乳房⑤前立腺の順で罹患数が多くなっている。

（前回と変化なし）

○国民生活基礎調査による飲酒量、喫煙率、平成

28年国民健康・栄養調査（BMI、食塩摂取量、

歩数、野菜摂取量）のデータが示された。コロ

ナの感染拡大により調査が中止となっており、

昨年と同じデータである。

〇令和４年度県予算事業について

　新規事業として、がん予防でがん検診推進パ

ートナー企業のうち、検診機関が出張対応を行

わない従業員数が30人未満の小規模事業所等を

対象とした県営職域がん出張検診の予算要求を

している。

〇がん患者の妊孕性温存療法支援に関する研修会

を３月５日（土）にハイブリッド形式で開催す

る予定である。

協議事項

１．子宮がん検診実施に係る手引きの一部改正に

ついて

　がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため

の指針が一部改正され、鳥取県においても指針に

沿って「子宮がん検診実施に係る手引き」を改正

するよう協議し、承認した。

〈改正点〉

・３．検診の対象者に「また、受診を特に推奨す

対象者 HPV検査
受検者数 HPV陽性

要精検（細胞診） AIS、CIN、
腺異形成HPV（＋） HPV（−）

鳥取市 1,932人 614人（31.8％） 60人（ 9.8％） 19人（3.1％） 5人（0.8％） 24人

米子市 3,793人 1,570人（41.4％） 172人（11.0％） 40人（2.6％） 22人（1.4％） 62人

日野町 1,463人 185人（12.6％） 21人（11.4％） 4人（2.2％） 5人（2.7％） 9人

南部町 82人 14人（17.0％） 0人（ 0 ％） 0人（ 0 ％） 0人（ 0 ％） 0人

計 7,270人 2,383人（32.8％） 253人（10.6％） 63人（2.6％） 32人（1.3％） 95人

米子市は対象年齢を変更し市単独事業として実施。
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るものを20歳以上69歳以下の者とする。ただ

し、対象者のうち、受診を特に推奨する者に該

当しない者であっても、受診の機会を提供する

ように留意する。」を追記する。

・５．実施方法に、（６）受診者へがん検診の利

益、不利益の説明を行うことを加える。説明方

法については、検診の案内に記載する等、検討

する。

日　　時　令和４年２月６日（日）

　　　　　午後４時～午後５時10分

開催方法　	ハイブリッド開催（現地参加＋オンラ

イン参加）

①現地参加会場／鳥取県健康会館（鳥

取県医師会館）　鳥取市戎町317

②オンライン参加（Zoomミーティン

グ）

　鳥取県健康会館をメイン会場として

ハイブリッド開催とし、Web会議シ

ステム「Zoom」を使用しライブ配信

を行った。

出 席 者　58名

（医師：50名、検査技師：７名、保健

師・看護師：１名）（会場参加：５名、

オンライン参加：53名）

　岡田克夫先生の司会により進行。

講　演

　鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会子宮が

ん部会長　原田　省先生の座長により、弘前大学

医学部産科婦人科教授　横山良仁	先生による「婦

人科領域の腹水細胞診の役割」についての講演が

あった。

　なお、新型コロナウイルス感染拡大に配慮し

て、集合形式の開催は行わないこと、今年度の症

例検討会は中止とした。講師の横山先生には、対

面ではなく、遠隔地からオンラインで講演してい

ただいた。

子宮がん検診従事者講習会

　鳥取県健康対策協議会のホームページでは、各委員会の概要、委員会記録、出版物、従事者講

習会から特定健診の情報まで随時更新しています。

　なお、鳥取県医師会ホームページ（https://www.tottori.

med.or.jp）のトップページ右領域のメニュー「鳥取県健

康対策協議会」からもリンクしています。

→「鳥取県健康対策協議会」

http://www.kentaikyou.tottori.med.or.jp
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健 対 協

■　日　時　　令和４年２月10日（木）　午後１時40分～午後３時15分

■　場　所　　テレビ会議　鳥取県健康会館、鳥取県中部医師会、鳥取県西部医師会

■　出席者　　22人

渡辺健対協会長、岡田克・瀬川・高橋弘・名越・野田各委員

〈中部会場〉井奥・大野原各委員

〈西部会場〉中曽協議会長、難波委員長

　　　　　 岡田隆・井庭・金田・前垣・山田各委員

鳥取県子育て・人財局家庭支援課：板倉係長、岡田保健師

　〃　福祉保健部子ども発達支援課：寺谷主事

鳥取県健康対策協議会事務局：岡本次長、岩垣課長、梅村・廣瀬両主事

鳥取県母子保健対策協議会
母子保健対策専門委員会

【概要】

・令和２年の出生数は3,783人で前年より205

人減少している。

・令和２年度の１歳６か月児健診受診者数は

4,130人で受診率は98.9％、３歳児健診受診

者数は3,995人で受診率は99.1％であった。

・令和２年度新生児聴覚検査実施児数は

4,547人、実施率は99.47％（前年度99.5％）

であった。そのうち難聴の確定診断を受け

たのは10人（両側難聴５人、一側難聴５

人）であった。

・産後健康診査事業が令和元年度から開始さ

れ、令和２年度から全県的に２週間健診と

１か月健診の２回実施されている。

・妊婦検診における肝炎ウイルス陽性者に対

するフォローアップ体制の構築について、

肝炎ウイルス検査の流れの中に、妊婦検診

で陽性者となった方も組み込めるように妊

婦一般健康診査受診票の様式を改定する。

挨拶（要旨）

〈渡辺健対協会長〉

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大してお

り、全国でも感染者が10万人を超えるときもあり

ました。鳥取県においても感染が拡大し、日に

200人程感染者が出て、地域医療、医療体制に影

響が出ているため、まだまだ慎重な対策が必要で

ある。直近では、小さなお子さんより家庭内に感

染が広がる問題や、親のメンタルヘルス等、子供

にも親にも、問題が見え隠れしている。次世代を

担う方を、いかに健康に地域の中で育てていくこ

とは、将来に渡って重要な役割がある。本日は

しっかりとした協議をし、これからの地域におけ

る健康な社会作りに繋がることを期待している。

〈中曽会長〉

　本日はご多忙の中ご参加ありがとうございま

す。

　県内の母子保健も関係する診療科や行政との連

携が進み、様々なところで少子化対策が行われて
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いる。しかし、出生数減少には歯止めがかからず

周産期医療に携わっている我々にとっても、モチ

ベーションが下がる想いもしている。なにか、時

代の背景に、妊娠、出産、育児に対して喜びを見

出すことができない女性が多くなってきた感じが

している。しかし、色々な事業が軌道に乗ってき

ているので、今できることをしっかりとやり、妊

産婦のメンタルヘルスの支援にさらに繋がるよう

努力していかなければならないと思っている。本

日はよろしくお願いする。

〈難波委員長〉

　本日はお忙しい所、お集まりいただきありがと

うございます。

　年明けからのコロナ感染拡大で逼迫しておりま

したが、やっと一山超えたというところかなと

思っている。しかし重傷者がピークとなってお

り、まだまだ安心はできない。大学病院は最後の

砦であり、周産期医療、慢性疾患の子供さん等を

守っていかなくてはいけない。そのためにも行政

あるいは、地域の医療機関との連携はますます重

要である。本日は協議を重ね、より良い医療に繋

げていくことができればと思っている。どうぞよ

ろしくお願いする。

報告事項

１．母子保健指標推移について：

岡田県家庭支援課保健師

　鳥取県と全国とを比較した母子保健指標の推移

によると、出生者数は3,783人で前年より205人減

少している。合計特殊出生率は、令和２年度国勢

調査の年齢別人口確定後に算出、公表される予

定。

　乳児死亡数は５人であった。全国で３番目に低

い死亡率となっている。

　周産期死亡数は13人で前年より５人減少、周産

期死亡率は3.4（全国3.2）であった。

２．令和２年度市町村母子保健事業実施状況につ

いて：岡田県家庭支援課保健師

　妊娠届出数（地域保健・健康増進事業報告）は

3,740件であった。満11週以内の届出は3,528件、

全体の94.3％（前年92.6％）、満28週以降の届出は

５件、分娩後の届出は２件であった。

　妊婦訪問指導の実人員は148人、未熟児訪問指

導の実人員は190人であった。

・乳幼児健康診査受診状況

　３～５か月健診の対象者数は3,883人、受診

者数3,522人で受診率は90.7％、６～８か月健診

は対象者数3,509人、受診者数3,413人で受診率

97.2％、９～12か月健診は対象者数4,181人、受

診者数3,601人で受診率86.1％であった。

　１歳６か月児健診の対象者数は4,175人、受

診者数4,130人で受診率は98.9%、健診結果要精

密者は100人、精密検査受診者は75人で受診率

は75.0%であった。３歳児健診対象者数は4,033

人、受診者数は3,995人、受診率は99.1％、健診

結果要精密者は522人、精密検査受診者は411人

で受診率78.7%であった。そのうち、眼科領域

で要精密となったのは310人、眼科精密検査受

診者数は262人で受診率84.5％であった。

　検査方法に関して、屈折検査機を導入してい

る市町村に関しては、要精検となる率が高く早

期の治療等に繋がっている傾向がある。日本眼

科医会等より屈折検査機の導入を積極的に進め

るよう要望書が出ており、次年度屈折検査機器

等の整備にかかる費用の国庫補助が設けられる

予定。県内でも新たに導入を検討中の市町村が

多数ある。

　その他、市町村母子保健事業に関して以下の報

告があった。

①妊娠届出時の妊婦の喫煙状況は59人（1.56％）

で前年より0.35％減少した。平成20年度（4.3％）

から徐々に低下してきている。同居家族の喫煙

状況に関しては1,402人（37.0％）が「喫煙あり」
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と答え、前年より4.6％減少した。家庭内の状

況の確認のため、今年度は妊娠届出時に分煙の

状況等についても調査を求めている。

②３歳児健診票の問診項目「子育てをしている時

の“育てにくさ”を感じるか」について、「い

つもそう思う」と回答した人は、3,995人中37

人で、0.9％（前年1.1％）であった。そのうち

１歳６か月児健診で何らかの指摘があった者は

11人（29.7%）であった。

　「いつもそう思う」と回答した37人の児の診

察結果として、身体上の留意点ありが10.8％、

発達上の留意点ありが35.1％、保育環境上の留

意点ありが5.4％の結果であり、児の特徴とし

ては発達上の留意点がある場合が多かった。

③５歳児健診（発達相談）実施結果

　鳥取市、倉吉市、境港市が実施する発達相

談（健康相談）は、相談者数計91人、うち要精

検・治療中・観察中は30人（33.0％）であった。

（米子市は平成30年度から健康診査を実施してい

る。発達相談も継続しているが、５歳児に限ら

ず行っているため、実施結果は健康診査に計上。）

　米子市と15町村が実施する５歳児健康診査

は、対象者数687人、受診者674人（受診率98.1

％）、要精検は87人（12.9％）であった。

④産後健康診査結果

　令和２年度からは、全市町村で産後２週間目

と４週間目の２回に産後健康診査事業を実施し

ている。

　産後２週目：受診者数2,838人のうち、異常

なし2,247人、経過観察574人、要精検10人、要

治療３人。（精神科への紹介数は１件。）市町村

の支援必要性「有」となったケースに対する支

援としては、保健師訪問350件、養育支援訪問

事業６件、産後ケア事業24件、産前産後サポー

ト事業11件、その他41件であった。

　産後４週目：受診者数3,673人のうち、異常

なし3,157人、経過観察499人、要精検６人、要

治療５人。（精神科への紹介数は４件。）市町村

の支援必要性「有」となったケースに対する支

援としては、保健師訪問481件、養育支援訪問

事業５件、産後ケア事業34件、産前産後サポー

ト事業５件、その他65件であった。

３．その他

○人工妊娠中絶の推移：岡田県家庭支援課保健師

　令和元年度の鳥取県の全年齢における、人工妊

娠中絶実施率は8.8で前年より0.3増加した。鳥取

県の20歳未満における、人工妊娠中絶実施率は5.5

であった。鳥取県の人工妊娠中絶数は再びワース

ト１位となった。様々な啓発等を続けている。

○先天性代謝異常検査及び精密検査の状況：

　岡田県家庭支援課保健師

　令和３年12月末時点でのガスリー検査による精

密検査対象者は、14人（前年度19人）、タンデム

マス法検査による精密検査対象者は０人（前年度

０人）であった。令和３年度より、「先天性代謝

異常等による発達のおくれの予防のために」とい

う同意書を改定した。今後、新生児マススクリー

ニングで要精密検査となった、赤ちゃんの追跡調

査を実施していく方針である。

○令和２年度新生児聴覚検査実施状況のまとめ：

寺谷県子ども発達支援課主事

　令和２年度は県内の全分娩取扱産科施設16施

設で実施され、県全体実施児数は4,547人、実施

率は99.47％（前年度99.52％）であった。そのう

ち難聴の確定診断を受けたのは10人（両側難聴

５人、一側難聴５人）であった。NICU入院児

の検査実施率は100％、前年度と同比であった。

NICU入院児を除いた検査実施率は99.39％、前年

度比0.07％減少であった。未実施の理由は、「保

護者が希望しない」であった。精密検査実施状

況については、NICU入院児の難聴児数は両側難

聴が２人（軽度１、高度１）であった。NICU入

院児を除いた難聴児数は、両側難聴が３人（軽

度３）、一側難聴が５人（中等度２、高度３）で

あった。
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○聴覚検査機器購入支援事業について：

　寺谷県子ども発達支援課主事

　令和２年度鳥取県新生児聴覚検査体制整備事業

（聴覚検査機器購入支援事業）取り組み状況につ

いて、６医療機関に自動ABR機器を導入したこ

とにより、県内の全ての分娩取扱医療機関（16医

療機関）で精度の高い新生児聴覚検査の実施が可

能となり、聴覚に異常がある新生児を早期療育に

つなげる体制を整備することができた。

○５歳児健康診査の予後調査結果：前垣委員

　５歳児健康診査で指摘のあった子ども等につい

て、就学後の予後調査（サンプル調査）を実施

し、今後の５歳児健康診査マニュアルの見直し

や、母子保健事業の資質の向上、施策に繋げるた

めの検討資料とするため調査を実施した。

　５歳児健診は、就学後の発達特性による学校生

活の困難さに対するスクリーニングとして有用

で、悉皆検診の場合は、検診後のフォロー体制や

学校との連携体制の構築が重要である。５歳児健

診で所見がなかった児については、学校生活を通

じて初めて気づかれる発達特性があることに注意

する必要がある。

協議事項

１．妊婦検診における肝炎ウイルス陽性者に対す

るフォローアップ体制の構築について：

岡田県家庭支援課保健師

　肝炎ウイルス検査のフォローアップの流れの中

に、妊婦検診で陽性者となった方も組み込めるよ

うに、妊婦一般健康診査受診票にフォローアップ

の同意欄を設けるとともに、C型肝炎抗体検査の

結果欄も追加する。市町村では、フォローアップ

対象となった方に、定期の受診勧奨を行う等の

フォローを行っていく。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう！

労働基準監督署に来署いただかなくても手続できます

【届出・申請可能な主な手続】

○労働基準法に定められた届出など（時間外・休日労働に関する協定届（36協定届）　など）

○最低賃金法に定められた申請など（最低賃金の減額特例許可の申請　など）

【電子申請の方法】

　電子政府の総合窓口「e-Gov（イーガブ）」のホームページから電子申請が利用できます。

　ホームページは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を検索してください。

鳥取労働局ホームページの電子申請の掲載箇所

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/roukikankei_denshi.pdf

もご覧ください。

e-Gov 検　索
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健 対 協

■　日　時　　令和４年２月17日（木）　午後１時40分～午後３時

■　場　所　　テレビ会議　鳥取県健康会館（鳥取県医師会館）　鳥取市戎町

　　　　　　鳥取県中部医師会館　倉吉市旭田町

　　　　　　鳥取県西部医師会館　米子市久米町

■　出席者　　23人

〈鳥取県健康会館（鳥取県医師会館）〉

渡辺健対協会長、岡田・中安・吉田・梶川各委員

健対協事務局：谷口事務局長、岡本次長、岩垣課長、梅村・廣瀬両主事

○オブザーバー

　県健康政策課：萬井課長、福光課長補佐

　県医療・保険課：岡田係長

　鳥取市保健所保健総務課企画連携　小森係長

　鳥取県国民健康保険団体連合会事業推進課　木下主任主事、安道主事

〈鳥取県中部医師会館〉松田・岡田各委員

〈鳥取県西部医師会館〉山本部会長、谷口委員長、越智・花島・高田各委員

鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会循環器疾患等部会
鳥取県健康対策協議会生活習慣病対策専門委員会

【概要】

・鳥取県循環器病対策推進計画に基づく来年

度事業（案）について、県健康政策課より

説明があった。

　令和４年度新規事業（案）は、１．脳卒

中に係る対策として、小委員会を年２回

開催予定、一般県民向け講演会開催予定、

２．心疾患に係る対策として、小委員会を

年２回開催予定、一般県民向け講演会開催

予定、３．多職種連携を目的とした従事者

研修会の開催、４．遠隔リハビリテーショ

ン体制の整備、５．若年者の心臓検診によ

る健康管理の充実、６．循環器病予防対策

に係る啓発資料作成が挙げられた。

・来年度の県保健事業について、県医療・保

険課より説明があった。

　令和４年度については以下の取り組みに

より市町村保健事業への更なる支援を目指

す。

　１．市町村が実施する保健事業の更なる

推進に資する基盤整備、２．市町村の現状

把握、３．都道府県が実施する保健事業、

４．人材の確保・育成事業

・令和２年度の特定健診受診率は48.0％で前

年度と比較して2.0％減少、特定保健指導

実施率は19.2％で前年度と比較して0.6％の

減少であった。

・脳卒中協会として、脳卒中の早期受診のた

めライトアップを10月29日に計画中である。
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挨拶（要旨）

〈渡辺会長〉

　新型コロナウイルスの感染者数は、横這いから

右肩下がりになってきている。しかし全国の重症

者の病床使用率や重症高齢者の死亡などの問題が

あり、まだまだ油断はできない。

　昨年は、鳥取県循環器病対策推進計画を進め、

新型コロナウイルス感染症の影響で進める県が少

ない中、早い段階で作成できたことは、大変喜ば

しく思っている。

　がん対策についても明るいデータもあるが、長

い目で見ていく必要があるため、今日の会議は大

変重要な役割がある。本日は幅広く議論を深め、

対策の推進に繋げていただきたい。

報告事項

１．鳥取県循環器病対策推進計画に基づく来年度

事業（案）について：萬井県健康政策課長

　鳥取県循環器病対策推進計画に基づき、令和４

年度に新たに取り組む事業の以下について説明が

あった。

【令和４年度新規事業案】　1,780千円

１　脳卒中に係る対策

（１）小委員会委員の拡充（患者代表等）年２

回　380千円

（２）一般県民向けの講演会開催（※心疾患と

同日開催）　180千円

内容：	慢性期リハビリテーションについて

等、コロナ禍の中で一般県民に対し、

広い意味での循環器病の症状や前兆、

対処方法等について正しい知識を普及

させていくため講演会を開催する。具

体的な内容については、今後、各小委

員会で検討していく。

２　心疾患に係る対策

（１）小委員会委員の拡充（患者代表等）年２

回　380千円

（２）一般県民向けの講演会開催（※脳卒中と

同日開催）

内容：	慢性期リハビリテーションについて

等、脳卒中に係る対策と同様に各小委

員会で検討していく。

３　多職種連携を目的とした従事者講習会

180千円

内容：	循環器病は早期に治療に繋げなければ

いけないため、かかりつけ医等へ理解

を深めていただきたい。そのため、循

環器病に係る専門医とかかりつけ医や

コメディカルとの連携を進めていく。

４　遠隔リハビリテーション体制の整備　400千円

内容：	退院後のリハビリテーション等を、患

者が希望する場所（かかりつけ医院、

公共施設、老人関連施設等）で安心し

て行うことができるよう、心疾患患者

のリハビリテーションが行える指導者

が出向き、専門医療機関とリモートで

繋ぎ、定期的なリハビリを行うことが

できるよう遠隔リハビリテーション体

制の整備を進めていく。具体的にはリ

モートに繋ぐための初期費用設定費等

を対象とする。

５　	若年者の心臓検診について検討する委員会を

開催　200千円

内容：	各学校で実施される心臓検診（心電

図）の精度管理や精密検査対象者及び

医療が必要な若年者の医療提供体制に

ついて検討する委員会を開催する。鳥

取県健康対策協議会の予算で対応して

いたものを、県の予算化する。

６　循環器病予防対策に係る啓発資料作成費

60千円
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○委員より、医療機関と介護の分野など、救急搬

送体制等の連携をしていくことが必要であり、

超急性期の救急についての連携も大切であるた

め、システム化等も必要ではないかとの意見が

出たため、今後小委員会等で検討していく。

２．来年度の県保健事業について：

岡田県医療・保険課係長

　健康寿命の延長と医療費の適正化を目的として

市町村ごとの健康づくりを一層推進するため、市

町村の行う保健事業が適正かつ効果的に実施でき

るよう支援を行っている。

　令和４年度鳥取県国民健康保険保険事業につい

ては、以下の取組を実施することで、市町村保健

事業の更なる支援を目指す。

１　	市町村が実施する保健事業の更なる推進に資

する基盤整備

・県全体の保健指導レベル向上を図るため、特

定健康診査・特定保健指導に携わる、従事者

の人材育成研修会を年２回実施する。

・慢性腎臓病対策を総合的・効果的に推進でき

る人材を育成し、県の健康寿命の延伸と医療

費の増加抑制を図るための研修会を年１回実

施する。

２　市町村の現状把握・分析

・国保連合会が保有する国保データベース

（KDB）システムを活用し、分析し情報提供

することで保険者の効率的かつ効果的な保健

事業の推進に繋げる。令和４年度は、さらに

幅を広げ地域別などによる分析も実施予定で

あり、データ分析に係る各保険者からの相談

対応等も検討する。

３　都道府県が実施する保健事業

・令和４年度は、「通知」による個別の受診勧

奨を行うことで、受診率の向上を図り、被保

険者の健康増進と医療費の適正化に繋げてい

く。

　また、新聞広告により広く受診啓発も行

い、受診率の更なる向上を目指す。

・令和２年度に県内国保被保険者の重複・多剤

服用者の状況分析を行い、令和３年度は当事

業分析を行い、通知による成果の確認及び改

善に至っていない対象者への対策を検討して

いる。

　令和４年度も事業分析を継続するととも

に、これまでの検証結果に基づいたより効果

的な服薬情報の通知及びかかりつけ薬局との

連携を行い、被保険者の健康保持増進及び医

療費の適正化を図る。

　また、新聞広告により広く医薬品適正使用

の啓発を行う。

４　人材の確保・育成事業

・糖尿病療養指導士のスキルを有する専門職

（栄養士）を派遣し、市町村が行う保健指導

等の実施を支援する。また、保健指導による

糖尿病療養支援を行う。

○委員より糖尿病性腎症、CKD予防対策につい

て、糖尿病だけでなく、腎臓病（腎臓病療養指

導士の活用等）を含め、幅広く見て頂きたいと

いう意見が出た。

３．新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う

特定健診等受診率の動向について：

萬井県健康政策課長

〔令和２年度に市町村が実施した特定健診・保健

指導及びがん検診の受診状況について〕

１　特定健診・保健指導について

　令和２年度に各医療保険者が実施した特定健診

の受診率は前年度と比較して、2.0％減少、特定

保健指導の実施率は前年度と比較して、0.6％の

減少となった。令和２年度に市町村が実施した特

定健診の形態について、集団検診は前年度と比較

して、1.9％減少したが、個別検診は同率であっ

た。
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２　がん健診について

　令和２年度に市町村が実施したがん検診の受診

者数は前年度と比較して平均10.7％減少し、受診

率は平均2.7％の減少となった。

４．令和２年度特定健診・特定保健指導実施状況

について：

安道鳥取県国民健康保険団体連合会事業推進

課主事

〔平成27年度～令和２年度の保険者別、被保険

者・被扶養者別の特定健診受診率・特定保健指導

実施率の推移について〕

　被保険者の特定検診受診率の全体は、50.8％

であった。被扶養者の特定検診受診率の全体は

25.5％であった。被保険者と被扶養者を合わせた、

特定検診受診率の全体は、48％であった。被扶養

者の特定検診受診率の低さが課題である。

　被保険者の特定保健指導実施率の全体は、

19.8％であった。被扶養者の特定保健指導実施率

の全体は1.4％であった。被保険者と被扶養者を

合わせた、特定保健指導実施率の全体は、19.2％

であった。こちらも被扶養者の特定保健指導実施

率の低さが課題である。

〔平成27年度～令和２年度のメタボリックシンド

ロームの該当者率・予備軍率の推移〕

　メタボリックシンドロームの該当者率の全体

は、16.5％であった。メタボリックシンドローム

の予備軍率の全体は11.9％であった。

　血圧及び血糖、脂質異常症の治療者、未治療者

については、全体の傾向として、年齢層の高い国

保、後期高齢者の割合がどの項目においても高

い。被用者保険は未治療者が多いが、各保険者で

２～３割の方が、保健指導判定値以上となってお

り注意が必要である。

○ガイドラインと判定値が違うようなので、ガイ

ドラインに沿った値で判定して欲しいという意

見があった。

その他

　脳卒中協会が、脳卒中月間として10月29日の世

界脳卒中デーにライトアップを考えている。

　脳卒中も早期発見が大切なため、脳卒中に興味

を持っていただき、早期発見早期受診に繋がるよ

う鳥取県の東部、中部、西部で実施できないか検

討中である。予算について県からは、現在、他の

ライトアップ事業もあるが予算は出していない状

況である。今後はどのように啓発するか、だれを

ターゲットとするか等、具体的にプランを進め提

案いただく。

　日本医師会等からの感染症に関する通知は、鳥取県医師会ホームページの「感染症情報」へ掲

載しておりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

鳥取県医師会ホームページ『感染症情報』

　https://www.tottori.med.or.jp/kansenshou

感染症情報について
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健 対 協

■　日　時　　令和４年２月19日（土）　午後２時～午後３時30分

■　場　所　　倉吉未来中心　倉吉市駄経寺町

オンライン開催

■　出席者　　22人

渡辺健対協会長、孝田委員長

芦田・岡田・岡野・陶山・瀬川・谷口・前田和・前田直・松田・満田・三好・

山下・萬井各委員

オブザーバー：永原鳥取大学医学部統合内科医学講座消化器・腎臓内科助教

県健康政策課がん・生活習慣病対策室：小林室長、坂本課長補佐、坂本保健師

健対協事務局：谷口事務局長、岡本次長、梅村主事

鳥取県健康対策協議会肝臓がん対策専門委員会

【概要】

・令和２年度肝炎ウイルス検査受診者数は

4,399人で、受診率は2.1％、HBs抗原陽性

者は60人（陽性率1.4％）、HCV抗体陽性者

は11人（陽性率0.3％）である。

・令和２年度肝炎ウイルス検査からは肝臓が

んは発見されなかった。また、肝臓がん検

診により発見されたウイルス陽性者に対し

ての定期検査の結果、B型肝炎ウイルス陽

性者から肝臓癌が４名、C型肝炎ウイルス

陽性者から肝臓癌が１名であった。

・孝田委員長より、NBNC対策について報告

及び研究の進め方について意見を伺った。

特定健康診査・後期高齢者健診からの非ウ

イルス性肝疾患拾い上げを行うにあたり、

検査項目に血小板がなく、FIB-4が計算で

きないことがあった。対策として、受診勧

奨となった方へ事業説明書をお送りし、医

療機関を受診された際に同意書の提出と検

査を行うこととした。FIB-4の測定2.67以

上に対して定期検査の受診勧奨。2021年度

日野郡・西伯郡での試験的検討を行った結

果、対象者13,555人、特定健診受診者2,152

人、生活習慣病受診勧奨者312人、FIB-4イ

ンデックス測定同意者60人だった。課題と

しては、健診受診率が低い、同意率が低

い、高リスク患者が真に高リスクであるか

の確定診断が必要、精査の基準を作るべき

か、役場・保健師への負担が大きい、高リ

スク患者が次年度改善した場合も定期検査

継続とするか、が挙げられる。

挨拶（要旨）

〈渡辺会長〉

　新型コロナ感染症の影響により、今回はハイブ

リッド開催となった。感染状況は、減少傾向にみ

えるが、引き続き慎重な対応が必要となる。

各種がんの対策について、支援や取り組みが成果

をあげていると聞いている。引き続き様々な意見

をいただきながら、進めていければと思う。
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〈孝田対策専門委員長〉

　今回はハイブリッド形式での開催となり協議し

づらいかもしれないが、積極的にご意見をいただ

き、意義のある会としたいと思う。

報告事項

１．令和２年度肝炎ウイルス検査実績報告並びに

令和３年度事業実績見込み及び令和４年度実

施計画について：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室保

健師

（１）令和２年度肝炎ウイルス検査の結果について

　令和２年度は19市町村で実施し、対象者数

205,096人（令和元年度207,065人）のうち、受診

者数は4,399人、受検率は2.1％で、受検者数は前

年度に引き続き減少傾向である。

　検査の結果、HBs抗原陽性者は60人で陽性率

0.3％（前年度1.4％）、HCV抗体陽性者は11人で

陽性率0.3％（前年度0.1％）であった。

　精検受診者は48人であり、精検受診率は67.6％

で、前年度に比べ9.9ポイント増であった。精検

の結果、肝臓がんは発見されなかった。

（２）肝臓がん検診により発見されたウイルス陽

性者に対しての定期検査の状況について（県事

業の肝臓がん対策事業）

　平成７年度から実施している、過去に検査で発

見された肝炎ウイルス陽性者に対する定期検査は

全市町村で実施された。結果は以下のとおりであ

る。

区　　分
健康指導対象者

（人）
定期検査受診者数

（人）
定期検査結果（人・％）

慢性肝炎 肝硬変 肝臓がん がん疑い

B型肝炎ウイルス陽性者 2,014 1,022
155

（15.2）
14

（1.4）
6

（0.6）
4

（0.4）

C型肝炎ウイルス陽性者 741 385
	 43

（11.2）
	 5

（1.3）
2

（0.5）
1

（0.3）

（３）令和３年度実施見込み及び令和４年度実施

計画について

　令和３年度の受診予定数は国庫事業の肝炎ウイ

ルス検査は16市町村実施で4,168人、市町村単独

事業は８町実施し930人の見込みである。

　令和４年度実施計画は国庫事業の肝炎ウイルス

検査は16市町村実施で4,475人、市町村単独事業

は８町実施で924人を計画している。

２．令和２年度肝臓がん検診発見がん患者追跡調

査結果について：孝田委員長

（１）令和２年度肝炎ウイルス検査からは肝臓が

んは発見されなかった。また、肝臓がん検診に

より発見されたウイルス陽性者に対しての定期

検査の結果、B型肝炎ウイルス陽性者から肝臓

癌が４名、C型肝炎ウイルス陽性者から肝臓癌

が１名であった。

（２）平成７～令和元年度肝臓がん検診発見がん

患者、また、平成10～令和元年度定期検査確定

がん患者について予後調査を行った。関連死か

他病死かを調べるため、死亡理由の記載をお願

いしているが、徹底できていないので、ご協力

をお願いしたいとの話があった。

３．肝がん・重度肝硬変研究治療促進事業実績に

ついて：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室保

健師

　令和３年４月１日から、一部要件が緩和され

た。令和３年度の新規認定件数は12名で、前年度

より９名増加した。また、入院医療費の助成が31

件、外来医療費の助成が16件あった。

肝臓がんと報告された中には、過去の定期検査で「がん」と報告されたものも含まれている。
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４．国の肝炎対策基本指針の改定について：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室保

健師

　肝炎対策基本指針については、法律上５年ごと

の見直しが定められており、肝炎対策推進協議会

において、改定に向けた議論を進められ、２月下

旬をめどに告示される予定。なお、鳥取県肝炎対

策推進計画（平成30年４月）は、令和５年度まで

の６か年計画となっており、令和５年度中に見直

し予定である。

５．その他

（１）令和４年度肝炎・肝がん関連事業の概要に

ついて：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室保

健師

○肝炎のウイルス検査の実施、受診勧奨、陽性者

のフォローアップ等は健康増進法により、市町

村の業務とされている。

○肝がん死亡率が全国に比べ高く、かつ、ウイル

ス検査の陽性者の割合も高いと言われる本県で

は、市町村のみならず、県においても様々な肝

炎対策を実施している。

○令和４年度は令和３年度の肝炎・肝がん関連事

業を継続実施する。

○肝炎医療コーディネーター養成研修会も継続実

施する。

（２）75歳未満がん年齢調整死亡率について：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室課

長補佐

　国立がん研究センターが令和２年の75歳未満が

ん年齢調整死亡率を公表した。鳥取県の男女計の

死亡率は、令和２年は68.6（前年79.7）で、前年

の44位から23位に改善。女性の死亡率は48.4（前

年61.3）で前年43位から41位に改善。

　肝臓がんの死亡率4.5（前年4.0）で、全国39位

（前年25位）であった。

（３）令和４年度県予算事業について：

坂本県健康政策課がん・生活習慣病対策室課

長補佐

　新規事業として、がん予防でがん検診推進パー

トナー企業のうち、検診機関が出張対応を行わな

い従業員数が30人未満の小規模事業所等を対象と

した県営職域がん出張検診の予算要求をしてい

る。

協議事項

１．鳥取県肝炎ウイルス検診・肝臓がん検診等実

施要領の一部改正について

　令和３年度の夏部会において、妊婦健康診査に

おける肝炎ウイルス検査陽性者について、検査結

果を把握し、フォロー対象者とする旨、協議した。

これに伴い、「鳥取県肝炎ウイルス検診・肝臓が

ん検診等実施要領」を一部改正することとした。

〈改正点〉

　実施要領　９精密検査事後管理に「母子保健法

に基づいて実施する妊婦健康診査における肝炎ウ

イルス検査陽性者」を追加する。

　令和４年２月10日に開催された鳥取県母子保健

対策協議会母子保健対策専門委員会において、妊

婦健診でHCV抗体検査陽性だった場合、核酸増

幅検査まで実施した上で、精密検査機関へ紹介す

べきかとの疑義があった。また、HBs抗体検査陽

性だった場合は、どうだろうかとの疑義もあった。

　協議の上、以下の通りとなった。

１　HCV抗体陽性の場合、核酸増幅検査まで実

施すべきか。

→（回答）産婦人科で核酸増幅まで実施可能で

あれば、実施してもらったほうがよいが、費

用負担や、肝炎精密検査受診の手間を考慮し

た上で、受診者とご相談ください。

２　HBs抗原陽性の場合の受診時期について

→（回答）HBs抗原陽性だった場合、エコー検

査が必須であり、早期の精密検査受診をお勧

めします（妊娠中でもエコー検査は可能であ
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り、出産前の受診のほうが容易と思われま

す）。

２．肝炎ウイルス陽性者の定期検査について

　令和２年度冬部会において、肝炎ウイルス陽性

者が年２回の定期検査を受診することの重要性に

ついて協議し、肝臓がん検診精密検査医療機関、

一般医療機関及び患者向け啓発チラシを作成、関

係者へ配布した。このうち、患者向けチラシの内

容について、一部修正することとした。

〈改正点〉

・肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝

硬変及び肝がんの患者の方は、所得に応じて、

定期検査費用の助成が受けられる場合があるこ

とを追記。

３．NBNC型肝臓がんについて

　孝田委員長より、NBNC対策について報告及び

研究の進め方について意見を伺った。

　特定健康診査・後期高齢者健診からの非ウイル

ス性肝疾患拾い上げを行うにあたり、検査項目に

血小板がなく、FIB-4が計算できないことがあっ

た。対策として、受診勧奨となった方へ事業説明

書をお送りし、医療機関を受診された際に同意書

の提出と検査を行うこととした。FIB-4の測定2.67

以上に対して定期検査の受診勧奨。

　2021年度日野郡・西伯郡での試験的検討を行っ

た結果、対象者13,555人、特定健診受診者2,152人、

生活習慣病受診勧奨者312人、FIB-4インデックス

測定同意者60人だった。

　課題としては、健診受診率が低い、同意率が低

い、高リスク患者が真に高リスクであるかの確定

診断が必要、精査の基準を作るべきか、役場・保健

師への負担が大きい、高リスク患者が次年度改善

した場合も定期検査継続とするか、が挙げられる。

　医療機関へお願いする定期検査結果報告書の併

存症の記載部分は、あまり詳細にすると煩雑にな

るので、提示された資料のままとすることとした。

４．肝臓がん検診従事者講習会及び症例検討会に

ついて

　令和４年度は、東部地区で開催予定とする。

日　　時　令和４年２月19日（土）

　　　　　午後４時～午後５時25分

開催方法　	ハイブリッド開催（現地参加＋オンラ

イン参加）

①現地参加会場／倉吉未来中心セミ

ナールーム３　倉吉市駄経寺町212−5

②オンライン参加（Zoomミーティング）

　ハイブリッド開催とし、倉吉未来中

心をメイン会場とし、Web会議シス

テム「Zoom」を使用しライブ配信を

した。

出 席 者　119名

（医師：115名、検査技師：１名､ 保健

師・その他：３名）（倉吉未来中心：

29名、オンライン参加：90名）

　岡田克夫先生の司会により進行。

講　演

　鳥取県健康対策協議会肝臓がん対策専門委員会

委員長　孝田雅彦先生の座長により、香川大学医

学部肝・胆・膵内科学先端医療学　小野正文先生

による「慢性肝炎および肝癌の診断と治療につい

て」の講演があった。

症例検討

　三好謙一先生の進行により、鳥取市立病院　谷

口英明先生、鳥取大学医学部附属病院　池田　傑

先生から症例報告をしていただき、検討を行った。

肝臓がん検診従事者講習会及び肝臓がん検診症例研究会
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健 対 協

■　日　時　　令和４年２月24日（木）　午後３時～午後３時50分

■　場　所　　テレビ会議　鳥取県健康会館　鳥取市戎町

　　　　　　鳥取県西部医師会館　米子市久米町

■　出席者　　17人

〈鳥取県健康会館〉

渡辺健対協会長、岡田委員長

加藤・小林・清水・辻田・葊岡・米本各委員

健対協事務局：谷口事務局長、岡本次長、岩垣課長、梅村・廣瀬両主事

〈鳥取県中部医師会館〉平賀・森尾両委員

〈鳥取県西部医師会館〉黒沢・能勢両委員

令和3年度公衆衛生活動対策専門委員会

挨拶（要旨）

〈渡辺会長〉

　本日は積雪が20㎝程あり、足元の悪い中お集ま

りいただき感謝申し上げる。報告及び協議事項が

あるが、いずれもコロナの感染拡大の影響を受け

ており、今後の活動も慎重に決めていかなければ

ならない。ウィズコロナの中で、工夫して活動が

行えるよう考えていかなければならない時期に

なっている。公衆衛生は重要な活動であるので、

限られた時間ではあるが、活発な議論をお願いし

たい。

〈岡田委員長〉

　本日は天候の悪い中、またコロナ対策でお忙し

いところご出席いただきありがとうございます。

スムーズな進行を心がけるので、ご協力よろしく

お願いする。

報　告

１．令和２年度事業報告及び令和３年度事業中間

報告

（１）健康教育事業：岡田委員長より説明

①日本海新聞健康コラム「保健の窓」を令和２年

度は２回、令和３年度は新型コロナウイルス感

染症の影響のため公開健康講座が中止となって

おり、掲載されていない。公開健康講座の講演

内容について掲載している。

②日本海新聞健康コラム「健康なんでも相談室鳥

取県医師会Q＆A」を、令和２年度は43回、令

和３年度は２月現在45回掲載した。

　一般の方から疾病に関する質問を受付、それ

に対する回答を掲載している。

③鳥取県医師会公開健康講座、生活習慣病対策セ

ミナー

　令和２年度は、毎月１回、鳥取県健康会館に

おいて鳥取県医師会公開健康講座を計画してい

たが、新型コロナウイルス感染防止のためほと

んどが中止となり、７月開催のみであった。

　また、鳥取県の委託事業である「生活習慣病
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対策セミナー」については年16回で、鳥取県医

師会公開健康講座のうち	７	回を生活習慣病セ

ミナーにあて、東中西の３地区においても３回

ずつ同様のセミナーを実施する予定であった

が、新型コロナウイルス感染の影響で、鳥取県

医師会１回、鳥取県西部医師会１回　計２回開

催のみであった。

　令和３年度は、毎月１回、鳥取県健康会館に

おいて鳥取県医師会公開健康講座を計画してい

たが、新型コロナウイルス感染防止のためすべ

て中止となった。

（２）地域保健対策：小林県健康政策課がん・生

活習慣病対策室長より報告

　令和２年度から、鳥大医学部環境予防医学分野	

尾㟢米厚教授を中心に、鳥取県においては予防、

検診から治療まで様々ながん対策に取り組まれて

いるものの、全国に比較して罹患率が高い状況が

続いているため、鳥取県特有のがんリスク要因

の究明を目的として、５つのがん（胃、肺、乳、

肝、膵）を対象とした「鳥取県がん症例対照研

究」を行っている。県内のがん患者及び健常者に

対するアンケート調査を実施し、がん予防に活用

できる知見を得るための分析を行う。

　がん症例の対象施設はがん拠点病院及び準ずる

病院の８施設。各部位100例程度を目標としてい

る。対照群（健常者）は市町村で実施しているが

んの集団検診会場で調査。目標は1,000例。対照

群については、今年度でアンケート調査は終了。

がん症例については、次年度も継続してアンケー

ト回収を行う。乳がんについては、一部比較分析

が可能な見込みであり、分析例を示したい。

（３）生活習慣病対策事業

①地区における健康教育

　〈東部医師会（加藤委員）〉

１．救急医療講習会は令和２、３年度中止と

なった。

２．鳥取市民健康ひろばによる健康相談は、

令和２、３年度中止となった。

３．東部医師会健康スポーツ講演会を令和３

年３月15日開催した。また、令和４年３

月４日開催予定。いずれもハイブリッド

開催とした。

４．各会員による健康教育講演は、令和２年

度は31回、令和３年度は12月末で19回

行った。新型コロナウイルス感染症の影

響で公民館は取りやめが多かったが、感

染防止が取りやすい小・中学校、保健セ

ンターで行われている。

　〈中部医師会（森尾委員）〉

１．「住民健康フォーラム」は令和２、３年

度中止となった。

２．各会員による健康教育講演は、令和２年

度は24回行い、令和２年度は５回行っ

た。がん予防の話や、学校での禁煙防止

教育を中心に行っている。

〈西部医師会（吹野委員に代わって岡田委員長

より報告）〉

１．健康教育講座を令和２年度は米子市内の

公民館で11回、境港市で３回行った。令

和３年度は12月現在で米子市内の公民館

で15回、境港市で２回行った。

２．毎月第３木曜日に米子市文化ホールで

「一般公開健康講座」を計画していたが、

令和２年度は１回、令和３年度は中止し

ている。対面での講演ができないので、

10分程度の講演動画をYouTubeに公開

している。

３．各会員による健康教育講演は、令和２年

度は19回、令和２年度は10回行った。

４．中海テレビで医師の出演による「健康ぷ

らざ（５分番組）」が放送されている。

　令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大の影

響により、講演等の中止が相次いだ。
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②健康医療相談

　鳥取県健康会館において、面談による健康医

療相談を毎月第１～４木曜日に行っている。第

１木曜日は精神科、第２及び第４木曜日は内

科、第３木曜日は整形外科で実施している。

　令和２年度は11件、令和３年度は１月現在で

７件の相談があった。

４．その他

　令和２年度、検診の重要性及び生活習慣を見直

すことなどについて県民への普及啓発を図るた

め、健対協予算を活用し、「がん予防に係る県民

向けの広報」としてテレビCMで啓発を行った。

この動画をコロナワクチン接種会場で放映する

等、活用してはどうだろうか、との意見があっ

た。診療所で放映することも可能である。鳥取市

のYouTubeチャンネルで視聴することができる。

活用方法について今後検討していく。

協　議

１．令和４年度事業計画（案）：

岡田委員長より説明

（１）健康教育事業

①日本海新聞健康コラム「保健の窓」を年間25回

掲載続行予定。

②日本海新聞健康コラム「健康なんでも相談室鳥

取県医師会Q＆A」を木曜日（月２回～３回）

に掲載続行予定。

③鳥取県医師会公開健康講座、生活習慣病対策セ

ミナー継続開催。

　新型コロナウイルス感染状況をみながら、開

催する予定であるが、動画配信を適宜組み合わ

せることも検討したい。

（２）地域保健対策

　「鳥取県がん症例対照研究」を継続実施。

（３）生活習慣病対策事業

　地区医師会の健康教育、健康医療相談を継続実

施。

健 対 協

■　日　時　　令和４年２月27日（日）　午前９時～午後３時45分

■　会　場　　富山国際会議場

■　参加者　　瀬口正史（オンライン参加）

第53回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会
若年者心臓検診対策専門委員会委員・ファミリークリニックせぐち小児科　　瀬　口　正　史

【ワークショップ１】

①富山県における学校心臓検診の取り組み

　昭和45年に富山市の委託事業として富山市医師

会心臓検診特別委員会が発足し、二次検診から心

電図導入による心臓検診を開始した。富山県内の

学校心臓検診受検対象者数は、毎年約10,000人前
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後で、過去17年間の平均受検率は99.4％と非常に

高い受検率である。令和２年度は新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴う休校等で検診時期が遅れ、未

受検者もやや増加した。

②特別支援学校における心臓検診の現状と課題

　スムーズに心臓検診ができるように、健診機関

から不要となった吸盤等を譲り受け、事前練習に

使用している学校がある。

③高岡市における学校心臓検診について─USB

メモリを用いた１次検診の実際─

　平成20（2008）年からスクリーニングを行う１

次検診に“富山市医師会デジタル解析システム”

が搭載されたUSBメモリを用いて、精密検診対象

者抽出を行ってきた。迅速に検診がすすみ、１次

健診担当医の負担軽減になっている。

④QT計測ソフトを用いた１次判定について

　心電計の微分法による自動解析のみで抽出する

と微分法でのQT時間はマニュアル計測よりQT

時間を長く計測することがわかっており偽陽性

による精密検査例が多くなることが問題である。

富山市ではQT計測ソフト	QTD-2Ⓡ（以下QTD2）

による接線法での自動計測でQT延長精査例を抽

出しており、５年間の結果を報告する。QTD-2

による計測値は医師の目視による計測値と良い相

関があり精度が高かった。多くの心電図を解析す

る必要のある学校心臓検診ではより正確に抽出す

ることが可能であり有用であった。

⑤学校心臓検診２次検診における心臓超音波検査

について

　１次検診で要精査と判定された児のうち、心臓

超音波検査をすれば異常かどうか判定できる症例

を全て２次検診に回した。２次検診に心臓超音波

検査を導入することによって、	IRBBBなどの３次

検診に回す症例数が激減し、その結果３次医療機

関の負担軽減になった。

【特別講演１】

①富山県内における最近の院外心原性心停止事例

報告

　16歳男児。これまでの心臓検診では異常なし。

運動中の突然の心停止事例。特発性心室細動の診

断でICD植え込みが行われた。後遺症なし。

　17歳男児。心臓検診での異常なし。全力疾走

直後の心停止。AED施工後脳低温療法施行され、

意識回復した。心電図ではV4-V6でのdeepQがあ

り、肥大型心筋症だった。

　15歳男児。教室移動中に急に心停止となった。

心肺蘇生とAEDにより意識回復。心電図にてJ波

を伴う早期再分極症候群だった。

②剖検からみた若年者の「予期せぬ死」

　2007年から2020年までに富山大学法医学講座で

剖検された６才から30才までの若年者事例は126

例（男性95例、女性31例）で、死亡の原因の内訳

は事故27例、自殺42例、病死34例、その他（他殺

または不詳）23例である。病死34例の内訳は、心

臓疾患24例、てんかん関連５例、消化器疾患２

例、代謝疾患２例（糖尿病性ケトアシドーシス）、

脳血管障害１例であり、その大半が生前未診断

で、明確な既往を有さない「予期せぬ死」であ

る。心臓疾患24例中、冠状動脈高度狭窄５例、心

筋炎１例、心筋症疑い３例（筋ジストロフィー２

例含む）が認められている。次世代シーケンサー

を用いた遺伝子解析では、軽微な病理組織学的異

常を伴う心筋症関連遺伝子を有する例を多数認め

てきた。この結果は病早期特発性心筋症が心臓突

然死の原因として重要なカテゴリーである可能性

が示唆された。

【特別講演２】

①学校心臓検診は突然死予防にどこまで有効か？

　若年者の突然死原因疾患は、心筋症（20%）、虚

血性心疾患（15%）、心筋炎（12%）、冠動脈起始異

常（10%）、不整脈（８%）、先天性心疾患（７%）

などである。不整脈源性右室心筋症（ARVC）は
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小児では稀な心筋症であるが、胸部誘導のT波が

逆転しており、V2からV3にかけて陰性が強くな

り、V4、V5で陽性になるT波の不連続を認める

場合には、ARVCの可能性が高い。J波症候群、

早期再分極に伴う特発性心室細動、カテコラミン

誘発多形性心室頻拍などは安静時心電図での発見

が困難で、心室細動を起こした時の自動体外式除

細動器（AED）や心肺蘇生による救命が最も重

要である。

②移行期医療と脳卒中循環器病対策基本法

　2017年には、小児期慢性疾患から指定難病への

健保対策が実現され、翌年には小児期慢性特定疾

患の移行期医療支援体制の構築にかかわるガイド

ラインに従い、全国８か所で移行医療支援コー

ディネーターの研修が始まった。2018年12月に

は、「脳卒中・循環器病対策基本法」が成立し、

「循環器病対策推進基本計画」が、2020年に閣議

決定された。2020年末からは都道府県協議会の設

置と「基本計画」の検討が始まり、都道府県を中

心に「都道府県循環器病対策推進計画」の策定、

実施を進めている。今回の基本計画には、生活習

慣や社会環境の改善を通じて生活習慣病の予防を

推進すると同時に、学校における教育を含めた子

供の頃からの循環器病に関する知識の普及啓発を

推進することが記載されている。小児期から将来

の循環器病に関する知識の普及・啓発を通じて、

将来の循環器予防につながると期待されている。

【ワークショップ２】

①高岡市小児生活習慣病予防健診の現状とこれから

　高岡市小児生活習慣病予防健診（たかおかキッ

ズ健診）は、市内の小４、中１を対象に毎年秋に

実施されている。二次検診抽出基準の特徴は、高

コレステロール基準にnon-HDLコレステロール

値を用いていること、給食直後の採血という条件

を利用して食後血糖値を測定していることであ

る。小児生活習慣病予防健診を全員に実施するこ

とは、子ども達の全体像把握や、肥満児のみなら

ず非肥満児からの疾患早期発見（ユニバーサルス

クリーニング）という観点からメリットが大きい

と考える。

②富山市における小児生活習慣病予防検診“すこ

やか検診”20年の推移と新たな課題

　富山市では小児生活習慣病予防検診“すこやか

検診”が平成６年に創設された。	対象は小学４

年生と中学１年生で、生活習慣調査、体位測定そ

して脂質検査からなる。肥満度は平成28年まで２

～５％小中男女とも緩徐に改善してきていたが以

後上昇に転じている。HDLコレステロールはこ

こ５年間の増加がみられる。

③富山市教育委員会の取り組み「すこやか教室

（事後指導会）」について

　すこやか検診の事後指導である「すこやか教

室」では、検診の結果に基づき、「要医療」「経過

観察」「生活指導」と判定された児童生徒とその

保護者を対象に、専門医による講演、運動指導の

ほか、医師と栄養士による個別相談を行う等、生

活習慣の改善を図るため総合的な指導を行ってき

た。

④ライフステージからみた小児メタボリックシン

ドローム─すこやか検診の事後対応─

　平成21～27年に中学１年（n＝24,714）を対象

とした富山市すこやか検診では小児メタボリック

症候群の指標の血清HDLC値は肥満度進行に伴い

低値域への偏位、TG／収縮期血圧／GPT値は高

値域への偏位が明らかで、肥満と生活習慣病危険

因子との密接な関連が示唆された。シンプルな食

事、行動目標のサンプルなどを提示して本人と家

族で生活指導を積極的に行っている。

⑤新しい小児生活習慣病予防健診

　小児肥満症判定基準は、2014年に改定され、小

児肥満症診断基準の名称に変わり、小児肥満症診

療ガイドラインに掲載されている。杉並区では、
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2019年から東京都予防医学協会の協力のもと、腹

部肥満や成人型２型糖尿病、非アルコール性脂肪

性肝疾患の早期診断早期介入を目的とした新しい

小児生活習慣病予防健診システムを構築し、小児

生活習慣病予防健診に導入した。

健 対 協

　平素より県のがん対策につきましては、格別の御高配をいただき、厚くお礼申し上げます。

　平成28年より全国がん登録が開始され、届出をいただいておりますが、登録精度向上と届出情報入力の

考え方の統一性を図ることを目的に、例年実務者の方を対象とした研修会を開催しておりますが、今年度

は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、開催ができない状況のため、昨年度同様資料の配付を

もって開催に代えさせていただきます。

　下記よりダウンロードができますので、ご活用ください。

https//www.kentaikyou.tottori.med.or.jpの全国がん登録

１～２．全国がん登録の対象と解説	（PDFファイル	1.7MB）

３．がん情報サービス	 （PDFファイル	0.5MB）

４．全国がん登録届出支援	 （PDFファイル	4.3MB）

５．問い合わせ票について	 （PDFファイル	1.3MB）

６．遡り調査について	 （PDFファイル	0.3MB）

７．お知らせ機能について	 （PDFファイル	0.6MB）

令和3年度全国がん登録研修会についてのお知らせ

日医標準レセプトソフト（通称：ORCA／略称：日レセ）
日医による日医会員のためのレセコンソフト

ホームページアドレス

　https://www.orca.med.or.jp/
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	　 インフルエンザ定点数	 （12）	 （6）	 （11）	 （29）	

	１　インフルエンザ	 0	 0	 1	 1	 ─

	　　　 小児科定点数	 （8）	 （4）	 （7）	 （19）	

	２　咽頭結膜熱	 7	 7	 6	 20	 −17％

	３　A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	 122	 2	 53	 177	 −5％

	４　感染性胃腸炎	 136	 111	 106	 353	 −7％

	５　水痘	 2	 3	 5	 10	 −71％

	６　手足口病	 13	 55	 70	 138	 −34％

	７　伝染性紅斑	 0	 0	 1	 1	 ─

	８　突発性発疹	 6	 4	 5	 15	 −32％

	９　ヘルパンギーナ	 2	 10	 5	 17	 −63％

	10　流行性耳下腺炎	 0	 0	 1	 1	 ─

報告患者数（4．1．3～4．1．30）

区　　　　　分 東部 中部 西部 計 前回比
増　減

	11　RSウイルス感染症	 3	 1	 0	 4	 ─

	　　　　眼科定点数	 （2）	 （1）	 （2）	 （5）	

	12　急性出血性結膜炎	 0	 0	 0	 0	 ─

	13　流行性角結膜炎	 1	 0	 2	 3	 0％

	　　　　基幹定点数	 （2）	 （1）	 （2）	 （5）	

	14　細菌性髄膜炎	 1	 0	 0	 1	 0％

	15　無菌性髄膜炎	 1	 0	 0	 1	 ─

	16　マイコプラズマ肺炎	 0	 0	 0	 0	 ─

	17　クラミジア肺炎（オウム病を除く）	 0	 0	 0	 0	 ─

	18　感染性胃腸炎（ロタウイルスによるものに限る）	 0	 0	 0	 0	 ─

	　　　合　　　　　計	 294	 193	 255	 742	 −18％

区　　　　　分 東部 中部 西部 計 前回比
増　減

鳥取県感染症発生動向調査情報（月報）
鳥取県衛生環境研究所

（R４年１月３日～R４年１月30日）
１．報告の多い疾病
（インフルエンザ定点29、小児科定点19、眼科
定点５、基幹定点５からの報告数）

（単位：件）
　１　感染性胃腸炎	 353
　２　A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	 177
　３　手足口病	 138
　４　咽頭結膜熱	 20
　５　ヘルパンギーナ	 17
　６　その他	 37
	 合計　742

２．前回との比較増減
　全体の報告数は、742件であり、18％（164件）
の減となった。

〈減少した疾病〉
　ヘルパンギーナ［63％］、手足口病［34％］、感
染性胃腸炎［７％］、A群溶血性連鎖球菌咽頭炎
［５％］。
３．コメント
・新型コロナウイルス感染症は、オミクロン株
を中心とした第６波に入っています。世代時
間（ある患者が感染してから二次感染を起こ
すまでの時間）2.6日、潜伏期間2.9日（中央

値）と短く、感染も急拡大しており、これま
での流行期に比べ非常に多くの感染事例が確
認されています。小児の感染も多く見られ、
高齢者の割合も増加しており、全年齢層で感
染するおそれがあります。
　オミクロン株は比較的軽症とされています
が、高齢者が感染すると元々の疾患の増悪や
環境の変化による体調悪化などがみられる
ケースがあります。ワクチン未接種（１、２
回目）の成人では、症状が強く出る傾向にあ
り、高齢者では重篤になるケースもみられて
おり、ワクチン接種を受けることが大切です。
　また、オミクロン株以外にも、県内ではデ
ルタ株も依然として確認されています。引き
続き、県内、県外往来を問わず、マスク着
用、手洗い、換気など基本的な感染対策を継
続して実施するとともに、少しでも体調が悪
い時は休暇を取り、かかりつけ医など医療機
関にご相談ください。
・Ａ群溶血性連鎖球菌咽頭炎は、東部地区にお
いて患者報告が続いており、注意が必要です。
・手足口病及び感染性胃腸炎は減少傾向です。
・昨シーズンに続き、今冬もインフルエンザの
報告はほとんどありません。

感染症だより
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　精根を使い果たしたとは言わないが、２月号の
フリーエッセイにかなりエネルギーを使ったの
で、今月は慣れたテーマの「言葉の遊び」にさせ
ていただく。
　ANAクラウンプラザホテル米子の喫茶はカタ
カナで「アトリウム」。ここでランチを食べてい
た時、“Atrium”に何か「？」を感じ、帰宅して
から調べた。辞書には、「Atrium：（１）〔古代
ローマ建築の〕中庭、（２）【医】心房」と載って
いる。
　インターネットで、「atrium	日本語」と入れる
と、「アトリウム」と出る。もはや日本語かと思
うが、“atrium”の発音は「エィトリアム」に近
い。しかし、英語の発音に忠実に従い、「エィト
リアム」と改名すると、「間違いでは」の指摘が
殺到するかもしれない。
　カタカナの「メリハリ」には漢字があり、日本
語であることは指摘したが、朝日新聞は社説の題
に使い、NHKはテレビの字幕で使ったので、違
和感のあるカタカナ日本語かと思うようになっ
た。同じような例は「カラクリ」、「ボヤ」があ
り、それぞれ「唐繰」「小火」の漢字がある。純
日本語のカタカナ化としても、語源が日本語であ
ることを知る人は少ない。
　２月10日（木）の午前７時45分から、NHK総
合テレビで広島から中国地方のニュースを伝え
た。その時「節分草」の漢字字幕があり、何か
「ホッ」とした気分になった。「セツブンソウ」で
は味気ない。ちなみに、広島県庄原市総領町はこ
の花の名所らしい。
　日本で国鳥とされるのが「キジ」、国花とされ
るのは「菊」、国蝶とされるのが「オオムラサキ」、
国石とされるのは「翡翠」となっているが、法律
ではなく、関係学会が決めたものである。これら

カタカナ語と菓銘

特別養護老人ホーム　ゆうらく　　細　田　庸　夫

のカタカナ名には、それぞれ「雉」「大紫」の漢
字がある。
　以前にも載せたが、NHKのホームページには、
次のように載っている。「動物や野菜を含む植物
を表す漢字が常用漢字にあれば漢字、なければひ
らがなで書きます。学術的な場合はカタカナで書
きます」。このNHKの鳥取地方ニュースで、紹介
字幕は「シバザクラ」で、芝桜ではなかった。
　難しくて興味深いのは動物名である。「キリン」
の漢字は「麒麟」が当てられるが、これは中国の
神話動物で、諸獣を生んだ生物とされる。カタカ
ナの「ジラフ」が使われることは稀である。「ラ
イオン」の中国名は「獅子」であるが、これも想
像上の動物である。
　「ゴリラ」の日本語は、そのままカタカナとな
るが、中国語では「大猩猩」。「猩猩」は中国の架
空の動物である。ちなみに「チンパンジー」は
「黒猩猩」となる。何か、中国の長い漢字の歴史
を感じる。
　「ナイター」は和製英語で、プロ野球では段々
「ナイトゲーム」に置き換わっているが、わたし
は傑作造語と思う。夜間営業等で、かなり使われ
ている。
　和菓子名の美的表現を「菓銘」と言う。四季に
拘った京都の和菓子番組を見て、菓銘に興味を
持った。「琥珀」は宝石に似せた菓子で、京都に
は「木の芽琥珀」や「花紫蘇琥珀」等が、季節限
定の「菓銘」で売られる。ちなみに、松江市の
「若草」は、季語の晩春だけでなく、一年中賞味
出来る。
　和食も献立の中に旬の食材名があれば食欲が沸
く。春には筍、菜の花、鰆。夏の茄子、トマト、
飛魚。秋になれば栗、松茸、秋刀魚。そして冬は
大根、蕪、鮭等。
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　秋田新幹線の開業後初めて終日運休するほどの

大雪が降った2006年の春に12年間乗り古した前輪

駆動車を諦め、寒冷地仕様の四輪駆動車に替え

た。翌年１月４日に積雪を気にしながら愛車を青

空駐車したまま秋田を離れ、米国アトランタ空

港経由で赤道（スペイン語でEcuador）直下に位

置するエクアドルに向かった（写真左、赤道記

念塔）。首都キトは標高2,500ｍ前後にあり、重い

荷物を運んだり身体を激しく動かすと、「高山病

か？」と錯覚する息切れを感じた。さらなる圧巻

は万年雪の残る標高5,896ｍのコトパクシ山の麓

（約4,500ｍ）に行った時のこと、一歩一歩足を前

に運ぶ度に心臓がドクドクと高鳴った。

　キト市内から100㎞ほど離れた田舎町タバクン

ド（標高2,800ｍ前後）では、気温が一年中12～

14℃（夜は５℃位）であり、輸出用バラがあちこ

ちのビニールハウス内で栽培されている。バラは

虫がつきやすく、農薬散布は日常茶飯事である。

農薬の多くは有機リン系殺虫剤であり、中毒症状

として倦怠感、頭痛、めまい、吐き気を起こし、

重症の場合には縮瞳、意識混濁、けいれん等の神

赤道直下の国

八頭町　　村　田　勝　敬

経症状が出る。この地を訪れたのは、バラ栽培に

従事している母親から生まれた子どもへの健康影

響を評価するためであり、私の担当は７歳児92名

の神経生理学的検査であった（写真右）。この調

査では、有機リン系殺虫剤による胎児性影響が神

経行動検査で確認されたが、私の測定した視覚誘

発電位潜時、聴性脳幹誘発電位潜時、心拍変動に

は統計的に有意な毒性影響を観察することはでき

なかった（Environ	Health	Perspect	2010	 ;	118	 :	

890−896）。

　この調査に参加することで常春の地に３週間近

く滞在することができた。また、キト近くにある

インカ帝国跡地や熱帯雨林気候で湿度の高いジャ

ングルにも行くこともできた。残念ながら、エク

アドル国内とは言え、ガラパコス諸島は調査対象

に含まれていなかった。

　2007年１月末に秋田に戻り、直ちに車を確認し

た。幸い、大雪で愛車の天井が潰れることはな

く、ホッとした。冬の鳥取でそこまで想像する人

はいないだろうが……。
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　家康からの初めての「国書」を偽書と断じなが
らも交渉を進める事にした朝鮮は、1607年に回答
の使節を日本に送ります。この使節は「家康の国
書」に対する返書を携えていましたが、その返書
を直接家康に渡さずに対馬側へ預けた（あるいは
対馬が要請して預かった）様で、対馬はこの返書
も改ざんします。何故なら、朝鮮の返書は対馬に
よる「偽書」の内容に対するもので「家康の原
本」とは辻つまが合わなかったからです。
　対馬はこの様に日朝交渉を進める為の工作を行
いながら、一方では相変わらず朝鮮人捕虜の送還
にも尽力していました。これらの「努力」を朝鮮
も認めて1609年に対馬との交易などを再開する
「約条」を交わします。（但し、完全に元通りにで
はなかった様ですが。）
　ここまで来れば日朝交渉の本体も終了かと思う
のですが、朝鮮は家康の要求する「通信使」の
派遣をなおも渋り、使節名を「回答使兼刷還使」
（日本の「国書」に返答して朝鮮人捕虜を連れ帰
る使節）に止めます。この理由は参考本には明記
してないのですがその他の記述から推測すると、
交渉の中で日本（対馬・家康）が①対馬の使節を
釜山で応接するのではなく漢城（現ソウル）で国
王に謁見させてほしい、②家康の使節が明都へ行
く為に朝鮮を通らせてほしいとそれぞれ要求した
事、および、③対馬の改ざんした文書ではなく家
康の原本では書式（人名・肩書・称号・年号な
ど）がどうなっているのかが不明な事、が理由
だったのではないかと想像します。
　このうち①については、朝鮮側は家康が本当に
秀頼と距離を置いて朝鮮への再々出兵を考えてい
ないのかなお懸念が拭えず、その為①の様な要求
は実は朝鮮の内情を探るつもりではないかと疑っ
たと言われています。同様に②は秀吉が出兵前に
朝鮮に対して命じたのと全く同じ文言であり、更
に朝鮮の疑念を刺激したとされます。

地図の上に線を引く（42）

上田病院　　上　田　武　郎

　この様な疑いは少なくとも1615年の大坂夏の陣
までは続いたと思われますが、その翌年に対馬の
使節が豊臣家の滅亡を朝鮮に伝えた上で「これは
家康が朝鮮の為に滅ぼしたものである」と説明し
たので、朝鮮側もほぼ了解したとあります。
　残るは③です。「通信使」ならば当然対等の関
係ですから、それにふさわしい書式を朝鮮は要求
するのですが、その際に最も重視したのが前回パ
スした「国王」号です。朝鮮は中華秩序を受け入
れた国です。中華秩序においては「皇帝」は中国
皇帝ただ一人で、従属国や更に外側の化外の国の
支配者は全て「国王」と呼ばれます。従って「朝
鮮国王」の国書の相手は「日本国王」でなければ
ならない、という理屈です。それに加えて、例え
ば会社間の契約文書で自社が社長の署名なのに相
手が副社長の署名というのはいかがなものか、と
いう様な事もあった様です。
　これに対して、日本側に「国王」号を拒む雰囲
気が強かったのには様々な理由付けがあった様で
やはり触れるのが面倒です。再びパスしますがい
ずれにしても毎回対馬側が書き直していたという
事は、裏返すと家康の原本では一度も「日本国
王」と書かれた事はなかったのでしょう。
　ところで、国王号を頑なに拒むのは家康の本意
だったのでしょうか？　朝鮮との復交とその先の
明との勘合貿易の復活に強い意欲を見せていた家
康としてはむしろ不本意な部分もあったのではな
いでしょうか？
　そもそも「家康の国書」と言っても、国内向け
の文書の様に自筆あるいは忠実な祐筆に書かせた
ものではありませんでした。漢文即ち当時の国際
語だった中国語で書かねばなりません。実際に
「国書」を筆を取って作ったのは漢文に通じた京
都五山の禅僧でした。そして五山の禅僧というの
は室町幕府の頃から「日本国王」号拒否の急先鋒
でした。
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私の私の
一冊一冊
シネマシネマ

私の私の

「彼方への挑戦」
米子市　佐古眼科医院　　佐　古　博　恒

　世界中の強者が集まるアメリカPGAツアーに

参戦し、これまでに日本人最高の８勝をあげたプ

ロゴルファー松山英樹選手を注目している。身長

181センチ、体重90キロの堂々たる体躯から繰り

出されるショットは、ワールドクラスである。日

本人アスリートが世界の強敵に伍して戦う姿を見

るのは血沸き肉躍る。昨年はMBLでエンジェル

スの大谷翔平選手が投打に活躍し、その爽やかな

人柄にも魅了された。一方、松山は素晴らしい成

績を残しても、桁外れの鈍感力とも言われたメ

ディア対応で素っ気なく不遜にも見える。いまの

ところ国民的ヒーローというイメージはない。よ

くアスリートの心技体が問われるが、私は松山の

心の奥底にひそむものが知りたかった。

　大学生でプロの試合に勝ち、在学中にプロ転

向、プロ１年目に全米オープン、全英オープンで

トップ10に入り、2014年より念願のPGAツアー

に本格参戦した。それ以降、PGAツアーランキ

ングトップ30で競われるツアー選手権に８年連続

出場し、今は正に看板スターとなった。2016年に

は国内外を飛び回って、10月から５試合に優勝し

て松山時代到来かと期待されたが、連戦により以

前痛めた左手の親指が悪化しスイングが崩れた。

スイングスピードが物凄く速いので支点となる左

親指にとんでもない負荷が加わるそうだ。2017

年以降、痛みが繰り返し、不安な毎日が続いた。

100％自信を持ってボールを打てなくなり、自ら

をネガティブの塊と評し心技体のバランスを崩し

た。松山は外見から想像できないデリケートな精

神の持ち主であり、根拠のない結果に自信を持つ

ことはできなかった。松山はPGAの中でも練習

量が豊富な選手と言われたが、心中の不安を解消

するため毎日球を打ち続ける姿が浮かんだ。その

努力が実り、昨年マスターズで日本人として初め

て優勝した。幼いころより憧れた大会であり、19

歳で初出場しアマチュア選手の中で最高の結果を

収めた。その華やかな大会で世界の一流プレー

ヤーを目の当たりにして、ここが自分の居場所と

覚悟を決めたようだ。プロ入り後も一番勝ちたい

試合はマスターズと公言し、努力を積み重ね夢を

実現させた。目標達成し燃え尽きたかと思いき

や、現在はるか彼方に高い目標が見えたらしい。

プロとして結果を残すことが一番重要である。メ

ディアに塩対応といわれてもマイペースで松山節

を貫き通し、更なる挑戦を続けてほしい。これか

らも松山英樹選手から目が離せない。まずは、今

シーズンのマスターズ連覇を期待している。

彼方への挑戦
松山英樹　著（徳間書店）
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「最後の挨拶 His Last Bow」
米子市　錦海リハビリテーション病院　　井　後　雅　之

　“あたりには深くて白い霧がたちこめはじめる。

たちまちリブロがいるこの部屋は、ヴィクトリア

時代のロンドンにはやがわりした。そこでは、も

うとっくのむかしに死んでしまった人たちが、み

んな生きていた。リブロの目の前、ここに、生き

ていた。”（p.11）

　シャーロック・ホームズ物語を読んだことのな

い人でも彼の名前を知らない人はまずいないで

しょう。聖書の次によく読まれていると言われて

います。私も中学生の頃に「冒険」を読んでから

いわゆる正典（canon；Conanのアナグラムでも

あるそうです）を読み通し、その後もホームズ物

語とそれに関連する話題は人生の折々に影のよう

に立ち現れてきました。推理小説物やシャーロッ

キアンの著作はもちろん、ドイルのこと、イギリ

スの風土、歴史、文化、イギリス人の考え方、19

世紀末という時代について、英語について、等々。

様々なテーマが次々に興味を掻き立て飽きること

のない広がりを示してくれます。そもそも自分が

医学に向かったのも高邁な志とは遠く、病気の診

断過程を楽しみたいという不埒な動機が一因かも

しれません。

　そのような連鎖の中で、本屋でたまたま手に

取った本の一つです。小林　司（と東山あかね）

はホームズ物の翻訳や多くのホームズ関連書籍を

著し、日本シャーロック・ホームズ・クラブの生

みの親であり、エスペランティスト、また精神医

学者でもあって、「生きがいとは何か」（NHKブッ

クス、1989）を読まれた方も多いかと思います。

40代半ばからは夫婦でホームズ翻訳に専念された

そうです。2010年に81歳で亡くなっていますが、

この本は司とあかねの娘さん（漫画家、小説家）

が司の死から10年を経て彼をめぐるファミリーヒ

ストリーを紡いだもので、ドイルやホームズのオ

マージュも散りばめられ、時空を超えて場面が変

化し不思議な詩的な味わいのある中編でホームズ

物の愛読者には楽しい一冊です。

　最近、NHKBSプレミアムでグラナダTVのホー

ムズ・シリーズが再放送されていますが、原作を

読んでから観るのが目下の私の楽しみとなってお

り、この方法で10倍楽しめること請け合いです。

日本の時代劇でこれほど精巧で微細な時代考証を

持った作品が出来るでしょうか。

　なお、ホームズ物語を再度読み直したい方は、

小林　司／東山あかね訳、シャーロック・ホーム

ズ全集、河出文庫で如何でしょうか。

最後の挨拶 His Last Bow
小林エリカ　著（講談社）
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地区医師会報だより

１．はじめに

　筆者は1980年に医師になり、1994年まで鳥取県
中部医師会の会員として診療に従事してきた。呼
吸器の形態機能に興味を持ち、診療の傍ら、肺の
３次元構造に関する研究を行なっていた。先人
の文献を読み、肺標本の形態計測に集中した結
果、肺の立体モデルをコンピュータで作れるはず
だ、との確信（妄想？）を抱いた。モデルが作れ
たら、疾患によって構造がどう変化するか、どの
ような診断治療が可能か、といった臨床的な問題
がコンピュータでシミュレートできるはずだ、と
夢（妄想？）はどんどん広がった。しかし、コン
ピュータモデルを作るには、プログラミングのス
キルが必須で、物理数学の基礎知識も必要であ
る。とても診療の合間にクリアできる課題ではな
い。そこで、中部医師会を退会して工学系の大学
院で学び、以来、今日まで「計算呼吸器学」の研
究に全集中している。
　講演タイトルは爆発的なヒットで社会現象を巻
き起こしたアニメ映画「鬼滅の刃」にあやかった
タイトルである。silicoは、計算機（silicon	tips）
を用いた医学研究の意味である。昨年から今年に
かけて、同じタイトルの連載記事を医療系ウェブ
サイト「エムスリー」に執筆させていただいた。
「鬼滅の刃」のご利益に加えてコロナ禍で呼吸器
疾患に対する関心が集まったことで、多くの読者
に閲覧していただいた。エムスリーの記事が松田
隆先生のお目にとまり、ありがたいことに中部医
師会での講演の機会を賜った。講演では以下の３
つの項目について私見を述べた。

２．新型コロナ肺炎の知られざる真実

　新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）は大気中

鳥取県中部医師会報　№97　

に浮遊する微小なエアロゾルとして吸入されて肺
胞に到達し、Ⅱ型肺胞上皮細胞に感染することで
間質性肺炎をひき起こす。肺炎が進行し重症化す
るとARDS（急性呼吸窮迫症候群）に陥る。Ⅱ型
肺胞上皮細胞は、肺胞の虚脱を防ぐ肺サーファク
タントが産生・分泌される体内で唯一の細胞であ
る。間質性肺炎は肺胞壁が炎症によって肥厚する
肺炎とされているが、肺胞壁の変化をライブで観
察することは動物実験であっても技術的に不可能
なので、「肺胞壁の肥厚」という所見は異なるサ
ンプルの病理組織像を組み合わせて得られた推論
である。
　筆者の肺胞４Dモデル（＝動的３Dモデル）に
よると、間質性肺炎やARDSで肺胞壁の肥厚とさ
れている所見は、虚脱した肺胞の壁が折り重なっ
ているのを誤解釈したものであり、様々な実験論
文の観察事実と合致している。すなわち、新型コ
ロナ肺炎は、Ⅱ型肺胞上皮細胞のウイルス感染に
よって肺サーファクタントが欠乏することで生じ
る「肺胞虚脱性肺炎」で、肺胞虚脱が原因で高度
の低酸素血症に陥る。
　ARDSは現在、「肺血管の透過性亢進が原因で
生じる非心源性の肺水腫」とされているが、1960
年代には、RDS（新生児の呼吸窮迫症候群）と同
様に肺サーファクタント欠乏が主たる原因とみな
されていた。半世紀の混乱を経て、間質性肺炎と
ARDSに関する学界の認識は、抜本的な修正を迫
られている。

３．COPDの不都合な真実：「気流閉塞」はどこ

で起こる

　呼吸機能検査で１秒率が70％未満であると、
COPD（慢性閉塞性肺疾患）と診断され、「気流

全集中 silicoの呼吸
─新しい呼吸器学を日本から─

東京農工大学工学部生体医用システム工学科　客員教授　　北　岡　裕　子
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閉塞」があるとされる。COPDの病態は従来、末
梢気道閉塞が原因とされてきたが、呼吸機能検査
の教科書には「末梢気道はサイレントゾーンであ
り、末梢気道の病変は１秒率では検知しがたい」
と書かれている。COPDの「気流閉塞」はいった
いどこで起こるのか、はっきりとしたことは書か
れていない。
　実は、COPDにおいて最大努力呼気中に狭窄す
るのは、縦郭内気道（＝胸郭内気管、両側主気管
支、右中間幹）である。縦郭内気道の後壁は軟骨
を欠く膜様部からなり、この部が内側に陥入して
虚脱する。この現象は、1963年にすでにシネ気管
支造影画像とともに胸部外科学会誌に報告されて
おり、筆者らは４DCTで同様の所見を確認した。
気管虚脱は、⑴高速の気流（＝乱流）が通過して
内腔が負圧になる、⑵呼気努力によって胸腔内圧
が陽圧になる、⑶過膨張した肺によって気道外壁
が圧迫されている、の３つの条件が満たされて起
こる。
　従来の末梢気道閉塞仮説では、末梢気道の拡張
効果のない吸入抗コリン剤がb2刺激剤よりも有
効であることや、肺容積減量術が短期間であれ１
秒量を増加させることに対して、明確な説明がで
きていない。これらの治療は縦郭内気道の虚脱を
軽減する効果があり、それによって１秒量を改善
させる。

４．偉大なる横隔膜：哺乳類と人類の進化の立役者

　哺乳類は、胎生と乳による保育を特徴とする脊
椎動物の綱と定義されている。しかし、卵生の哺
乳類もあり、母乳は成長に必須ではない。一方、
体腔を胸腔と腹腔に完全に分離する横隔膜を持つ
のは哺乳類だけである。横隔膜はすべての哺乳類
が持ち、その欠損は致死的である。哺乳類は「横
隔膜類」である。横隔膜によって進化した哺乳類
の「肺胞肺」は、酸素摂取効率において鳥類（お
よび恐竜）の肺に劣る。しかし、鳥類型の肺の気
流路の最小径は数㎜であるため、吸入粒子の沈着
による傷害が起こりやすい。大気中の酸素濃度が

一定以上であれば、サステナブルな肺を持つ哺乳
類が生存に有利であることは明らかである。恐竜
絶滅後に哺乳類が地上の覇者になったのは横隔膜
が作り出した「肺胞肺」のおかげである。
　ヒトが他の哺乳類と際立って異なる特徴は２足
歩行と言語能力である。呼気とともに発せられる
音声言語には呼気流の調節が不可欠であり、その
調節は腹筋群の収縮による横隔膜の位置の制御に
よって行われる。その場合、横隔膜の運動方向を
重力の方向と一致させると最も精緻な呼気流の制
御が実現する。すなわち、ヒトの２足歩行は、移
動中も言語による高度の情報交換を可能にするべ
く選択されたと考えられる。
　この仮説に基づくと、言語中枢がほとんどのヒ
トで左側に存在することが説明できる。横隔膜の
下方に位置する腹部臓器は左側が管腔臓器の胃で
あるのに対して右側は充実性臓器の肝臓であるか
ら、腹筋の収縮がより忠実に伝達されるのは右側
の横隔膜である。腹筋の収縮と呼気流の制御と構
音のタイミングが一致して意味のある発話が成立
する。右横隔膜の位置情報が優先的に言語回路に
組み入れられることが、言語中枢が左側にある理
由と考えられる。

５．おわりに

　古代ギリシャ人は「魂は横隔膜に宿る」と考え
ていたという。彼らは発話時の横隔膜の動きを
知っていたのではないだろうか。近代西洋医学で
はSchizophreniaという病名にその痕跡があるだ
けだが、アジア諸国では現代も腹筋を重視した呼
吸法が受け継がれている。近代西洋医学が見失っ
たヒトの呼吸の本来の意味を取り戻し、計算科学
的手法を取り入れた新しい呼吸器学を日本から世
界に発信すべく、今後も微力を尽くしたいと思
う。
　研究を続ける中で、中部医師会員としての臨床
経験が多いに役立った。支えてくださいました皆
様にこの場を借りて厚くお礼申し上げる。
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東から 西から 地区医師会報告

東　部　医　師　会

広報委員　松　田　裕　之

　３月５日啓蟄、少しずつ日が長くなり、もう直

ぐ春の予感。新型コロナウイルス感染症の第６波

は、ピークを過ぎ減少に転じてきましたが、減少

のペースが小幅で、先の見通しが不透明な状況で

す。目下の話題の首位は、ロシアによるウクライ

ナへの侵略です。決して許されることのない暴挙

です。

　東日本大震災から早11年、１日でも早い復興を

と願うものです。

　４月の行事予定です。

12日　理事会

20日　第550回鳥取県東部小児科医会例会

［CC：19（0.5単位）．28（0.5単位）．

　53（0.5単位）．61（0.5単位）］

25日　鳥取県東部医師会学術講演会

［CC：74（1.0単位）］

　　　「（仮）高血圧治療の現状と課題～新

たな選択肢とは～」

玉島中央病院　循環器内科

　部長　三好章仁先生

26日　理事会

　　　会報編集委員会

※カリキュラムコード（CC）、単位が分かるもの

のみ記載しております。

　２月の主な行事です。

３日　令和３年度第２回胃がん内視鏡検診検討委

員会

４日　鳥取県東部在宅医療・介護連携研究会　第

26回事例検討会

８日　理事会

10日　鳥取県東部医師会認知症研究会第59回症例

検討会

14日　東部地域脳卒中等医療連携ネットワーク研

究会第39回合同症例検討会

16日　第２回不整脈と心不全を考える会

　　　「心不全はインターベンションの時代へ　

心不全に対する新たな治療戦略とは！？」

横浜南共済病院　循環器内科

　総括部長　鈴木　誠先生

　　　第548回鳥取県東部小児科医会例会

17日　鳥取県東部医師会学術講演会

　　　「COVID-19とアレルギーの最新情報」

国立成育医療研究センター免疫アレル

ギー・感染研究部　部長　松本健治先生

18日　令和３年度第２回主治医意見書研修会

　　　「認知症の多様な病態の理解と対応～介護

保険サービスとの連携を踏まえて～」

鳥取大学医学部脳神経医科学講座神経内

科学分野　助教　村上丈伸先生

21日　令和３年度小児救急地域医師研修会

　　　「小児科外来で遭遇する外因性疾患の初期

対応」

鳥取県立中央病院　小児救急集中治療科

　医長　後藤　保先生

22日　理事会

　　　会報編集委員会

24日　第３回かかりつけ医認知症対応力向上研修会
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　　　「認知症の画像診断」

鳥取県立中央病院　放射線科部長

　松末英司先生

25日　救急医療懇談会

28日　鳥取県健康対策協議会東部肺がん個別検診読

影委員会・東部医師会肺がん検診検討委員会

中　部　医　師　会

広報委員　森　廣　敬　一

　日本勢のメダルラッシュに沸いた北京冬季オリ

ンピックが２月20日閉幕しました。スノーボード

で金メダルを勝ち取った平野歩夢選手のトリプル

コーク1440はとても人間技とは思えない程すご

かったですし、女子の岩渕麗楽選手の大技挑戦に

は世界の称賛が集まりました。フィギュアスケー

トの羽生結弦選手の前人未到の４回転半ジャンプ

も感動ものでした。ただカーリングなど、観てい

て何となくルールが判る位で冬季競技はなじみが

薄く、あまり観ませんでした。今大会はドーピン

グや不可解な判定が物議を醸すなど、むしろ競技

以外の出来事に注目が集まりました。フィギュア

スケートのカミラ・ワリエワ選手が昨年２月ロシ

アでドーピング検査で陽性となっていたことが大

会中に発覚しましたが16歳未満であることなど

を理由に出場が認められ、バンクーバー五輪金

メダリストのキム・ヨナ選手がインスタグラム

に「ドーピングに違反した競技者は競技に参加で

きない。この原則は例外なく守られなければなら

ない。すべての選手の努力と夢は等しく尊い。」

と記されました。米国の選手も「一般論として、

ドーピング選手と競うのは公平ではない。」と指

摘。重圧のかかったワリエワ選手はフリーで崩れ

て４位に終わり後味の悪い結果となりました。

　スキージャンプの高梨沙羅選手は混合団体で個

人ノーマルヒルと同じスーツが規定違反とされ失

格となりました。女子20選手中強豪国の女子５選

手がスーツの規定違反で失格となり、まさしく異

常な競技破壊でした。高梨選手は「私の失格のせ

いで皆の人生を変えてしまった」と悲痛な叫びを

投稿なされ、何とも悲しい出来事でした。

　またオリンピックがこれだけ政治利用されたの

も過去になかった気がします。平和の祭典である

はずが、米中対立に加え、大会期間中にウクライ

ナを巡る軍事的な緊張が高まり、ウクライナの男

子選手が競技直後、戦争に反対するメッセージを

示す場面がありました。人権問題への抗議で多く

の国が開会式を外交的ボイコットした中、ウイグ

ル自治区出身の女子選手が聖火リレーの最終ラン

ナーを務めたり、五輪への参加が禁じられている

のに「開催国首脳の招待」による例外でウクライ

ナ問題の渦中にあるプーチン大統領が開会式の貴

賓席に座りました。これで中・ロ主導による五輪

外交の舞台ができました。国家ぐるみのドーピン

グ問題で主要国際大会への国としての参加が禁じ

られながら「ROC（ロシア五輪委）」の名称でロ

シアの参加もIOCは認めてしまいました。また、

バッハ会長が中国元副首相に性的関係を強要され

たと訴えた女子テニス選手と食事や観戦を重ね、

「選手の安全」を強調して中国に対する媚態がみ

えました。北京にバッハ会長の銅像が建てられた

くらいです。オリンピックは政治的、宗教的、人

権的な宣伝活動は認められていません。それにも

かかわらず政治色があちこちににじみ出て競技が

かすんでしまったような大会でした。今後コロナ

禍克服の期待とともに国の過干渉や政治対立から

スポーツを切り離し、フェアで健全な競技を世界

中の人々が純粋に楽しむ舞台を用意していただき
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たいと思います。

　４月の行事予定です。

４日　定例理事会

11日　定例常会

　　　「地域医療について家庭医療の視点か

ら考える～行動科学分野を中心に～」

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

高齢者総合医療講座

　助教　大村大輔先生

［CC：4（１単位）］

18日　胸部疾患研究会・肺癌検診症例検討会

［CC：11（１単位）］

19日　講演会　WEB配信

　　　「糖尿病のリスクマネジメント」

愛知医科大学　糖尿病内科

　教授　神谷英紀先生

※カリキュラムコード（CC）、単位が分かるもの

のみ記載しております。

　２月の活動報告を致します。

２日　生涯学習委員会

７日　定例理事会

15日　講演会　WEB配信

　　　「慢性腎臓病と心疾患のかかわり　基本的

治療戦略について」

鳥取大学医学部附属病院

　腎臓内科　片山拓治先生

　　　「心腎連関にSGLT2阻害薬を活かす」

山口県済生会山口総合病院

　循環器内科部長　國近英樹先生

18日　定例常会

　　　「不眠治療の基本：有効性と安全性のバラ

ンスを考える」

倉吉病院　院長　兼子幸一先生

24日　かかりつけ医認知症対応力向上研修会・主

治医研修会　WEB配信

　　　「介護保険制度と主治医の役割～サービス

をうまく導入し活用するために～」

藤井政雄記念病院

　診療部長　森　望美先生

　　　「私の認知症治療について」

片山内科クリニック

　院長・医学博士　片山禎夫先生

西　部　医　師　会

広報委員　仲　村　広　毅

　厳しかった寒さも緩みホッと一息といった季節

になりました。

　しかし第６波は依然として収束せず、東欧ウク

ライナではロシアの侵攻が始まってしまいまし

た。TVの報道の中では、第３次世界大戦などと

いう物騒なwordも出始めています。

　本当に世の中が何処に向かっていくのか、感染

症に振り回された２年間でしたが、さらに不透明

な時代に入っていくのでしょうか……。３年前か

ら地元の中学校の同窓会の役職を仰せつかってい

るため、同窓会入会式に短い挨拶をしなければな

りませんが、今年の卒業生は１年生の冬から窮屈

な生活を始めた生徒たちです。彼らに「明るい未

来が待っている！」などと軽々に発言できない自

分をもどかしく感じています。

　一日も早く、雪解けを迎えてほしいものです。
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　　４月の行事予定です。

11日　常任理事会

14日　鳥取県臨床皮膚科医会学術講演会

20日　鳥取県西部小児科医会４月例会（第

571回小児診療懇話会）

25日　理事会

26日　鳥取県西部医師会消化管研究会

［CC：1（0.5単位）．7（0.5単位）．

　11（0.5単位）］

※カリキュラムコード（CC）、単位が分かるもの

のみ記載しております。

　２月の活動報告をいたします。

１日　Live	Symposium ～ CKD患者のトータル

ケアセミナー～

３日　第77回鳥取県西部地区肺癌検診胸部X線勉

強会

　　　鳥取IBDフォーラム

４日　運動器疾患Webセミナー in鳥取県西部

７日　常任理事会

14日　令和３年度禁煙指導講習会

16日　鳥取県西部小児科医会２月例会（第569回

小児診療懇話会）

18日　第497回山陰消化器研究会

21日　理事会

22日　鳥取県西部医師会消化管研究会

24日　令和３年度第２回西部医師会糖尿病研修会

（併催　糖尿病地域連携パス研修会）

　　　超高齢化社会における健康寿命の延伸を考

える会

　　　胃がん検診症例検討会

　　　鳥取県耳鼻咽喉科医会学術講演会

25日　令和３年度第３回認知症医療連携研修会

　　　鳥取県臨床皮膚科医会学術講演会

　日差しが春のおとずれを告げる頃となりまし

た。医師会の皆様におかれましては、いかがお過

ごしでしょうか。

　当院ではこのたび、とりだい病院のことをもっ

と知ってもらうための一冊『トリシル』を発行し

ました。とりだい病院秘史や低侵襲外科センター

をはじめとする当院の強みをカニジル編集部が取

材。迫力十分な文と写真で、これまでにない病院

紹介冊子です。医師会に配布いたしますのでご覧

いただければ幸甚です。

　それでは、鳥取大学医学部・附属病院の２月の

動きについてご報告いたします。

鳥取大学医学部医師会

広報委員　原　田　　　省

白衣授与式を行いました

　２月10日（木）、附属病院において臨床実習を

開始する学生123名（医学科４年生）を対象に白

衣授与式を行いました。

　この白衣授与式は、「Student	Doctor（※）」と

して臨床実習を行う学生に白衣を授与すること

で、気持ちを引き締めて実習に挑んでもらうため

に挙行したものです。

　授与式では、中村医学部長の挨拶の後、学生各

班代表者に中村医学部長、尾崎副学部長及び海藤

医学科長から白衣が手渡され実際に着用・披露し

ました。

　最後に海藤医学科長から激励の言葉があり、臨

床実習に向けみんなで一斉に手を挙げ決意を固め
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ました。現在は、新型コロナウイルス感染症によ

る感染対策により病院での対面実習ではなく課題

学習を行っていますが、感染状況が改善された際

には自分の名前が刺繍された白衣を着用し、新た

な気持ちで臨床実習に臨む予定です。

（※）「Student Doctor」

　医学生が医師を目指して能力を磨くには、医療

現場での臨床実習が必須となります。臨床実習を

始めようとする学生の「知識・技能・態度」を確

かめるため共用試験を実施し合格した学生に授与

している称号を「Student	Doctor」と定めていま

す。

ゲストハウスの竣工式・落成式を行いました

　このたび当院外来棟前に日本調剤株式会社の建

設・運営によるゲストハウスが完成し、２月19日

（土）に竣工式・落成式ならびに内覧会をしまし

た。この施設は、患者さんをはじめとした病院利

用者へのサービス向上および、大学関係者の福利

厚生の充実を図ることを目的とし、薬局、コンビ

ニエンスストア、多目的ホール、宿泊施設を有し

た複合施設です。

　３階は患者家族や遠方から通院される患者さ

ん、病院関係者向けの宿泊施設でシングルとツイ

ン合わせて11室あります。様々な利用者を想定

し、車椅子対応トイレ・浴室を完備するなど、ユ

ニバーサルデザインを心がけた部屋となっていま

す。

　２階は大小様々な会議室に変更できる多目的

ホールを設置。200インチ大スクリーンと４K対

応映写機、サラウンド音響設備は映画監督の錦織

良成さんに監修いただきました。今後、院内イベ

ントや研修会をはじめ、市民対象の講演会や映画

鑑賞等に活用していきます。

　１階は調剤薬局、コンビニエンスストア、バス

待合を設置。より大学病院に近くなり、患者さん

の利便性が向上しました。

　式典で原田病院長は「従来のゲストハウスが老

朽化していたこともあり、念願の施設が出来た。

患者さんや職員をはじめ、地域の皆さんのために

この施設を最大限に利用したい。」と述べました。

３階 宿泊施設
シングル８室、ツイン３室

２階 多目的ホール、会議室、応接室
最大122席

１階 調剤薬局、バス待合、コンビニエンスストア
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「とりだい病院ポッドキャスト」配信スタート

　広報・企画戦略センターでは、インターネット

上で音声や動画を公開する「ポッドキャスト」を

利用し、病院からのお知らせや他の広報ツールで

は拾いきれない話題を音声コンテンツにして配信

してまいります。

　２月24日（木）に第１回目を配信しました。こ

の回は、がん相談支援部門長の池淵医師とがん相

談専門員の吉岡公認心理師が出演し、当院がんセ

ンターのリニューアルについて説明しました。

　２月27日（日）には第２回目「手術部アートと

米子市美術館feat.朝倉弘平」を配信。当院の手術

室のホスピタルアートを手掛けていただいた朝倉

弘平さんの展覧会にお邪魔し、手術部看護師長と

朝倉さんのアートにまつわるトークを配信しまし

た。

　今後もコンテンツを随時制作し、配信してまい

ります。堅苦しくなく、どなたでもリラックスし

て聴いていただける内容ですので、ぜひ一度ご視

聴ください。
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■とりだい病院ポッドキャストを聴くには……

　Apple、Googleポッドキャストアプリで「とり

だい病院」と検索してください。または、	下記

URLから「とりだい病院チャンネル」にアクセ

スできます。

Spotify：		https ://open .spot i fy . com/show/	

5MgP4H5UOXHvW1dbsxEOs0

Anchor：https://anchor.fm/98338

「医師資格証」の発行について
　日本医師会電子認証センターが発行する「医師資格証」は、医師資格を証明する電子証明を
カード内のICチップに格納し、現実世界だけでなくIT世界でも医師であることを証明すること
ができます。利用シーンとしては、採用時の医師資格確認、地域医療連携ネットワーク等のログ
イン認証、診療情報提供加算の要件の一つであるHPKI電子署名、日医生涯教育制度やかかりつ
け医機能の各種研修会の受講履歴・単位管理が挙げられます。
　また、鳥取県医師会においては、県医・地区医師会主催の研修
会等の受付時に医師資格証をリーダーにかざしていただくだけで
受付が可能です。

＊日医会員
・初回発行手数料、年間利用料は無料
・５年経過後の更新時には手数料5,000円（税別）が必要

＊日医非会員
・初回発行手数料は5,000円（税別）が必要
・年間利用料は6,000円（税別）が必要
・５年経過後の更新時には手数料5,000円（税別）が必要
　（発行・更新１年目は合計11,000円（税別）が必要）

詳しくは日本医師会電子認証センターホームページ（https://www.jmaca.med.or.jp/）をご覧ください。

＊申請に必要な書類
・発行申請書
　（ホームページからダウンロード）
・住民票の写し
　（原本で発行から６か月以内）
・医師免許証のコピー
・本人確認書類のコピー
　（運転免許証、マイナンバーカードなど）
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日本医師会生涯教育カリキュラム〈2016〉（一覧表）
カリキュラムコード（略称：CC）

1 医師のプロフェッショナリズム
2 医療倫理：臨床倫理
3 医療倫理：研究倫理と生命倫理
4 医師−患者関係とコミュニケーション
5 心理社会的アプローチ
6 医療制度と法律
7 医療の質と安全
8 感染対策
9 医療情報
10 チーム医療
11 予防と保健
12 地域医療
13 医療と介護および福祉の連携
14 災害医療
15 臨床問題解決のプロセス
16 ショック
17 急性中毒
18 全身倦怠感
19 身体機能の低下
20 不眠
21 食欲不振
22 体重減少・るい痩
23 体重増加・肥満
24 浮腫
25 リンパ節腫脹
26 発疹
27 黄疸
28 発熱
29 認知能の障害
30 頭痛
31 めまい
32 意識障害
33 失神
34 言語障害
35 けいれん発作
36 視力障害、視野狭窄
37 目の充血
38 聴覚障害
39 鼻漏・鼻閉
40 鼻出血
41 嗄声
42 胸痛

43 動悸
44 心肺停止
45 呼吸困難
46 咳・痰
47 誤嚥
48 誤飲
49 嚥下困難
50 吐血・下血
51 嘔気・嘔吐
52 胸やけ
53 腹痛
54 便通異常（下痢、便秘）
55 肛門・会陰部痛
56 熱傷
57 外傷
58 褥瘡
59 背部痛
60 腰痛
61 関節痛
62 歩行障害
63 四肢のしびれ
64 肉眼的血尿
65 排尿障害（尿失禁・排尿困難）
66 乏尿・尿閉
67 多尿
68 精神科領域の救急
69 不安
70 気分の障害（うつ）
71 流・早産および満期産
72 成長・発達の障害
73 慢性疾患・複合疾患の管理
74 高血圧症
75 脂質異常症
76 糖尿病
77 骨粗鬆症
78 脳血管障害後遺症
79 気管支喘息
80 在宅医療
81 終末期のケア
82 生活習慣
83 相補・代替医療（漢方医療を含む）
0 その他
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３日（木）	 鳥取県医療安全推進協議会〈書面会議〉

　 〃 	 第３回「鳥取県助産師出向支援事業」協議会〈Web〉

　 〃 	 「自宅待機・在宅療養者への重層的な健康サポート体制の整備」における県との打合せ会

	 〈テレビ会議〉

　 〃 	 第８回常任理事会〈テレビ会議〉

５日（土）	 鳥取県健康対策協議会肺がん対策専門委員会・肺がん検診従事者講習会〈Web〉

６日（日）	 鳥取県健康対策協議会子宮がん対策専門委員会・子宮がん検診従事者講習会〈Web〉

　 〃 	 設立40周年記念事業核戦争防止国際医師会議（IPPNW）日本支部大会〈Web〉

９日（水）	 鳥取県健康づくり文化創造推進県民会議〈オンライン〉

10日（木）	 日本医師会Web研修システム説明会〈Web〉

　 〃 	 鳥取県健康対策協議会母子保健対策専門委員会〈テレビ会議〉

　 〃 	 臨床検査精度管理委員会〈Web〉

　 〃 	 第11回鳥取県新型コロナウイルスワクチン接種体制協議会・第123回鳥取県新型コロナウイルス

感染症対策本部合同会議〈Web〉

13日（日）	 日本医師会母子保健講習会〈Web〉

15日（火）	 鳥取県新型コロナウイルス院内感染緊急対策会議〈Web〉

17日（木）	 第２回鳥取県ナースセンター事業運営協議会〈Web〉

　 〃 	 鳥取県健康対策協議会生活習慣病対策専門委員会〈テレビ会議〉

　 〃 	 第11回理事会〈県医〉

18日（金）	 第２回鳥取県基幹型認知症疾患医療センター連携協議会〈Web〉

19日（土）	 日本医師会医療情報システム協議会（20日まで）〈Web〉

　 〃 	 鳥取県健康対策協議会肝臓がん対策専門委員会・肝臓がん検診従事者講習会及び症例研究会

〈倉吉未来中心・ハイブリッド〉

24日（木）	 第２回鳥取県社会福祉審議会〈オンライン〉

　 〃 	 鳥取県健康対策協議会公衆衛生活動対策専門委員会〈テレビ会議〉

25日（金）	 学校検尿対策委員会〈テレビ会議〉

　 〃 	 鳥取県医療勤務環境改善支援センター実務者セミナー〈Web〉

　 〃 	 都道府県医師会事務局長連絡会〈Web〉

26日（土）	 鳥取県健康対策協議会大腸がん対策専門委員会・大腸がん検診従事者講習会及び症例研究会

〈倉吉未来中心・ハイブリッド〉

27日（日）	 医療事故調査制度「支援団体統括者セミナー」〈Web〉

28日（月）	 鳥取県臓器・アイバンク理事会〈書面会議〉

※２月の公開健康講座〈県医〉は中止しました。

２月 県 医 ・ 会 議 メ モ
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会員消息
〈入　会〉

青木　智宏	 三朝温泉病院	 04．2．1

〈退　会〉

庄司　公平	 高島病院	 03．12．19

竹田　達夫	 竹田内科医院	 04．1．19

古屋　茉優	 米子医療センター	 04．2．28

村岡　萌子	 米子医療センター	 04．2．28

芝原　	萌	 米子医療センター	 04．3．31

〈異　動〉

	 あしはら小児科
芦原　勝之	 ↓	 04．3．1
	 自宅会員

	 米子医療センター
坪内　祥子	 ↓	 04．4．1
	 西伯病院

会 員 数
■鳥取県医師会会員数（令和４年３月１日現在） ■日本医師会会員数（令和４年３月１日現在）

東部 中部 西部 大学 合計
A1 145 71 189 0 405
A2 7 1 12 1 21
B 423 161 342 65 991
合計 575 233 543 66 1,417

A1＝私的医療機関の開設者又は管理者である医師
A2＝公的医療機関の管理者である医師
B＝上記以外の医師

A1＝病院・診療所の開設者、管理者およびそれに準ずる会員
A2（B）＝上記A1会員およびA2会員（C）以外の会員
A2（C）＝医師法に基づく研修医
B＝	日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請したC会員
以外の会員

C＝	医師法に基づく研修医のうち日本医師会医師賠償責任保険
加入の除外を申請した会員

保険医療機関の登録指定、廃止等
感染症法の規定による結核指定医療機関

伊藤皮膚科医院	 倉　吉　市	 	 03．12．31	 辞　退

原子爆弾被爆者一般疾病医療機関

伊藤皮膚科医院	 倉　吉　市	 	 03．12．31	 辞　退

東部 中部 西部 大学 合計
A1 134 67 176 0 377
A2（B） 44 34 74 2 154
A2（C） 20 0 1 0 21
B 74 27 65 3 169
C 11 0 0 0 11
合計 283 128 316 5 732
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公　　示

日本医師会代議員及び同予備代議員選挙執行について

　日本医師会代議員及び同予備代議員（以下、「日医代議員等」という。）については、本会がそれぞれ２

名を選出しております。

　今般、任期満了に伴う後任の代議員等を選出するため、下記のとおり、来る５月14日開催予定の第207

回臨時代議員会において、標記の選挙を執行します。

　なお、任期は、令和４年６月開催予定の日本医師会定例代議員会開催日より、２年後の定例代議員会開

催日の前日までとなります。

１．選挙期日　　令和４年５月14日（土）　＝予定＝

２．場　　所　　鳥取県医師会館　鳥取市戎町

３．選挙すべき役職及び員数

　　　　　　　　日本医師会代議員　２名

　　　　　　　　同　　予備代議員　２名

【留意事項】

１．	日医代議員等に立候補しようとする者は、定款施行細則第８条の規定により、会員３名以上10名以内

の推薦を受けて、選挙期日の16日前、即ち４月28日（木）午後５時までに、文書で鳥取県医師会長あ

て届け出てください。

　なお、届け出は平日の午前９時から午後５時までの間にお願いします。

２．	立候補届出書、推薦書、経歴表等の届け出様式は、本会のホームページからダウンロードできます。

また、所属の地区医師会にあります。

３．立候補の届け出の手続等につきましては、本会事務局又は所属の地区医師会にご連絡ください。

４．	立候補届け出に記載された個人情報は、日本医師会で使用する他、各都道府県医師会に対して情報提

供される場合があります。あらかじめご了承ください。

　以上、定款施行細則第７条の規定を準用し、公示いたします。

　令和４年３月17日

公益社団法人　鳥取県医師会長　渡　辺　　　憲　
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編 集 後 記
　春寒ようやくぬるみ始めたこの頃ですが、今月
号が皆様のお手元に届く頃は、もう少し春らしく
なっていることでしょう。現在、新型コロナ感染
第６波は遷延化し、まだ収束が見えません。本当
にうんざりな気持ちです。今月の会報表紙は鳥取
市布施運動公園の因幡千本桜ですが、今年こそは
晴々とした新しい気持ちで満開の桜を観たいも
のです。今月号の編集で投稿記事を読んでいる
と、なかなか明かりが見えない医療の問題に対し
て、もどかしさを抱きました。巻頭言ですが、清
水正人医師会副会長が担当です。社会保障に限ら
ずどの分野でも、必ず『限られた財源』を盾に財
務省主導の下、緊縮予算を優先順に振り分けられ
ます。緊縮予算が行き過ぎると一部の国民の社会
権、生存権を毀損しかねない懸念があります。医
療は、適正化という名目により、合理化やコスト
カットをずっと強いられてきました。多くの病院
や診療所は、雇用や設備投資などの体力を奪われ
ていく中で、なんとか医療の質を担保するために
努力してきたのが事実ではないでしょうか。一方
で、巻頭言の中でも述べられていますが、医療保
険制度の『大きなリスクは共助、小さなリスクは
自助で』は確かにその通りだと思います。しか
し、公助である医療費の抑制が大前提となってい
ます。自助の範囲を広げ、患者の負担を増やした
いのは明らかではないでしょうか。自助ができな
い、共助も届かないほどの貧困人口が増え続けて
いるにもかかわらず。いい加減、財務省主導によ

る家計簿的政策で国民の社会保障を決めるのはや
めてほしいものです。次々と新薬が登場し、薬価
の高額化が医療費を逼迫している問題ですが、新
薬開発には製薬会社に莫大な研究開発費用がかか
るのは当然です。しかし、医療費の中で償還され
るべきものではなく、本来、これらは、国の研究
開発費で行われるべきものだと思います。これに
はまったく清水医師会副会長の意見に賛成です。
今月号掲載の諸会議報告の『新しい時代の医療
ICT─ウィズコロナを生き抜く─』を読んで思っ
たことは、日本の医療のICT化は世界から周回遅
れてですが、それでも日本医師会は日本に合うオ
リジナルの医療ICTを模索しながら、なんとか推
進していこうとしているのではないでしょうか。
しかし、国の政策は、診療報酬の優遇等、主に医
療側の誘導で、医療ICTを進めようとしているよ
うに見えます。本来ならば、高齢化、格差が進む
地域社会の中で生きていく人々こそが、医療ICT
の恩恵をうけるはずですが、その生活の中にICT
が浸透していく環境づくりや設備投資など目に見
える積極的な政策が不十分です。同時進行でなけ
れば医療ICT化はなかなか進まないのではないで
しょうか。医師会報を読んでいると大局的、小局
的なさまざまな医療問題がそこに内包されている
ような気がしました。そういう観点で医師会報を
読んでみると面白いと思います。

編集委員　　太　田　匡　彦　

鳥取県医師会報の全文は、鳥取県医師会ホームページでもご覧頂けます。
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医師年金ご加入をおすすめします！

医師年金 ＜認可特定保険業者＞公益社団法人 日本医師会

ご加入のおすすめ
加入資格 64歳6カ月未満の日本医師会会員（会員区分は問いません）

公的年金では現役時代の生活水準を維持できない
コツコツ積立てて十分な年金を確保しておきたい
一生涯受け取れる年金が望ましい
受け取れる年金の額を効率的に増やしたい
医師独自のライフスタイルにあった年金がいい
加入前に受取年金額のシミュレーションを確認したい

年金検討チェックリスト

1つでも該当したら…

ご希望の受給額や保険料、生年月日を
入力するだけで、簡単に受取年金月額の
シミュレーションができます。
ぜひお試し下さい。

http://www.med.or.jp/nenkin/

個別プランの設計や詳しい資料のご請求はこちら

公益社団法人

日本医師会年金福祉課

20150601S8

医師年金ホームページで、
簡単シミュレーション！

TEL：03─3942─6487（直通）
FAX：03─3942─6503
受付時間：午前9時30分～午後5時（平日）
E-mail：nenkin@po.med.or.jp

年金検討チェックリスト

医師年金 検  索

20150601

in/




